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平成２８年第２回置戸町議会定例会（第１号） 

 

平成２８年３月９日（水曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 会期の決定 

  日程第 ３ 平成２８年度町政執行方針 

  日程第 ４ 平成２８年度教育行政方針 

  日程第 ５ 議案第１６号 工事請負変更契約の締結について 

  日程第 ６ 議案第１７号 工事請負変更契約の締結について 

  日程第 ７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 

  日程第 ８ 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について 

  日程第 ９ 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について 

  日程第１０ 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  日程第１２ 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

               る条例 

  日程第１５ 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  日程第１７ 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例 

  日程第１８ 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第１９ 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２０ 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

  日程第２１ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

  日程第２２ 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第２３ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第２４ 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第２５ 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第２６ 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第２８ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号） 



 2 

  日程第２９ 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  日程第３０ 議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  日程第３１ 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第３２ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第３３ 報告第 １号 専決処分の報告について 

  日程第３４ 報告第 ２号 定期監査の結果報告について 

  日程第３５ 報告第 ３号 例月出納検査の結果報告について 

 

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 会期の決定 

  日程第 ３ 平成２８年度町政執行方針 

  日程第 ４ 平成２８年度教育行政方針 

  日程第 ５ 議案第１６号 工事請負変更契約の締結について 

  日程第 ６ 議案第１７号 工事請負変更契約の締結について 

  日程第 ７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 

  日程第 ８ 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について 

  日程第 ９ 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について 

  日程第１０ 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  日程第１２ 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

               る条例 

  日程第１５ 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  日程第１７ 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例 

  日程第１８ 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第１９ 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２０ 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

  日程第２１ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

 

○出席議員（１０名） 

１番  前 田   篤 議員     ２番  澁 谷 恒 壹 議員 

３番  髙 谷   勲 議員     ４番  佐 藤 勇 治 議員 
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５番  阿 部 光 久 議員     ６番  岩 藤 孝 一 議員 

７番  小 林   満 議員     ８番  石 井 伸 二 議員 

９番  嘉 藤   均 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 

 

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  菅  野  博  敏        総務課参与  東        誠 

  町民生活課長  鈴  木  伸  哉        産業振興課長  坂  口  博  昭 

施設整備課長  大  戸  基  史        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総 務 係 長  芳  賀  真 由 美 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  図 書 館 長  深  川  正  美 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  菅  野  博  敏（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  田  中  英  規       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開会宣言 

〇佐藤議長 ただいまから、平成２８年第２回置戸町議会定例会を開会します。 

                                   

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから本日の会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、３番 髙谷勲議員及び４番 佐

藤勇治議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○田中事務局長 今期定例会に町長から提出された議案は、次のとおりです。 

  ・議案第１１号から議案第３８号。 

  今期定例会に議会から提出された事件は、次のとおりです。 

  ・報告第１号。 

  今期定例会までに受理した監査委員からの報告は、次のとおりです。 

  ・報告第２号から報告第３号。 

 今期定例会に議案等説明のため出席を求めた者及び委任を受けて出席する者は、お手元に配付した

名簿のとおりです。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

  次に、一部事務組合の会議について、組合議員から報告を行います。 

  北見地区消防組合議会。 

  ４番 佐藤勇治議員。 

○４番 佐藤議員〔登壇〕 去る、平成２７年１２月２５日招集の第３回臨時北見地区消防組合議会の 

結果について報告いたします。 

 初めに、会議録署名議員の指名を行い、会期を１２月２５日の１日間と決定いたしました。 

 次に、本会議に提案された議件は２件であります。 

 議案第１号 平成２７年度北見地区消防組合一般会計補正予算につきましては、歳入歳出４９７万

４，０００円を追加し、３５億９７４万円といたすものです。置戸町関係分につきましては、退職消

防団員４名の退職報償費２３５万２，０００円の計上のほか、決算見込みによる団長交際費不足分２
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万円を計上いたしました。 

 次に、議案第２号 土地の取得につきましては、留辺蘂支署移転改築整備事業による用地１万７，

２９６．６６平方メートルを取得し、北見地区消防組合の議決に付すべき契約及び財産の取得または

処分に関する条例第３条の規定により議決を求めるものであります。 

 以上の２件が、辻管理者より一括して提案理由の説明がなされました。 

 その後、議案第１号、議案第２号に対する質疑・討論を行い、原案のとおり可決・承認されました。 

 続きまして、去る平成２８年２月２６日招集の第１回定例北見地区消防組合議会の結果について報

告いたします。 

 初めに、会議録署名議員の指名を行い、会期を２月２６日の１日間と決定いたしました。 

 次に、本会議に提案された事件は、６件であります。 

 初めに、辻管理者から、平成２８年度執行方針が提案された後、議員提出議案第１号 北見地区消

防組合議会議員の議員報酬及び費用弁償並びに特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部

を改正する条例につきましては、議員提案による改正で、北見市議会及び他の議会の実情に合わせ、

日当３，０００円を廃止するものであります。 

 次に、議案第１号 平成２８年度北見地区消防組合一般会計予算につきましては６４億４，３００

万円となり、これを前年度当初予算と比較しますと、２９億６，１００万円、約８５％の増となった

ところであります。大幅な増額となった理由は、平成２７年度からの継続事業であります、消防本部・

消防署・消防詰所の建設工事をはじめ、留辺蘂支署移転工事、無線遠隔サイレンデジタル化整備及び

通信司令システム更新移転経費によるものであります。本町関係分では、今年度、置戸消防１００周

年の年を迎え、３８６万円と消防団員用活動服等の更新で２５７万５，０００円を計上いたしており

ます。 

 議案第２号 平成２７年度北見地区消防組合一般会計補正予算につきましては歳入歳出５，４５７

万４，０００円を減額し、３４億５，５１６万６，０００円といたすものであります。置戸町関係分

につきましては、歳入歳出１４２万６，０００円を追加し、１億７，４９３万５，０００円といたし

ました。 

 次に、議案第３号 北見地区消防組合消防団条例の一部を改正する条例につきましては、消防団員

の報酬・費用弁償の改正で、地方交付税算定基準の水準及び過去の改正経過を踏まえ改正いたしまし

た。 

 次に、議案第４号 北見地区消防組合火災予防条例の一部を改正する条例につきましては、対象火

気設備等の設置及び器具が近年流通してきたことから、消防組合の火災予防条例を改正いたしたとこ

ろでございます。 

 報告第１号 専決処分につきましては、平成２７年１１月２４日、北見署救急自動車が帰署途中ガ

ードレールと接触事故によるもので、地方自治法第１８０条の規定による報告であります。 

 なお、議案の内容につきましては、配付の資料のとおりであります。 

 以上で、北見地区消防組合議会の結果報告といたします。 

○佐藤議長 これで、諸般の報告を終わります。 
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    ◎日程第 ２ 会期の決定 

○佐藤議長 日程第２ 会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は本日から３月１８日までの１０日間にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は本日から３月１８日までの１０日間に決定しました。 

                                   

    ◎日程第 ３ 平成２８年度町政執行方針 

    ◎日程第 ４ 平成２８年度教育行政方針 

○佐藤議長 日程第３及び日程第４ 町長から平成２８年度町政執行方針、教育委員会から平成２８年 

度教育行政方針説明のため発言を求められておりますので、順次発言を許します。 

〈日程第３ 平成２８年度町政執行方針〉 

○佐藤議長 まず、平成２８年度町政執行方針。 

 町長。 

 （以下記載省略。平成２８年度町政執行方針別添のとおり） 

〈日程第４ 平成２８年度教育行政方針〉 

○佐藤議長 次に、平成２８年度教育行政方針。 

 教育長。 

 （以下記載省略。平成２８年度教育行政方針別添のとおり） 

○佐藤議長 これで、町長からの平成２８年度町政執行方針及び教育委員会からの平成２８年度教育行 

政方針の説明を終わります。 

  しばらく休憩します。１０時５０分から再開します。 

                          

休憩 １０時２８分 

再開 １０時５０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 ５ 議案第１６号 工事請負変更契約の締結についてか 

                  ら 

    ◎日程第 ６ 議案第１７号 工事請負変更契約の締結についてま 

                  で 

               ２件 一括議題     

○佐藤議長 日程第５ 議案第１６号 工事請負変更契約の締結についてから日程第６ 議案第１７号 
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 工事請負変更契約の締結についてまでの２件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第１６号及び議案第１７号は、工事請負変更契約の締結に 

ついてでございます。議案の内容につきましては、総務課長より説明を申し上げます。 

〈議案第１６号 工事請負変更契約の締結について〉 

○佐藤議長 まず、議案第１６号 工事請負変更契約の締結について。 

 総務課長。 

○菅野総務課長 議案第１６号 工事請負変更契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１６号につきましては、９月１１日開催の第７回定例議会において、第５９号で議決をいた

だきました社会資本整備総合交付事業、橋梁長寿命化修繕工事（その２）について、橋台コンクリー

ト工などの工事内容の一部変更により、工事請負金額変更の契約締結を行うため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例（昭和３９年条例第１４号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでありま

す。 

 記。 

 １、目的、社会資本整備総合交付金事業、橋梁長寿命化修繕工事（その２）。 

 ２、金額、変更前６，９１２万円。変更後７，２２０万８，８００円。 

 ３、相手方、常呂郡置戸町字置戸２２番地の３、北進工業株式会社代表取締役 鈴木栄樹。 

 以上で、議案第１６号の説明を終わります。 

〈議案第１７号 工事請負変更契約の締結について〉 

○佐藤議長 次に、議案第１７号 工事請負変更契約の締結について。 

 総務課長。 

○菅野総務課長 議案第１７号 工事請負変更契約の締結について、提案理由の説明を申し上げます。 

 議案第１７号につきましては、９月１１日開催の第７回定例議会において、第６１号で議決をいた

だきました置戸地区簡易水道再編推進事業、送配水管布設工事（その４）について、管渠工及び路盤

舗装工の工事内容の一部変更により、請負金額変更の契約締結を行うため、地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第９６条第１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関す

る条例（昭和３９年条例第１４号）第２条の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。 

 記。 

 １、目的、置戸地区簡易水道再編推進事業、送配水管布設工事（その４）。 

 ２、金額、変更前１億５，２２８万円。変更後１億４，７３２万２，８００円。 

 ３、相手方、遠藤組・天内工業経常建設共同企業体。 

   代表者、常呂郡置戸町字置戸２５５番地の２２、株式会社遠藤組代表取締役 遠藤耐藏。 

   構成員、北見市東相内町１０番地７、天内工業株式会社代表取締役 伊藤嘉高。 

 以上で、議案第１７号の説明を終わります。 

○佐藤議長 これから議案第１６号 工事請負変更契約の締結についてから議案第１７号 工事請負変 
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更契約の締結についてまでの２件を一括議題とし質疑を行います。 

 議案の順序で行います。 

 まず、議案第１６号 工事請負変更契約の締結について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案に進みます。 

 議案第１７号 工事請負変更契約の締結について。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１６号 工事請負変更契約の締結についてから議案第１７号 工事請負変更契約

の締結についてまでの２件について一括討論を行います。 

 討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

 これで、議案第１６号から議案第１７号までの２件について討論を終わります。 

 これから、議案第１６号 工事請負変更契約の締結についてから議案第１７号 工事請負変更契約

の締結についてまでの２件を採決します。 

 議案の順序で行います。 

 まず、議案第１６号 工事請負変更契約の締結についてを採決します。 

 議案第１６号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１６号 工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第１７号 工事請負変更契約の締結についてを採決します。 

 議案第１７号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１７号 工事請負変更契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎日程第 ７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関す 

                  る条例の制定についてから 

    ◎日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計 

                  予算まで 

               ２１件 一括議題     

○佐藤議長 日程第７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてから 

日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算までの２１件を一括議題としま
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す。 

  提案理由の説明を求めます。 

  町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第１８号は、置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の 

制定についてでございます。議案の内容につきましては、総務課長がご説明を申し上げます。以下、

議案第３８号は、平成２８年度置戸町下水道特別会計予算であります。議案の内容につきましては、

この間それぞれ、町づくり企画課長及び担当課長の方から議案の内容についてはご説明を申し上げま

す。 

 〈議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について〉 

○佐藤議長 まず、議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてご説明いた 

します。 

 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例を次のように制定する。 

 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例。 

 今回の条例制定は、職員の給与の支給額を減額するため、給与に関する条例等の特例を定める条例

を制定しようとするものです。第１条では、趣旨に関し規定し、他自治体における給与支給状況等を

勘案して、平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日の間、条例の制定を定めるものです。 

 第２条は、職員の給与に関する条例の特例として、支給減額率を第１号で３級から６級までの職員

について、１００分の３減額する規定です。第２項は、休職した職員に対する減額規定です。 

 次のページをご覧ください。 

 第３項は、病気休暇、超過勤務手当、休日休、夜勤手当等により減額する勤務１時間当たりの給与

額の減額規定であります。第４項は、５５歳を超える職員の給料月額の減額について規定をしており

ます。 

 第３条では、職員の育児休業等に関する条例の特例として、部分休業における勤務１時間当たりの

給与額の減額規定であります。 

 第４条では、職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例として、介護休暇における勤務１時間当

たりの給与額の減額規定であります。 

 第５条では、端数計算の処理について規定したものであります。 

   附 則 

  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第１８号の説明を終わります。 

 〈議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について〉 

○佐藤議長 次に、議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について説明いたします。 

  置戸町行政不服審査会設置条例を次のとおり定める。 
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  置戸町行政不服審査会設置条例。 

 行政不服審査法が改正され、平成２８年４月１日より施行されることに伴い、置戸町行政不服審査

会を設置するにあたり、置戸町行政不服審査会設置条例の制定をするものであります。 

 第１条は、町の附属機関として、置戸町行政不服審査会を置くことができる旨を規定しています。 

 第２条は、審査会は、委員３人をもって組織する。 

 第３条は、有識者の中から町長が委嘱し、委員の任期は当該事項の処理が終了した時までとして、 

委員の罷免、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない旨を規定しています。 

 第４条は、委員会の互選により、会長を置く旨を規定しています。 

 第５条は、委員会に専門委員を置くことをできる旨を規定。次のページをお開きください。専門委

員は、非常勤とします。 

 第６条は、審査会の会議は、会長が招集し、議長となるほか、会議の開催、議事を決することがで

きる要件を規定しています。 

 第７条は、審査会の庶務は、総務課において行います。 

 第８条は、この条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとし

ております。 

  附 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （最初の会議） 

 ２ 委員が委嘱された後の最初に開催される不服審査会会議は、第６条第１項の規定に関わらず町 

  長が招集する。 

 以上で、議案第１９号の説明を終わります。 

 〈議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について〉 

○佐藤議長 次に、議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について説明いたします。 

 置戸町行政不服審査関係手数料条例を次のとおり定める。 

 置戸町行政不服審査関係手数料条例。 

 行政不服審査法関連で制定するものです。行政不服審査法の主な改正点は、審理員による審理手続

きの導入。第三者機関への諮問手続きの導入。審査請求期間の延長。現行６０日から３ヶ月に延長さ

れます。提出書類等の謄写など多岐に渡ります。この改正行政不服審査法の規定により、審査請求人

は審理員等に対して提出された書類の閲覧だけでなく、当該書類の写しの交付を求めることができる

ことになりました。そして、その書類の写しの交付を受ける審査請求人等は、同法の規定により実費

の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならないとされています。本町においても、

同法に基づき当該書類の写しの交付、謄写、コピーについて、手数料を徴収するため、置戸町行政不

服審査法関係手数料条例を定めるものです。 

 第１条は、趣旨について規定しています。 
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 第２条は、交付を求める時に、別表に掲げる交付の方法に応じた手数料を納めなければならない旨

を規定しています。 

 第３条は、交付を受ける審査請求人又は参加人は、その交付を求める時に、別表に掲げる交付の方

法に応じた手数料を納めなければならないと規定しています。 

 第４条は、手数料の減免として、国は審査請求人等は、経済的困難により手数料を納付する資力が

ないと認める時は、謄写請求に関わる手数料の減免を受けることができます。本町においても、国と

同様に経済的困難により、手数料を納付する資力がないと認める時は、書類の交付を求め、１件につ

き２，０００円を限度として手数料を減免できる規定であります。２項以降は、この手続きについて

規定しています。 

 次のページをお開きください。別表をご覧願います。 

 交付の方法、手数料の額が規定されています。 

  附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第２０号の説明を終わります。 

 〈議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

 置戸町情報公開条例（平成１５年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容についてご説明いたしますので、別冊、平成２８年３月置戸町議会定例会議案説明資料、

青い冊子です。５ページをお開きください。 

 議案第２１号説明資料、置戸町情報公開条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧ください。新

旧条例文の対比を掲載しております。行政不服審査法の改正に伴う所要の整備であります。目次で、

不服申立てを審査請求に改正するものです。以降、各条、項で不服申立てを審査請求に改正を行って

おりますが、説明は省略します。審査員による審査手続きに関する規定の適用除外として、第１４条

の２として開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法の規定

は適用しないこととしております。第１５条の見出しで、不服申立てを審査会への諮問に改め、次の

ページに繋がりますが、情報公開審査会の審理、手続きに関する規定を整備して改正しております。 

 本議案にお戻りください。次のページをお開きください。 

  附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第２１号の説明を終わります。 

 〈議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例を説明いたします。 

 置戸町個人情報保護条例（平成１５年条例第２号）の一部を次のように改正する。 
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 改正内容についてご説明いたしますので、別冊、平成２８年３月置戸町議会定例会議案説明資料、

７ページ。議案第２２号説明資料、置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例新旧対照表をご覧

ください。新旧条例文の対比を掲載しております。行政不服審査法の改正に伴う所要の整備であり、

置戸町情報公開条例の一部を改正する条例と同様の内容です。目次で、不服申立てを審査請求に改正

するものです。以降、各条、項で不服申立てを審査請求に改正を行っておりますが、説明は省略しま

す。第２６条の２で、審査員による審査手続きに関する規定の適用除外について整備しております。

第２６条は、審査会への諮問について規定し、審査手続きに関する規定を整備して改正しております。 

 本議案にお戻りください。次のページになります。 

  附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  以上で、議案第２２号の説明を終わります。 

 〈議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例。 

  町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例につい 

てご説明いたします。 

 置戸町固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年条例第２６号の１）の一部を次のように改正する。 

 地方税法において、固定資産の価格にかかる不服審査については、行政不服審査法の規定の準用や

審査委員会における審査の手続き、記録の保存等、必要事項については、条例で定める規定となって

おります。 

 今回、行政不服審査法の改正、施行に伴い、固定資産税課税台帳に登載された価格に関する審査の

申し出に係る規定を審査法の改正にならい改めるものです。 

 それでは、改正内容についてご説明いたしますので、別冊の議案説明資料、９ページ。議案第２３

号説明資料、置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例をお開き願います。青色の表

紙の資料となります。 

 左の欄は項目、右の欄は改正概要となっております。 

 改正の趣旨につきましては、先程ご説明したとおりです。 

 審査の申出、第４条第２項第１号の規定に、又は居所の文言を追加します。これは審査法第１９条

第２項第１号の規定にならうものです。同項第２号に、審査の申出に係る処分の内容の規定を追加し

ます。これも審査法第１９条第２項第２号の規定によるものです。第２号の追加により、第２号から

第４号を１号ずつ繰り下げます。第４条第３項に、または居所の文言を加え、行政不服審査法第１６

条第１項から行政不服審査法施行令第３条第１項に引用変更します。これは、代表者等の資格を書面

で証明しなければならない旨の規定が審査法から施行令になったことによるものです。第４条第６項

は、審査申出人は、代表者若しくは管理人、総代又は代理人がその資格を失った時は、書面でその旨

を委員会に届け出なければならない規定を新たに追加するものです。審査法施行令第３条第２項にな

らいます。 

 １０ページをお開きください。 
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 書面審理第６条第２項の規定の追加ですが、第６条第１項では、委員会は審査申出書の副本と資料

の概要を記載した書類を町長へ送付し、これに対する弁明書を求める規定となっておりますが、弁明

書の提出方法がコンピューターにより電子通信回線で提出された場合は、正副の弁明書は提出された

ものとみなすとされましたので規定を追加するものです。次は、第２項の追加により法の繰り下げを

します。第６条第３項中、ただし、審査の申出の全部を容認すべきときは、この限りでないの文言を

削除します。審査法第２９条第５項にならうものです。第６条第５項として、委員会は、審査申出人

からの反論書の提出があった時は、これを町長に送付しなければならない規定を追加します。第１０

条、手数料の額等の規定でございますが、改正行政不服審査法において審査請求人等に対し従来の閲

覧請求権に加え、写しの交付等の請求権が認められたことから、委員会条例においても審査申出人に

対し、写しの交付等を可能とし、交付の際の手数料について、置戸町行政不服審査関係手数料条例に

定める額とする規定を新設するものです。第１１条は、手数料の減額又は免除を置戸町行政不服審査

関係手数料条例に定める額と規定しております。 

 １１ページをご覧ください。 

 条の繰り下げとして、第１０条から第１４条までを２条ずつ繰り下げします。決定書の作成として、

第１３条第１項中、次に掲げる事項を記載し、委員会が記名押印したを追加し、１号から４号までを

新たに追加します。１号は主文、２号は事案の概要、３号は審査申出人及び町長の主張の要旨、４号

は理由となります。第１０条と第１１条を追加しましたので、第１１条を第１３条に改めます。以上

が改正概要となります。 

 議案第２３号説明資料、置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例新旧対照表は、

後程ご参照願います。 

 本議案にお戻りください。 

  附 則 

 （施行期日） 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

 適用区分につきましては、平成２８年４月１日以前に対応するものと、それ以後に対応するものの

経過措置を規定しております。 

 以上で、議案第２３号の説明を終わります。 

 〈議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例。 

  町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例についてご説明いたします。 

 置戸町税条例の一部を改正する条例。 

 置戸町税条例（昭和２９年条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 今回の改正につきましては、２つの制度改正により改正を行うものでございます。 

 １つ目は、行政不服審査法の改正、施行に伴い、旧審査法においては、処分庁に上級行政庁がない

時は、不服申立てを。処分庁に上級行政庁がある場合は、審査請求と申請累計が定められておりまし
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たが、改正審査法では、不服申請の累計を審査請求に一元化したことから、税条例に規定する異議申

立ての文言を審査請求に改めるものです。 

 ２つ目は、減免申請を行う際、個人番号の記載を要する改正規定を、平成２７年６月開催の第４回

町議会定例会において可決いただいておりましたが、平成２７年１２月１８日付、総税市第９５号、

総務省自治税務局長通知により、個人番号の記載を要しない条例改正案が発せられましたので改正を

行うものです。 

 それでは、改正内容をご説明いたしますので、別冊の議案説明資料、１６ページ。議案第２４号説

明資料、置戸町税条例の一部を改正する条例をご覧ください。左の欄は項目、右の欄は改正概要とな

っております。第１８条の２第１項中、不服申立てを審査請求に改めるものです。第１８条の２の規

定は、広範囲にわたる災害等により、項又は条例に定める申告、申請、請求、その他書類の提出や納

付、納入が期限までにできないと町長が認める時は、期限を延長するというものですが、不服申立て

に関するものを除くとありますので、これを審査請求に関するものを除くに変えるものです。 

 １７ページをご覧ください。 

 ６月にご説明をしました資料の抜粋でございますが、改正概要中２段目になりますが、個人番号制

度導入による規定の整備において、個人番号及び法人番号を各要件に追加をしましたが、第５１条、

町民税の減免と第１３９条の３、特別土地保有税の減免の申請に際し、個人番号の記載を削除するも

のです。 

 議案第２４号説明資料、置戸町税条例の一部を改正する条例新旧対照表は、後程ご参照願います。 

 本議案にお戻りください。 

  附 則 

 この条例中第１８条の２第１項の改正規定は平成２８年４月１日から、第５１条第２項第１号及び

第１３９条の３第２項第１号の改正規定は公布の日から施行し、平成２８年１月１日から適用する。 

 以上で、議案第２４号の説明を終わります。 

 〈議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正 

する条例。 

 総務課長。 

○菅野総務課長 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

る条例について説明いたします。 

 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例（昭和３２年条例第１０号）の一部を次のよ

うに改正する。 

 改正内容につきましては、役職加算額を４月１日から１００分の１０に改め支給するものです。 

第４条第２項中「議員報酬月額」の次に「及びその月額報酬に１００分の１０を乗じて得た額の合計

額」を加える。 

 なお、説明資料といたしまして、別冊、平成２８年３月置戸町議会定例会議案説明資料、２０ペー

ジ。議案第２５号、置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の新旧対照表は、後程ご覧

願います。 
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  附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第２５号の説明を終わります。 

 〈議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を 

説明いたします。 

 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例（昭和２７年条例第１０号）の一部を次のように改正

する。 

 改正内容は、役職加算額を４月１日から１００分の１０に改め支給するものです。 

 附則第２項中「平成１７年４月１日」を「平成２８年４月１日」に改め、「規定」の次に「の適用に

ついて」を加え、「次のように読み替えるものとする」を「同項中「１００分の１５」とあるのは、 

「１００分の１０」とする」に改めるものです。 

 附則中第３項を削り、第４項を第３項とするものです。 

 なお、説明資料として、別冊、議案説明資料、２１ページ。議案第２６号 置戸町常勤特別職の職

員の給与に関する条例の新旧対象表は、後程ご覧願います。 

  附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第２６号の説明を終わります。 

 〈議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例について説明 

いたします。 

 第１条 置戸町職員の給与に関する条例（昭和２６年条例第２号）の一部を次のように改正する。 

 改正内容についてご説明いたしますので、別冊、平成２８年３月置戸町議会定例会議案説明資料、

青い冊子です。２２ページ。議案第２７号説明資料、置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正

する条例新旧対照表をご覧ください。新旧条例文の対比を掲載しております。 

 第１条の改正理由は、関係条文の不整備と病気休暇の取得整備及び別表で人事評価導入に伴い、係

長の職種を係長主査に明確にするため、関係条例の一部を改める必要があるため、規定の改正を行う

ものです。 

 第４条第３項は、置戸町職員の育児休業等に関する条例の全部改正による改正年及び条例番号を改

めるものです。以降、第４項を前項に第４条を前条に改正して、次の２３ページをご覧ください。夜

勤手当についても、それぞれ次条を前条に改め、２４ページ、第１５条の３第４項は、今回の行政不

服審査法の全部改正により当該条文を改めるものです。２４ページの改正文の下段、第４号、病気休

暇取得職員を追加して、次のページの第５号で、病気休暇の取得について規定しております。 
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 第３項では、同条を削り、第５項で第４項を前条に改めるものです。２７ページをお開きください。

別表２では、第３項中、以下係長等というを削り、同表の４の項中、係長等を係長・主査に改めるも

のです。 

 本議案にお戻りください。 

 次のページになります。 

 第２条 置戸町職員の給与に関する条例（平成１７年条例第９号）の一部を次のように改正する。 

 第２条は、附則で定められている役職加算の支給を適用しない期間、「当分の間」を「平成２８年３

月３１日までの間」とするものです。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第１条の規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第２７号の説明を終わります。 

 〈議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例について説 

明いたします。 

 置戸町まちづくり基本条例（平成２２年条例第１号）の一部を次のように改正する。 

 第８条の次に次の１条を加える。 

 （災害に強いまちづくり） 

 第８条の２ 町は、災害その他の緊急時に備えて、町民、関係機関及び他の自治体と連携を図り、 

  災害に強いまちづくりをめざします。 

 ２ 町民は、災害等の発生時に自らの安全を確保しながら、地域において相互に助け合えるよう連 

  携及び協力体制の整備に努めます。 

 今回の条例改正の経過と概要について説明いたします。平成２２年４月の本条例の施行に合わせて、

条例の進捗状況の調査、審議や条例内容の見直しなどを行うため、まちづくり基本条例委員会を設置

しております。現在、７名の方に委員をお願いをしております。平成２３年には、地方自治法の一部

改正により、地方自治体における基本構想、置戸町の場合は、総合計画ということになりますが、こ

の策定義務がなくなり策定や議決の必要性については、市町村の判断に委ねられました。これを受け

て当時の委員会では、総合計画は置戸町における最上位の計画であり、その重要性からも計画の策定

や重要な変更をする時には、議会の議決を得るべきとして、一部条例改正の提案を行い、議会の議決

を頂いたところであります。 

 今回の条例改正につきましては、平成２３年に発生いたしました東日本大震災の教訓や本町での平

成２５年の大雪による大規模停電の経緯から、条例本文の第２章、まちづくりのあるべき姿、第５条

から第８条までに規定している、人を大切にするまちづくり、地域コミュニティを大切にするまちづ

くり、自然環境を大切にするまちづくり、歴史や文化を守り活力あるまちづくりのあるべき姿を謳っ

ている４つのまちづくりに、第８条の２として、災害に強いまちづくりの条項を加え、災害に対する

町民や町の取り組むべき姿を盛り込むものでございます。委員会からのご意見をもとに提案内容を検
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討の結果、条例の一部改正を本議会に提案するものでございます。 

  附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上で、議案第２８号の説明を終わります。 

 〈議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正す 

る条例。 

 総務課長。 

○菅野総務課長 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する 

条例について説明いたします。 

 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成１８年条例第２号）の一部を次のように

改正する。 

 改正内容についてご説明いたしますので、別冊、平成２８年３月置戸町議会定例議会議案説明資料、

２９ページ。議案第２９号説明資料、置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例新旧対照表

をご覧ください。 

 改正の概要につきましては、地方公務員法の一部改正に伴い、関係条文の整備をするため、関係条

例の一部を改める必要があるため規定の改正を行うものです。改正内容は、地方公務員法で規定する、

公表事項の見直しに伴い、人事行政の運営の状況の公表事項についてであります。第２条で、職員の

人事評価の状況及び職員の休業に関する状況、職員の退職管理の状況を追加し、及び勤務成績の評定

を削除するものであります。 

 本議案にお戻りください。 

  附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第２９号の説明を終わります。 

 〈議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 次に、議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に 

ついて説明いたします。 

 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成７年条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改めるものです。 

 地方公務員法の一部改正に伴い、地方公務員法第２４条第１項が削られ、第６項の職員の給与、勤

務時間、その他の勤務条件は、条例で定めるの規定が第５項に繰り上がったためであります。新旧対

照表は、後程ご覧願います。 

  附 則 

 この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

 以上で、議案第３０号の説明を終わります。 
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 〈議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について〉 

○佐藤議長 次に、議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について説明いた 

します。 

 過疎地域自立促進特別措置法第６条第１項の規定に基づき、置戸町過疎地域自立促進市町村計画を

別紙のとおり策定するものでございます。別紙として、計画書並びに参考資料をお配りしております。 

 策定に関しての経過等を説明いたします。平成２２年４月１日に施行されました現在の過疎地域自

立促進特別措置法は、その後、平成２３年３月の東日本大震災の発生により、被災市町村において、

過疎地域自立促進市町村計画に基づく事業の進捗に大幅な遅れが生じることが想定されることから、

平成２４年６月２７日に法の一部改正が行われ、有効期限が平成３３年３月３１日まで５年間延長さ

れております。 

 置戸町におきましても、現在の計画期間が、平成２７年度で終了いたしますので、平成２８年度か

ら平成３２年度までの５ヵ年を計画期間とする、置戸町過疎地域自立促進市町村計画を策定すること

とし、法第６条第４項の規定に基づきまして、２月２４日付けで北海道との協議が整いましたので本

定例会に提案し議決をお願いするものです。この計画を策定いたしますと、国からの支援ということ

になりますが、過疎対策事業債の発行が可能となるほか、国庫補助率の嵩上げ、市町村道や下水道整

備の都道府県代行制度、過疎地域の企業などに対する税制措置などがあります。 

 過疎地域自立促進市町村計画の概要ですが、初めに、まちの概要、人口及び産業の推移と動向、行

財政の状況等の基本的な事項を謳い、次からは、産業の振興をはじめとして、その他地域の自立促進

に関し、必要な事項までの９項目にわたり、それぞれ現状と問題点、その対策、計画、公共施設等、

総合管理計画との整合について記載をしております。 

 計画内容の詳細につきましては説明を省略させていただきますが、本計画は、第５次置戸町総合計

画を基本とし、事業につきましては、平成２８年度から３１年度までは、実施計画書の中から過疎対

策事業債の対象となる事業を中心に策定をいたしました。また、平成３２年度につきましては、次期

総合計画の期間となりますので、現時点で継続事業と想定される事業について掲載をしております。

本計画書のほか、参考資料といたしまして、平成２８年度から平成３２年度までの事業名、事業内容、

概算事業費を記載した事業計画書と財源内訳を加えた、平成２８年度の概算事業計画を添付しており

ますので、後程ご覧いただきたいと思います。 

 以上で、議案第３１号の説明を終わります。 

 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第３２号の説明の前に、資料の確認をお願いしたいと思います。予算の 

説明に使用いたしますのは、黄色い表紙の、平成２８年度置戸町一般会計・特別会計予算書で、説明

は主にこの予算書の各会計、事項別明細書により行います。次に、白い表紙の、平成２８年度一般会

計・特別会計予算に関する説明資料と水色の表紙の、議案説明資料があります。予算書、説明資料２
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種類、本議案の４つを使って説明いたします。 

 初めに、平成２８年度の予算概要について申し上げます。 

 平成２８年度の予算編成ですが、国の平成２８年度予算は、３月１日衆議院を通過し、年度内成立

の見通しとなりました。１月に成立いたしました、平成２７年度補正予算と切れ目なく執行すること

で、円高、株安などにより、先行きへの不透明感が増している景気の下支え全力を掲げるというふう

な内容になってございます。その内容は、一億総活躍社会を実現される関連施策が目玉となり、子育

て支援や介護サービスの充実、教育費の負担軽減などが盛り込まれたほか、地方創生の本格的な展開

を図ることとしております。一方、持続可能な社会保障制度の確立に向けて、経済財政再生計画の目

安に沿って、社会保障関係経費の抑制も行われました。さらには、リーマンショック以前の水準まで

景気が回復し税収も確保できる見込みから、平成２１年度以降、措置されてきた地方交付税の別枠加

算が廃止をされました。 

 これを受けて、平成２８年度の地方財政計画では、地方交付税は前年度０．３％減にとどまりまし

たが、地方税や地方譲与税の伸びを２．４％と見込むなど、財源が確保されたとして、地方交付税の

代替財源としてきた臨時財政対策債は、１６．３％のマイナスとなるなど、景気回復が遅れている小

規模自治体にとっては、財源対策は厳しくなる内容となっております。また、平成２８年度の交付税

算定は、平成２７年度実施の国勢調査による人口が用いられるため、人口減少が続く本町の交付額に

大きく影響することが予想されます。 

 本町の平成２８年度予算は、一般会計が前年度比０．９％減の４１億１，２００万円。特別会計は、

国民健康保険特別会計のほか６会計で、前年度比８．８％増の２１億８，４００万円となりました。

簡易水道特別会計の増加が特別会計の中の主な要因となっております。特別会計を含めた７会計の総

額では、前年度比２．３％増の６２億９，６００万円となっております。今回の予算編成では、特に

歳出予算において、物件費や維持補修費などが増加傾向となり、歳出全般における経費の抑制が必要

となりました。このことから、本町の厳しい財政状況をしっかりと認識し、第５次総合計画を基本に、

長期的な視点から持続可能な財政運営を基本とした上で各施策に取り組むための予算計上をしたとこ

ろであります。 

 それでは、本議案をご覧ください。 

 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算。 

 平成２８年度置戸町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４１億１，２００万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 第１表、歳入歳出予算につきましては、後程、平成２８年度置戸町一般会計歳入歳出予算事項別明

細書で説明いたします。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度 

額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 第２表、地方債補正について説明いたしますので、７ページをお開き願います。 
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 第２表 地方債。 

 過疎地域自立促進特別事業から橋梁長寿命化修繕工事までの４事業及び臨時財政対策債を加え、総

額で２億９，１５０万円の町債の発行を予定しております。事業ごとの限度額、起債の方法、利率、

償還の方法につきましては、記載のとおりです。 

 この表の一番上の段、過疎地域自立促進特別事業について説明いたしますので、別冊、水色の表紙、

平成２８年３月置戸町議会定例議会説明資料の３２ページをお開きください。 

 この表は、過疎対策事業債、ソフト事業分、対象事業一覧表でございますが、過疎計画に基づく過

疎対策事業債のソフト事業として借入を予定をしているものでございます。通学バス定期購入費補助

事業から置戸高校支援対策事業までの７事業で、７，８１０万円の発行を予定をしております。 

 本議案の方にお戻りいただきたいと思います。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１０億円 

  と定める。 

 歳入歳出予算事項別明細書の説明の前に、別冊の平成２８年度一般会計・特別会計予算に関する説

明資料の説明をいたしますので、ご用意いただきたいと思います。平成２８年度の一般会計・特別会

計予算に関する説明資料になりますが、１ページをお開きください。 

 １ページは、部局別の職員数調べ。 

 次の２ページから４ページまでは、各会計別の人件費、対前年度当初予算比較表になります。 

 ５ページをお開きください。作業員等賃金一覧で、後程、総務課長が説明をいたします。 

 ６ページ、７ページをお開きください。６ページから９ページまでは、歳入歳出の性質別内訳にな

ります。この表により本年度の予算概要を説明をいたします。 

 ６ページ、７ページは歳入ですが、歳入のうち経常的収入を、７ページは臨時的収入をまとめたも

のです。表の右側に、前年度の数値を掲載しておりますので合わせてご覧ください。６ページの上段、

経常的収入のうち、自主財源は主に徴税や使用料、手数料などで４億４，１２７万８，０００円。収

入の１０．８％になります。このうち町税は２億７，１８２万１，０００円で、構成比６．６％とな

っております。下段の依存財源ですが、普通交付税のほか、地方譲与税や国・道支出金等となります。

普通交付税は２０億円で、４８．６％の構成比となっております。７ページの臨時的収入の特別交付

税、１億８，０００万円含めますと、地方交付税で２１億８，０００万円となり、全体収入の５３％

になります。依存財源の合計は、２３億２，２５４万８，０００円で、構成比は５６．４％。計上的

収入の合計は、２７億６，３８２万１，０００円となり、構成比で６７．２％となっております。７

ページの方をご覧ください。７ページ、臨時的収入では、特別交付税のほか、国・道支出金、繰入金、

諸収入、町債などとなっております。国庫支出金は、１億２，４３３万５，０００円で、社会資本整

備総合交付金が主なものとなっております。繰入金は、４億６，８５２万円ですが、財政調整基金で

２億円。公債費の償還財源として、減債基金が２億６，０００万円。このほか、夏まつり振興基金、

図書資料整備基金の繰入れが主なものです。諸収入では、老人ホームの指定管理委託に係る老人福祉

施設運営資金貸付金などの元利収入、１億４２７万６，０００円が主なものとなっております。町債

２億９，１５０万円は、総務債から臨時財政対策債まで記載のとおりで、前年度より３，８４０万円
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の減となっております。臨時的収入の合計は、１３億４，８１７万９，０００円で、収入の３２．８％

となっております。 

 次に、８ページ、９ページをお開きください。歳出の説明になります。最初に、８ページ。経常的

経費ですが、下段の欄の、下段の計の欄、３０億４，７３３万８，０００円で、歳出全体の７４．１％

を占めており、この数値が増加するほど財政の硬直化が進むということになります。人件費のうち、

給与費は５億９，７８４万３，０００円。構成比１４．５％で、前年度比６．８％の増となっており

ます。物件費は、７億２，６０２万３，０００円。構成比１７．７％で、前年度より約３，７００万 

円増となっております。老人福祉施設管理委託料で約２，７００万円の増。除排雪業務委託料で、 

７００万円の増が主なもとのなっております。補助費等が、５億２，９０３万９，０００円で、構成

比１２．９％。公債費が５億４，４２９万６，０００円で、構成比１３．２％となっております。９

ページの方をご覧ください。臨時的経費ですが、補助事業や単独事業、貸付金等が臨時的経費となり

ますが、計の欄、１０億６，４６６万２，０００円で、支出全体の２５．９％となっております。 

 以上で、性質別の内訳の説明を終わります。 

 １０ページ、１１ページをお開きください。投資的事業の内訳になりますが、予算科目ごとに、事

業名、事業内訳、予算額や財源内訳を記載しております。 

 １２ページ、１３ページをお開きください。扶助費の内訳となりますが、前ページと同様に、予算

科目ごとに、事業名、事業内訳、予算額などを記載しております。 

 １４ページ、１５ページをご覧ください。 

○佐藤議長 会議の途中ですが申し上げます。 

 １２時になりますが、引き続き会議を開きます。 

○栗生町づくり企画課長 １４ページ、１５ページをお開きください。 

 各施設管理経費の内訳になります。各施設の管理経費は、１５ページの下の表、合計欄で申し上げ

ますけれども、一般会計・特別会計合わせて、２億９，４２７万４，０００円となっておりますけど

も、参考欄の増減のうち燃料費につきましては、単価の値下げにより減となっております。電気料に

つきましては、平成２７年度の中学校改築後の電気料と休止中のゆぅゆの電気料につきましては、概

算計上しておりましたので、実行見込額を精査し減額計上したことによるものです。また、清掃施設

管理等委託料、２，８５６万６，０００円の増額は、老人ホーム指定管理委託料の増が主な要因とな

っております。 

 次のページをお開きください。負担金補助及び交付金の内訳ですが、１６ページから３０ページま

で続きます。３０ページの合計欄で説明いたしますので、３０ページをご覧ください。負担金で６億

２，５４４万５，０００円。補助金交付金で３億３，００８万１，０００円。合計２０４件で９億５，

５５２万６，０００円となっております。事業に係る分につきましては、括弧で内訳となっており、

合計で２億６，８６１万円となります。また、廃止となりました負担金等につきましては、旧端野処

理場解体事業負担金以下５件で、１億２，７５８万８，０００円となっております。なお、新規の負

担金等につきましては、件名の最後に括弧書きで新規と記載しておりますが、オホーツク木育ネット

ワーク推進部会負担金ほか２件で、４６万２，０００円となっております。 

 ３１ページをご覧ください。各基金の運用予定調書になります。初めに、表の上段、積立基金につ
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いてですが、一般会計財政調整基金から介護給付費準備基金までの８件で、平成２７年度末の見込額

は、３４億９，１５７万３，０００円となります。平成２８年度の積立ですが、老人ホーム施設整備

基金、これは平成２２年に創設しておりますが、２，０００万円。その他寄附金などを見込み、合計

で２，０２６万７，０００円を積み立てる予定となっております。一方、２８年度の取り崩しですが、

一般会計財政調整基金で２億円。減債基金で２億６，０００万円。ふるさと銀河線跡地活用等振興基

金で５７万２，０００円。国保、介保の各特別会計への繰入れで、４，６０４万３，０００円。総額

で、５億６６１万５，０００円となり、平成２８年度末の見込額は、３０億５２２万５，０００円と

なります。表の下段、運用基金は、社会福祉振興基金から図書資料整備基金までの６件で、運用中の

資金を除く平成２７年度末の見込額は、３億７，３２８万６，０００円となります。平成２８年度の

主な取り崩しは、夏まつり振興基金ほか１件で、７００万円。寄附金の積み立てや貸付中の基金の増

額を調整し、平成２７年度末の見込額は運用分を除き、３億５，９２９万５，０００円になります。

次に、合計欄ですが、平成２７年度末の見込額は、３８億６，４８５万９，０００円。括弧内の運用

分も含めますと、記載はしておりませんけれども、４０億１，１５４万円となります。同じく合計欄

の平成２８年度末の見込額は、３３億６，４５２万円。括弧内の運用分を含めますと、３５億２，２

５５万５，０００円となります。欄外に参考として、北海道市町村備考資金組合への積立金について

記載をしております。 

 ３２ページ、３３ページをお開きください。まず、３２ページですが、この表は今年度新たに追加

したものでございます。地方消費税交付金、社会保障財源化分が充てられる経費内訳になります。平

成２６年４月、消費税が５％から８％に引き上げとなりましたが、引き上げ分の使途について、国は

今後も増加が見込まれる社会保障４経費、年金、医療、介護の社会保障給付並びに少子化に対処する

ための施策に要する経費に充てることといたしました。同時に、引き上げ分の地方消費税についてで

すけれども、消費税法に規定された経費、その他社会保障施策として、社会福祉、社会保険及び保健

衛生に関する施策に充てるものとする旨、地方税法に明記されました。これを受けまして、平成２６

年１月２４日付けで総務省通知により、予算書や決算書の説明資料等に明示するよう依頼がございま

したので、平成２８年度予算説明資料から添付をしたものでございます。内容につきましては、後程

ご覧いただきたいと思います。 

 ３３ページ以降の説明資料につきましては、それぞれ議案の説明に合わせて担当課長から説明をい

たします。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後１時１０分から再開します。 

                          

休憩 １２時０８分 

再開 １３時１０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。議案の説明を続けます。 

〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算。 

 町づくり企画課長。 
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○栗生町づくり企画課長 それでは、一般会計の予算の内容について説明をいたしますので、平成２８ 

年度置戸町一般会計・特別会計予算書の３５ページ、３６ページをお開きください。 

（以下、関係課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後２時５０分から再開します。 

                          

休憩 １４時３０分 

再開 １４時５０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。議案の説明を続けます。 

〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、８９ページ、９０ページ。 

歳出。３款民生費、１項社会福祉費。緊急通報システム事業に要する経費から。 

 地域福祉センター所長。 

 （以下、関係課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会にしたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、本日はこれで延会することに決定しました。 

                                   

    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会とします。 

延会 １５時５８分 
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平成２８年第２回置戸町議会定例会（第２号） 

 

平成２８年３月１０日（木曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

  日程第 ３ 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ８ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ９ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第１０ 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  日程第１１ 議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  日程第１２ 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１３ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１４ 報告第 １号 専決処分の報告について 

  日程第１５ 報告第 ２号 定期監査の結果報告について 

  日程第１６ 報告第 ３号 例月出納検査の結果報告について 

    

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

  日程第 ３ 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

    

○出席議員（１０名） 

１番  前 田   篤 議員     ２番  澁 谷 恒 壹 議員 

３番  髙 谷   勲 議員     ４番  佐 藤 勇 治 議員 

５番  阿 部 光 久 議員     ６番  岩 藤 孝 一 議員 

７番  小 林   満 議員     ８番  石 井 伸 二 議員 

９番  嘉 藤   均 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 
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○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  菅  野  博  敏        総務課参与  東        誠 

  町民生活課長  鈴  木  伸  哉        産業振興課長  坂  口  博  昭 

施設整備課長  大  戸  基  史        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総 務 係 長  芳  賀  真 由 美 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  図 書 館 長  深  川  正  美 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  菅  野  博  敏（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  田  中  英  規       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから本日の会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

  会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、５番 阿部光久議員及び６番  

岩藤孝一議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○田中事務局長 本日の説明員は、前日のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算から 

    ◎日程第８ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予 

                  算まで 

               ７件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算から日程第８ 議案第３８号  

平成２８年度置戸町下水道特別会計予算までの７件を一括議題とします。 

 前日に引き続き議案の説明を続けます。 

 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書。３．歳出の１１７ページ、 

１１８ページ。４款衛生費、１項保健衛生費。葬祭場等に要する経費。 

 町民生活課長。 

  （以下関係課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時４１分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 
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 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、１４５ページ、１４６ペ 

ージ。歳出。６款農林水産業費、２項林業費。負担金補助及び交付金。 

 産業振興課長。 

 （以下関係課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後１時から再開します。 

                          

休憩 １１時５９分 

再開 １３時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、１６９ページ、１７０ペ 

ージ。歳出。９款消防費。国民保護会議に要する経費から。 

 町づくり企画課長。 

 （以下関係課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後２時５０分から再開します。 

                          

休憩 １４時３１分 

再開 １４時５０分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、２３３ページ、２３４ペ 

ージ。歳出。１０款教育費、５項保健体育費。給食センター管理運営に要する経費から。 

 学校教育課長。 

 （以下関係課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、別添のとおり） 

 〈議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算。 

  町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算についてご説明い 

たします。 

 平成２８年度置戸町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５億５，８３０万円と定める。 
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 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，００ 

  ０万円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流 

  用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内でこれらの経 

   費の各項の間の流用。 

 歳入歳出予算につきましては、別冊の事項別明細書でご説明しますが、予算を説明する前に予算の

概要等について、別冊の予算に関する説明資料でご説明いたしますので、資料の４７ページ。平成２

８年度国民健康保険特別会計予算をお開きください。白い表紙の資料となります。 

 はじめに、国民健康保険制度の改正内容等についてご説明いたします。 

 １点目は、国民健康保険税賦課限度額の引き上げです。医療分が現行の５２万円から５４万円に、

後期高齢者支援金等分が１７万円から１９万円にそれぞれ引き上げとなり、介護納付金分は現行と同

じ１６万円となることから、賦課限度額の合計は、現行の８５万円から４万円増の８９万円となりま

す。 

 ２点目は、５割、２割軽減の判定基準の見直しが行われ、４月１日から適用されます。適用基準の

改正内容ですが、５割軽減につきましては、被保険者数に乗ずる金額を２６万円から２６万５，００

０円に。また、２割軽減は、被保険者数に乗ずる金額を４７万円から４８万円に改めるものでござい

ます。なお、条例改正につきましては、賦課期日が７月となることから、６月定例会において提案を

し、ご審議いただきたいと考えております。 

 それでは、資料の４７ページをご覧ください。 

 歳入ですが、保険給付費等の歳出から国庫等の財源を控除した残りを国保税と財政調整基金に求め

ることとしております。国保税につきましては、世帯数・被保険者数の減少や給与所得、営業所得等

の減少が続いておりますが、農業所得の増や税率の見直しを考慮し、前年度同額の１億２，３１６万

３，０００円を計上しております。国庫支出金及び療養給付費交付金につきましては、保険給付費を

基礎に積算した金額を計上しております。また、６５歳以上７４歳までの前期高齢者に対する交付金

として、前期高齢者交付金を計上しております。道支出金につきましては、北海道調整交付金等を計

上しております。一定額を超える高額療養費に対する交付金として、共同事業交付金を計上しており

ます。一般会計繰入金につきましては、ルール分による繰入金を計上しています。４８ページをお開

きください。歳出でありますが、過去や前年度の医療費実績を勘案し、推計した保険給付費及び後期

高齢者支援金等、前期高齢者納付金等を計上したほか、介護保険第２号被保険者に係る介護納付金、

保健事業費では、特定健診等に係る経費を計上しています。予算総額は、歳入歳出それぞれ５億５，

８３０万円の計上で、前年度対比１，３８０万円の減額となります。４９ページの、平成２８年度国

民健康保険特別会計予算資料については、１．保険税から下の６．介護給付費納付金まで各年度別の

推移を記載しておりますので、後程ご参照願います。 
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以上で資料の説明を終わります。 

 事項別明細書の２６４ページ、２６５ページをお開きください。歳出から説明いたします。 

 （以下町民生活課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算事項別明細書、 

 別添のとおり） 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

  本日の会議はこれで延会したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって本日はこれで延会することに決定しました。 

                                   

    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会します。 

延会 １６時０６分 
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平成２８年第２回置戸町議会定例会（第３号） 

 

平成２８年３月１１日（金曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ３ 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第 ８ 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  日程第 ９ 議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  日程第１０ 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１１ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１２ 報告第 １号 専決処分の報告について 

  日程第１３ 報告第 ２号 定期監査の結果報告について 

  日程第１４ 報告第 ３号 例月出納検査の結果報告について 

      

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ３ 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第 ８ 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  日程第 ９ 議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  日程第１０ 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第１１ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

             

○出席議員（１０名） 
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１番  前 田   篤 議員     ２番  澁 谷 恒 壹 議員 

３番  髙 谷   勲 議員     ４番  佐 藤 勇 治 議員 

５番  阿 部 光 久 議員     ６番  岩 藤 孝 一 議員 

７番  小 林   満 議員     ８番  石 井 伸 二 議員 

９番  嘉 藤   均 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 

 

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  菅  野  博  敏        総務課参与  東        誠 

  町民生活課長  鈴  木  伸  哉        産業振興課長  坂  口  博  昭 

施設整備課長  大  戸  基  史        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総 務 係 長  芳  賀  真 由 美 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  図 書 館 長  深  川  正  美 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  菅  野  博  敏（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  田  中  英  規       議 事 係  長  尾  俊  輔 

  臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって７番 小林満議員及び８番 

石井伸二議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○田中事務局長 本日の説明員は、前日のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療 

                  特別会計予算から 

    ◎日程第 ６ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計 

                  予算まで 

                ５件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算から日程第６  

議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算までの５件を一括議題とします。 

 前日に引き続き議案の説明を続けます。 

 〈議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算〉 

○佐藤議長 まず、議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算。 

  町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算についてご説明 

いたします。 

 平成２８年度置戸町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５，１９０万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 歳入歳出予算につきましては、別冊の事項別明細書でご説明いたしますが、予算を説明する前に予

算の概要等について別冊の予算に関する説明資料でご説明いたしますので、資料の５０ページ、５１
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ページをお開きください。白の表紙の資料でございます。資料の５０ページ、５１ページ。２２．平

成２８年度後期高齢者医療特別会計予算資料をご覧ください。 

 後期高齢者医療制度に係る事業主体は、北海道後期高齢者医療広域連合で、町の業務としては、一

般窓口業務のほか、保険料の賦課事務を除く徴収事務を行っております。なお、保険料率は２年ごと

に改定されますが、本年度はその改定年度にあたり、保険料率の改定が行われます。 

 改正内容につきましては、２の保険料率をご覧ください。平成２８年度から平成２９年度における

北海道の保険料率算定の考え方ですが、制度加入者の増や保険給付の増加により歳出ベースでは増加

になっておりますが、国庫負担金や市町村負担金のほか、平成２７年度の余剰金を投入することで歳

入を確保し、保険料、収納必要額を圧縮しております。また、被保険者数が平成２８年度、平成２９

年度、２年間で５，７００人ほど増加する見込みとなっていることから、一人当たりの保険料が下が

る結果となりました。２．保険料率区分の欄、均等割額をご覧ください。現行５万１，４７２円に対

し、平成２８年度、２９年度は、４万９，８０９円。差し引き、マイナス１，６６３円。率にして、

マイナス３．２３％となっております。その下の、所得割額、所得割率ですが、現行１０．５２％に

対し、１０．５１％。差し引きで、０．０１ポイント減となっております。賦課限度額については、

変更ございません。一人当たりの保険料、軽減後平均ですが、現行の６万５，７１６円に対し６万３，

３８３円で、２，３３３円の減。率にして、３．５５％の減となっております。その下の表、年間保

険料額の例ですが、年金収入８０万円の方では、年額２００円減の４，９００円。中程の年金収入、

１９４万円の方では、９００円減の４万６，４００円。一番下の年金収入、２１６万円の方では、年

額１万１，１７００円減の１０万６，０００円となります。なお、平成２８年度につきましては、均

等割５割軽減と均等割２割軽減の軽減判定所得の拡充が行われる予定となっております。１．保険料。

（現年分）の表をご覧ください。平成２８年度の被保険者数は、７６１人を見込んでおります。保険

料の調定額は、２，９４９万１，０００円。一人当たりの調定額を、３万８，７５３円と推計し、収

入率は１００％の予算措置となります。次に、５１ページ。平成２８年度後期高齢者医療特別会計概

要。右の欄、点線枠内の後期高齢者医療特別会計をご覧ください。本会計は、保険料の徴収や被保険

者証の交付事務等の窓口業務に係る経費を計上しております。左の欄、歳入ですが、一般会計より繰

入は、①低所得者の保険料軽減分を補填する保険基盤安定繰入金、１，９５４万３，０００円。②広

域連合事務費として、１９３万３，０００円。③市町村の事務費として、９１万９，０００円。計２，

２３９万５，０００円となります。⑥保険料は、２，９５０万１，０００円。⑦諸収入、４，０００

円で、歳入の合計は、５，１９０万円となります。このうち、①保険基盤安定繰入金、②広域連合事

務費、⑥保険料の３つにつきましては、全額右の欄、歳出の広域連合納付金として支出となり、市町

村事務費諸収入等については、保険料の徴収や被保険者証の交付事務等の窓口業務に要する事務的経

費に充てられます。次に、歳出ですが、高域連合納付金として、５，０９７万７，０００円。総務管

理費、５８万５，０００円。徴収費は、保険料の徴収に伴う事務的経費として、２３万７，０００円。

予備費等で、１０万１，０００円。歳出合計は、歳入と同額の５，１９０万円となります。 

以上で資料の説明を終わります。 

 事項別明細書の２９０ページ、２９１ページをお開きください。 

 （以下町民生活課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算事項別明細
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書、別添のとおり） 

〈議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算。 

  地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第３５号について説明をいたします。 

  平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算。 

  平成２８年度置戸町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億４，３４０万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、３，００ 

  ０万円と定める。 

 （歳出予算の流用） 

 第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により、歳出予算の各項の経費の金額を流 

  用することができる場合は、次のとおりと定める。 

 （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足分を生じた場合における同一款内でこれらの 

   経費の各項の間の流用。 

 第１条の歳入歳出予算につきましては、平成２８年度介護保険事業特別会計歳入歳出予算事項別明

細書で説明いたしますので、３０５ページ、３０６ページをお開き下さい。歳出から説明をいたしま

す。 

（以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算事項別

明細書、別添のとおり） 

〈議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算。 

  地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第３６号について説明をいたします。 

  平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算。 

  平成２８年度置戸町の介護サービス事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，８２０万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 （一時借入金） 

 第２条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００万 

  円と定める。 

 第１条の歳入歳出予算につきましては、平成２８年度介護サービス事業特別会計歳入歳出予算事項

別明細書で説明いたしますので、３３３ページ、３３４ページをお開き下さい。歳出から説明をいた
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します。 

（以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算事

項別明細書、別添のとおり） 

〈議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算。 

  施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算についてご説明いたし 

ます。 

 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算。 

 平成２８年度置戸町の簡易水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億９，２５０万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 第１条の歳入歳出予算につきましては、後程、別冊の平成２８年度簡易水道特別会計歳入歳出予算

事項別明細書によりご説明いたします。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度 

  額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 ３ページをお開きください。 

 第２表 地方債。起債の目的につきましては、簡易水道整備事業で、簡易水道再編推進事業に対す

る起債です。限度額は、６億９，９３０万円。起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりです。 

 本議案にお戻りください。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、９億円と定 

  める。 

 第１条の歳入歳出予算につきましては、別冊の平成２８年度簡易水道特別会計歳入歳出予算事項別

明細書によりご説明いたします。 

 それでは、事項別明細書の３４９ページ、３５０ページをお開きください。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算事項別明細書、別添

のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３９分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 
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 〈議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算事項別明細書、３５９ページ、 

３６０ページ。歳出。３款公債費。町債償還元金。 

 施設整備課長。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算事項別明細書、別添

のとおり） 

〈議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 次に、議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算。 

  施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算についてご説明いたしま 

す。 

 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算。 

 平成２８年度置戸町の下水道特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算） 

 第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２億１，９７０万円と定める。 

 ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予算」による。 

 第１条の歳入歳出予算につきましては、後程、別冊の平成２８年度下水道特別会計歳入歳出予算事

項別明細書によりご説明いたします。 

 （地方債） 

 第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度 

  額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

 ３ページをお開きください。 

 第２表 地方債。起債の目的につきましては、農業集落排水事業で、境野浄化センター改築事業に

対する起債、１，７３０万円で、起債の方法、利率、償還の方法は、記載のとおりです。 

 本議案にお戻りください。 

 （一時借入金） 

 第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れ最高額は、３，０００ 

  万円とする。 

 次に、第１条の歳入歳出予算についてご説明申し上げます。事項別明細書、３７６ページ、３７７

ページをお開きください。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２８年度置戸町下水道特別会計予算事項別明細書、別添の

とおり） 

○佐藤議長 これで、議案第３４号から議案第３８号までの提案理由の説明を終わります。 
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    ◎日程第 ７ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予 

                  算（第８号）から 

    ◎日程第１１ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計 

                  補正予算（第３号）まで 

               ５件 一括議題     

○佐藤議長 日程第７ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）から日程第 

１１ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの５件を一括議題

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○井上町長 ただいま議題となりました議案第１１号は、平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８ 

号）でございます。また、議案第１５号につきましては、平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予

算（第３号）であります。この間のそれぞれの議案の説明につきましては、町づくり企画課長はじめ

所管の課長より議案の説明について申し上げます。 

〈議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）〉 

○佐藤議長 まず、議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）。 

  町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 議案第１１号について説明いたします。 

 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）。 

 平成２７年度置戸町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，３２０万円を追加し、歳入歳出予算の総額を 

 歳入歳出それぞれ４６億４，５１３万３，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

  第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第３条 地方債の追加及び変更は、「第３表 地方債補正」による。 

 第１表の歳入歳出予算補正につきましては、後程、別冊の平成２７年度置戸町一般会計補正予算事

項別明細書（第８号）で説明をいたします。 

 第２表の繰越明許費補正及び第３表の地方債補正について説明いたしますので、議案の５ページ、

６ページをお開きください。 

 初めに、５ページ上段の第２表 繰越明許費補正の説明をいたします。今回の繰越明許費の補正は、

本年１月に成立いたしました国の平成２７年度補正予算に関連して、歳出予算に追加計上いたしまし

た事業のうち、年度内の実施が不能として繰越明許費の補正を行うものです。２款総務費の情報セキ
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ュリティ強化対策事業から、６款農林水産業費の草地畜産基盤整備事業までの４事業で、繰越予定の

金額は表に記載のとおりです。 

 次に、第３表 地方債補正について説明をいたします。下段をご覧ください。 

 初めに、地方債の追加ですが、情報セキュリティ強化対策事業で、限度額５２０万円。起債の方法、

利率、償還の方法につきましては、記載のとおりです。 

 ６ページをご覧ください。地方債の変更になります。表に記載の、道営草地整備事業から橋梁長寿

命化修繕工事までの４件について変更を行うものですが、いずれも事業費の確定や起債限度額の確定

により変更を行うものです。補正後の額につきましては、表の右側、補正後の限度額に記載のとおり

です。なお、記載の方法、利率、償還の方法につきましては、変更はありません。 

 引き続き、平成２７年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第８号）により説明いたしますの

で、事項別明細書の５８ページをご覧ください。 

 繰越明許費に関する調書になります。先程、本議案で説明させて頂きました、情報セキュリティ強

化対策事業以下４事業について、科目のほか、事業名、金額、財源内訳を記載しております。繰越理

由は、いずれも年度内事業実施が不能となっております。 

 次に、５９ページをご覧ください。 

 地方債の前前年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見込みに関す

る調書になりますが、当該年度中増減見込みの起債見込額欄をご覧ください。３、その他、（２）過疎

対策事業債の欄は、今回の補正に係る変更のほか、借入種別の変更により、合わせて３，３４０万円

減額し、１億８，８１０万円。同じく、（１０）緊急防災・減災事業債の欄は、過疎債からの振替分と

して、１４０万円追加しております。下段の合計欄ですが、３，２００万円減額し、本年度の起債見

込額は、３億７，６６１万９，０００円となります。表の欄外、米印で記載しておりますが、先程、

地方債の補正で、情報セキュリティ強化対策事業、５２０万円の限度額を追加いたしましたが、平成

２８年度に繰越して実施する予定であることから、本年度の起債見込額欄には含まれておりません。 

次に、元金償還見込額欄をご覧ください。既に、借入を行っている起債のうち、主に特別債の一部で

利率の見直しが行われ、借入利率が引き下げられたことから、償還額のうち元金分が増額となりまし

たので変更しております。合計欄ですが、６６万４，０００円増額し、本年度の元金償還見込額は、

４億９，４４５万４，０００円となります。一番右側の列の合計欄ですが、平成２７年度末の残高見

込額は、４６億５，９２４万９，０００円となります。 

 以上で、第２表 繰越明許費補正及び第３表 地方債補正の説明を終わります。 

 次に、第１表 歳入歳出予算補正について説明いたしますので、事項別明細書の１４ページ、１５

ページをお開きください。 

（以下町づくり企画課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第８

号）、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。午後１時から再開します。 

 

 

 



 39

                          

休憩 １１時５８分 

再開 １３時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前引き続きに会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）〉 

○佐藤議長 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書、２６ページ、２７ペ 

ージ。歳出。３款民生費、１項社会福祉費。介護予防・地域支え合い事業に要する経費。 

 地域福祉センター所長。 

（以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第

８号）、別添のとおり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。２時４５分から再開します。 

                          

休憩 １４時２３分 

再開 １４時４５分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の説明を続けます。 

 〈議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）〉 

○佐藤議長 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書、５４ページ、５５ペ 

ージ。歳出。１０款教育費、５項保健体育費。スポーツ大会教室に要する経費から。 

 社会教育課長。 

（以下社会教育課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町一般会計補正予算事項別明細書（第８号）、

別添のとおり） 

〈議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。 

  町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）に 

ついてご説明いたします。 

 平成２７年度置戸町の国民健康保険特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１６２万７，０００円を追加し、歳入歳出予算の 

  総額を歳入歳出それぞれ５億７，４０５万１，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、第１表 歳入歳出予算補正について、別冊の置戸町国民健康保険特別会計補正予算事項
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別明細書（第２号）により、歳出より説明いたしますので、事項別明細書の６ページ、７ページをお

開きください。 

（以下町民生活課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算事項別明細

書（第２号）、別添のとおり） 

 〈議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

  地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議案第１３号について説明をいたします。 

 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

 平成２７年度置戸町の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，０７３万７，０００円を減額し、歳入歳出 

 予算の総額を歳入歳出それぞれ３億２，４１３万７，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

 は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、別冊の平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計

補正予算事項別明細書（第４号）により説明いたしますので、事項別明細書の８ページ、９ページ

をお開きください。歳出から説明をいたします。 

（以下地域福祉センター所長説明、記載省略。平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算

事項別明細書（第４号）、別添のとおり） 

〈議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）。 

  施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）につい 

てご説明申し上げます。 

 平成２７年度置戸町の簡易水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１，２０１万８，０００円を減額し、歳入歳出 

  予算の総額を歳入歳出それぞれ７億７，８８８万円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 ２ページをお開きください。 

 第２表 地方債補正。 

 簡易水道事業に係る起債の変更でございます。当初限度額は、５億４，８８０万円としておりまし

た。事業執行により事業費の減額に伴い、５億４，７１０万円に変更いたすものです。なお、記載の
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方法、利率、償還の方法の変更はございません。 

 続きまして、第１条の歳入歳出予算の補正につきましては、平成２７年度置戸町簡易水道特別会計

補正予算事項別明細書（第３号）でご説明いたします。 

 ６ページ、７ページをお開きください。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算事項別明細書（第

３号）、別添のとおり） 

〈議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 次に、議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）。 

  施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）について 

ご説明申し上げます。 

 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）。 

 平成２７年度置戸町の下水道特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

 第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，０２３万５，０００円を減額し、歳入歳出 

  予算の総額を歳入歳出それぞれ２億３，３２０万６，０００円とする。 

 ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額 

  は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

 第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

 ３ページをお開きください。 

 第２表 地方債補正。 

 農業集落排水事業、境野浄化センター改築更新事業に係る起債の変更でございます。当初限度額は、

４，３８０万円としておりました。事業執行による事業費の減額に伴い、２，７９０万円に変更いた

すものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法の変更はございません。 

 続きまして、第１条の歳入歳出予算の補正につきましてご説明いたします。別冊の事項別明細書、

６ページ、７ページをお開き願います。 

（以下施設整備課長説明、記載省略。平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算事項別明細書（第

３号）、別添のとおり） 

○佐藤議長 これで、議案第１１号から議案第１５号までの提案理由の説明を終わります。 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

 本日の会議はこれで延会とし、明日３月１２日は町の休日のため置戸町議会会議規則第９条第１項

の規定により議会を休会にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 異議なしと認め、本日はこれで延会とし、明日１２日は休会とすることに決定しました。 

 次の議会は、３月１３日サンデー議会を行うこととし、定刻に開会します。 

                                    

    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会とします。 

延会 １５時３９分 
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平成２８年第２回置戸町議会定例会（第４号） 

 

平成２８年３月１３日（日曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２        一般質問 

    

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２        一般質問 

    

○出席議員（１０名） 

１番  前 田   篤 議員     ２番  澁 谷 恒 壹 議員 

３番  髙 谷   勲 議員     ４番  佐 藤 勇 治 議員 
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開会 午前９時３０分 

     ◎開議宣告 

○佐藤議長 これから、本日の会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、９番 嘉藤均議員及び１番 前

田篤議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

  事務局長。 

○田中事務局長 本日の説明員は、先日のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 一般質問 

○佐藤議長 日程第２ 一般質問を行います。 

  通告の順番に発言を許します。 

  １番 前田篤議員。 

○１番 前田議員〔一般質問席〕 通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 一つ目は、民有林伐採後における植栽希望面積と実施面積の推移についてであります。 

 民有林は、所有者個人の財産ですが、町にとっても地域生活を守るかけがえのない財産であり、皆

伐後の植栽は、環境保護の意味からも大切であると思います。植栽には、植え付ける苗木と、国、道、

町による植栽事業補助金、そして植栽作業を請け負う人手が揃って植栽がなされていると思うのです

が、平成２５年１０月、季節外れの大雪被害によって、一作年度より植栽希望の面積が増加している

と思われます。そこで、平成２５年度から５年間の植栽希望の面積、植栽実施面積の推移と植栽待機

面積が増加している場合、その対策を伺います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 町長になりまして、サンデー議会がちょうど１０回目になります。その前は、ナ 

イター議会ということで夜やっていたのですが、サンデー議会になりまして１０回目ということにな

りまして、議員も最初の一般質問をお受けさせていただきたいと、このように思います。 

 最初に、民有林伐採後における植栽希望面積と実施面積の推移ということでありますが、平成２３

年度から平成２７年度までの過去５年間における植栽希望面積等の推移について申し上げたいと、こ

のように思います。植栽希望面積、希望する面積でありますが、平成２７年度では２４０ヘクタール

程ありました。平成２３年度末で１３０ヘクタールでありましたので、比較しますと１１０ヘクター
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ル増えているというような状況であります。また一方、植栽実施面積でありますけれども、２６０ヘ

クタールで毎年５０ヘクタール強ぐらいでありますが、造林しているという状況であります。この他

に、ねずみの被害だとか、あるいは雪害などで被害地造林として、この５年間で１２８ヘクタール造

林をしております。植栽待機面積でありますが、平成２７年度で１９８ヘクタールを数えておりまし

て、平成２７年度の７２ヘクタールと比較しますと、１２５ヘクタール増加している、植栽を待機し

ているという面積が１２５ヘクタール増加しているというような状況でありました。 

 そこで、議員の方から、平成２５年１０月の雪害による植栽希望面積が増加しているのではないか

というようなご意見でありますが、被害地造林につきましては、優先的に実施しているわけでありま

すが、平成２６年、２７年の２年間で１９ヘクタール植林を終えているというふうに聞いております。

植林希望面積の増加要因というのは、今申し上げました、雪害などの被害による伐採の影響もござい

ますけれども、大きな要因としては、人工林の多くが伐期を迎えているということがあると思います。 

 町内の民有林の伐採面積でありますが、平成２５年度の２２７ヘクタールを最大値として、この５

年間で７３５ヘクタールということになっております。伐採の面積であります。以上のデータにつき

ましては、新生紀森林組合の方から資料提供いただいているわけでありますが、そこでこれらに対す

る対応でありますけれども、植林を進めるにあたっては、苗木、それから補助金の問題、加えて人手

の問題、この３つの要件が必要であるというふうに思っております。どれか一つ欠けても進まないと

いうことは、ご承知のとおりであります。全道的にこの苗木不足ということがずっと言われてきたわ

けでありますけれども、最近はこの苗木不足ということが解消されつつあるというふうに聞いており

ます。 

 次に、２つ目の補助金の関係でありますけれども、平成２８年度、新年度でありますけれども、国

の森林整備事業の予算につきましては、前年対比、２７年度に対比しまして１００％の１，２５５億

円ということになっておりまして、補助金がこれまで以上に多く配分されるということは、なかなか

難しいんじゃないかなという状況だというふうに申し上げていいかと思います。 

 それから、３点目の要件であります、人手の問題でありますけれども、林業界、それから林業労働

者の高齢化、加えまして担い手の不足という大きな課題を抱えているわけであります。この課題を解

決するために、本年度、置戸地区林協傘下の事業所、それから森林組合も加わっていただきまして、

林業労働者の担い手対策となるような制度創設を考えたいということを申し上げておきました。 

 なかなか協議が進まないというのは前段いろいろ申し上げてきましたけれども、当然といえば当然

のことだと思います。しかし、何とか新しい制度を町の独自の制度としてつくっていきたいなという

ふうに思っておりまして、この協議についても最終段階を迎えているのかなというふうに思いますけ

れども、何とか２８年度、新年度ではこの制度の創設に向けて協議を進めていきたいと、このように

思っております。 

 北海道内における状況でありますけれども、伐採跡地面積は１１，８００ヘクタール程あるようで

あります。全国の伐採跡地の約８割が１１，８００ヘクタールでありますが、８割が北海道に集中し

ているという状況であります。この植林待機面積の増加ということは、今申し上げましたように本町

だけの問題ではありませんでして、北海道を初めとして関係団体とも連携しながら植林の待機面積を

少しでも解消していくべき努力を今後とも尽くしていきたいと、このように思っております。また、



 47

林業基幹産業としている本町でありますので、この森林の重要性、また町にとっても大きな財産であ

りますので、加えまして森林が持つ広域性というものを十分認識しながら植林について今後とも支援

していきたいと、そのように考えております。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 前田議員〔一般質問席〕 答弁ありがとうございます。まず、私の方から申し上げました３つ 

の懸念のうち、苗木の不足というのは、近年問題になっているということは町長触れていただきまし

た。私も仕事の関係でそういう話も聞いておりましたし、調べてみますと一番近いところでは、訓子

府北栄にからまつ採種園があります。それから、有名なところでは旭川市雨紛に大規模なものがある

というふうに聞いております。私も不勉強で分かりませんが、勝山に新たな採種園が平成２６年度よ

り準備がなされているということも聞いたりしました。その辺私も大変期待しているところでありま

す。 

 それから、２つ目の予算のことでありますけれども、国の予算と道の予算がありまして、町の予算

と３つが揃って初めて植え付けられるものでありまして、町の民有林に対する予算が、昨年予算１，

４５２万円。平成２８年度予算も同額の１，４５２万円という金額だというふうに確認をしてまいり

ました。町長は、北海道造林協会の副会長もなされていらっしゃいます。置戸のような今回の特殊な

季節外れの雪害による事故的な要素のある突発的な事態に関しては、何とかそういうところの回復と

いいますか、新たな造林の重きを置く部分の、置戸に重きを置いて植え付けられるような何か仕組み

でもできないものかなというふうに考えているところであります。 

 最後の、森林作業の担い手の話でありますけれども、ぜひともその辺も大変人手不足というふうに

聞いておりますので、森林作業担い手の事業を創設するにあたりまして我々も期待していきたいとこ

ろだというふうに思います。町内外において天然更新の名目で植栽されていない林地が増えておりま

す。その中で、美幌町では、ある一定の条件のもと、森林所有者の負担がゼロの事業が組まれたりし

ております。また、手元にございますけども、北見市では、これもある一定の条件のもと、所有者の

自己負担のない植栽事業があったりしております。一つの方法かと思いますし、この辺について町長

どのようにお考えか意見を伺いたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 今の状況というのは、議員も私も共通の認識があるというふうに思います。そこ 

で、美幌町、北見市における負担ゼロというような照会もありました。詳しい中身は私も分かりませ

んけども、確かにピンポイント的に政策というのを捕らえていけば、もちろん民有林の所有者の人に

すれば、負担が限りなくゼロに近いことにこしたことないわけです。ただ置戸のように、町有林含め

ましてかなりの面積を植林含めてですけれども、間伐、あるいはそうしたことも含めてでありますけ

ども、やはり総合的な林業政策というかこれを見ないと、なかなか負担ゼロというようなことについ

ては、積極的に申し上げるというふうにはちょっと言い切れないというふうに思っております。ただ

一例として、議員もご承知のことと思いますのでお話する必要性はないのかもしれませんけれども、

例えば、民有林の振興事業、国の制度としては、未来につなぐ森づくり推進事業ということになりま

すけれども、森林組合との関係といいましょうか、森林組合の方に委託するというような条件も一定

程度ありますけれども、そういう条件をクリアした時には、最終的には個人の負担というのは、６％
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ということになっています。国や北海道の補助金がありますのと、町の方でも１０％上乗せして出し

ています。町が１０％出しているので北海道の方としては、それを一つの条件にして、さらに北海道

として１６％上乗せしているというような内容のものが事業にはあります。 

 結果としては、所有者の人たちは６％の負担です。６％の負担が森林所有者としてどういうふうに

見るかだと思います。私は山持っていませんから、６％の負担で一定程度の山を持てるんだとすれば、

これはこれとして理解をしていただけないものかなというふうにも思います。しかし、先程申し上げ

ましたように、公共財としても非常に大きな意味合いがあるんだと。それから、森林の持っている重

要な役割というようなものを考えていった時に、この役割の大きさというのは一方ではあるんだけど、

もう一方ではなかなかそれが財産として評価されないというのか、お父さんの代から息子さんの代に

バトンタッチする時に、なかなか喜んで受け取ってもらえないというのも現実の問題としてあると。

これは非常に悩ましい問題だと思います。しかし、先程申し上げましたように、３つの要件というも

のがきちっと確立していくということが重要なんだろうというふうに思います。３つのうち、どれも

重要なことでありますけれども、この担い手という部分については、これ未来永劫続いていく課題で

もありますので、先程も申し上げましたように、何とか国の制度と合わせ技みたいなことになります

けども、町の独自の制度として作り上げていきたいなと。それが置戸の結果としては、置戸の林業の

振興発展に繋がっていくんじゃないかなと、そんなふうに思っています。美幌だとか北見でのそうし

た問題についても、なお少し見せていただいて検討を加えたいと思っています。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 前田議員〔一般質問席〕 美幌町と北見市を例にとりまして、費用のかからない植栽事業の話 

をさせていただきましたが、他の町、具体的にということはあれですけれども、３％ぐらいの費用で

条件なしに植え付けられるのは、かなりの町があるのかなというふうに思います。町長おっしゃると

おり、本人の財産であるのだから６％ぐらいの自己負担で植えられることもそれでもいいのではない

かという考えも確かにあろうかと思いますけども、やはり未植栽の天然更新林が段々増えていく中で、

他の町の動きがそういう形になっているのかなということを鑑みますと、これも一つの考え方なのか

なと思います。待機面積が１２５ヘクタールという話が先程ございまして、１年間の植え付けられて

いかれている平均面積が５０ヘクタール強ということに今なっている現状では、丸２年植えても届か

ない、また新たな面積が皆伐されるということになるものですから、ぜひともその辺何とかもう少し

面積が増える、予算でいえば、もう少し１，４５２万円から予算が積み上がって面積が増えられるよ

うな努力をぜひとも期待したいというふうに思います。 

 次の質問に移ります。２つ目の質問でございますが、災害発生時における避難行動要支援者の情報

の共有についてということで伺います。今年の１月２０日の１メートルを超えました大雪では、避難

行動要支援者に対しまして電話で安否の確認がなされまして、必要に応じて除雪ですとか、ＦＦスト

ーブの排気口の確認等、役場の方で対応していただいたというふうに聞いております。置戸の地域防

災計画第４章の第７節では、避難行動要支援者名簿の作成、更新等、避難要支援等関係者への事前の

名簿情報提供が書かれております。しかし、個人情報保護法により、避難支援等関係者といえども避

難行動要支援者の情報は共有されていないのだと認識をしております。万が一、洪水等によりまして

避難支持が発令された場合に、消防団、警察、自治会、避難場所となる公民館の管理責任者への避難
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行動要支援者名簿の伝達をどのようになされるのか、考えでおられるのか伺いたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 災害発生時における避難行動要支援者の情報共有についてでありますが、置戸町 

地域防災計画、今ご紹介ありましたけれども、この防災計画におきまして、災害発生時における避難

行動要支援者への安全確保について定めているわけであります。 

 初めに、避難行動要支援者の名簿でありますが、要介護認定者、それから障がいを持っておられる

方など、平成２７年の３月時点でありますが、１６４名の方を登録しております。この名簿は、住所

異動あるいは介護認定の状況など情報を定期的に把握して、毎年度更新を行うということになってお

ります。この名簿の取り扱いでありますが、災害発生時には避難行動要支援者を災害から守るために、

消防あるいは警察、自治会などの避難支援者と関係者と言っているわけでありますが、この方々に対

して名簿を提供することは、法的には可能であるということであります。ただ、平常時においては本

人から同意を得られた場合には提供できると。しかし、あくまでも本人の同意が必要ですよというこ

とであります。ただし、提供する場合であっても、当然のことでありますけれども、情報漏えいの防

止等、この情報管理に関して必要な措置を講ずるということになっております。 

 ご質問のありました洪水等、避難指示の際には速やかに、消防、警察あるいは自治会などの避難支

援者等関係者の皆さんに対しまして避難行動要支援者名簿の提供を行って避難行動に対する支援ある

いはご協力をお願いするというものであります。同じような言葉が出てきて分かりにくかったかもし

れませんけれども、消防だとか警察あるいは自治会の方々に名簿を提供して避難行動に対して色々と

ご協力をお願いしますと、こういうものであります。また、平常時から情報を共有することで災害発

生時に、より迅速な対応が可能ということになりますので、今後、名簿登載者の方のご理解をいただ

きながら、避難行動要支援者名簿の実効性のあるといいましょうか、活用というものを共に適正な管

理のもとで進めていければなと、そんなふうに考えております。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 前田議員〔一般質問席〕 ご答弁いただきましたように、情報の漏えいが一つの大きなリスク 

になろうかなというふうに思います。しかしながら、同時に情報が共有されていて、万が一の時に動

ける態勢を作らねばならないでしょうし、そういう避難要支援者の避難の名簿があること自体によっ

て、自治会の役員さんだとか消防、避難場所の管理者とかが、より現実的に避難の方法論を講じてい

くきっかけになると申しますか、それがやはり今、手元になくて何か雲をつかむように訓練をやらね

ばならない、水害の時どうしようというのが、何か一つに動きづらい部分になってやしないかなとい

うふうに日頃から感じているところでございました。 

 一昨日、東日本大震災の５年になりまして、この議場で一緒に黙祷させていただきましたけれども、

数日間、前後しましてテレビで当日のＶＴＲが流れております。やはり顧みます度に、もっと事前に

訓練をして、そういう地域の仲間、繋がりの部分を高めていれば、もっと被害は少なくできはしなか

ったかなということも感じたりするところであります。東日本大震災を踏まえまして、新たに自助共

助、公助という考え方もできまして、自ら助かる、それから近所で助け合いをする、そして消防団員

等の公の者が助けるという３つが組み合わさって、より安全な地域をつくっていけるのかなというふ

うに思っておりますので、その辺も含めましてもう一度、町長に何か考えがありましたらお願いいた
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します。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 情報の共有ということは、極めて重要だと思います。しかし、人それぞれ、個人 

情報、特に個人情報というものについて言えば、それぞれの認識、あるいは考え方の違いが当然ある

と思います。しかし、私共、行政を預かる立場としては、これはもう結果責任です。ですから、特に

こうした問題については、私はそういう認識に立っていますけれども、しかし前提になるのは、情報

の共有、もちろん極めて重要なことですけれども、やはり日常的な町民と行政との信頼関係あるいは

町内においては、コミュニティの度合いといいましょうか、この関係がどうなっているのかというこ

とが極めて重要なんだろうと思います。お互いが信頼関係が高まっていけばいくほど、情報の共有化

も進んでいくんだろうと思います。当然、何か災害が発生した時に、その先頭に立たなければならな

いのは私共でありますし、それを一緒になって応援して頂くのが消防団の人達だとか、警察の方だと

か、そして自治会の役員の方だとか、そういう人達だと思います。ですから、そうした意味では、ち

ょっとくどい言い方ですけれども、やはり日常的なコミュニティというものをきちっと確立していく、

高めていく、そのことが結果としては安全安心の町といいましょうか、日常生活における大きなもの

として出てくるんだろうと、私はそのように思ってます。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 前田議員〔一般質問席〕 お話いただいた趣旨はよく分かるつもりでおります。地域の自主的 

な意思で防災に向けた地域防災が立ち上がって、お互いに声を掛け合って、それでそういう形が一番

理想であるということでありましょう。ただ、ほぼそれで網羅されたとしても誰かを忘れているって

いうことの危険性とかもある。それが９９人が無事避難し終えて、１人が忘れられて取り残されてだ

とか、そういう可能性もあるかもしれませんし、名簿があるということ自体は、私はやっぱり配付さ

れているっていうことは必要なのではないのかなと思います。開封しなくても届けられているという

ことに意義があるという考え方もないでしょうか。例えば、水害で離れた地域に、離れた自治会に、

離れた消防組織にそういう名簿を届けられないような、その位の災害と考えられた時に、封を切らず

に閉まっておいて、いざというとき開封してその名簿を使う。何もなければ未開封のまま次年度の封

印された名簿と入れ替える、そういう個人情報の保護と名簿の配付との両方成立するような折衷案と

いうものも考えられないかなとも思いますので、ひとつ検討いただきまして、常に誰を確認している

っていう必要性はないのかもしれません。ただ、いざという時にすぐ手元で分かるものがあるってい

うことが大切かと思いますので、検討いただきたいというふうに思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 個人情報が公になるということについて言えば、やはり私共はそうした問題につ 

いて、いつも謙虚であらなければならないと私は思っています。前田議員、先程申し上げている、大

きな役割を担っている、しかも地域的にはその先頭に立っているという立場もありますからおっしゃ

ることはよく分かります。よく分かりますけれども、それじゃあその開示をする責任を消防の分団長

に与えてしまっていいのかという問題も、また別な議論としてあると思います。先程、実効性のある

というふうに申し上げましたけれども、まさにその事だと思っています。私共は情報が開示されなく

ても、その人はやっぱり、いざ災害の時には助けに行かなければならないという立場にあるというこ
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とだと思います。それをより確度の高い形で救出できるには、情報というものがどういうふうにある

ことが望ましいのかと、そういうことに繋がっていくんですが、冒頭申し上げましたように、非常に

難しいところがこの問題にはあると思います。しかし、私共３，１００人の町民の生命財産を預かっ

ているわけでありますから、その人達が日常どういう状況にあるのかということも含めて承知してお

く必要があるというふうに思いますし、そのことは同時に、その周辺の隣近所の人達といいましょう

か、こういう人達においても、そうした心配りといいましょうか、そんなことも必要なんだろうなと。

特にこれだけ高齢化社会を迎えている状況を考えますと、その重要性は、ますます高まっていくんだ

ろうというふうに思います。いずれにいたしましても、関係団体一緒になってそうしたことを認識し

ながら、より安全性を高めていく、そうした町づくりをしていかなければならないということで今後

とも考えていきたいと、このように思います。 

○佐藤議長 １番。 

○１番 前田議員〔一般質問席〕 今直ぐの答えは出なくても、将来的に地域住民の皆さんの安全をい

か 

に守っていくかという目的で考えた時に、どうやっていけばいいのかというのを日頃の中から考え、

また提案をさせていける問題があればさせていきたい、させて頂きたいというふうに思っております

ので、機会がありましたら発言させていただきます。以上で質問を終わります。ありがとうございま

した。 

○佐藤議長 ６番 岩藤孝一議員。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 それでは、通告に従いまして質問させていただきます。 

 仮称木道プロムナード、この整備の実施についてということでお伺いいたしますが、昨年６月、定

例議会においても一般質問いたしました。その年の３月にも質問したと記憶しております。過去数回

にわたって、この木道プロムナードのことについては、町長に質問して、順次完成に向けて色々と進

めてきたというふうに思っています。また、平成２７年度では、実施計画の予算６００万円ほど組み

まして、６月に聞いた手順ですと、進めていくんであろうというふうに思っておりましたけれども、

今回、６００万円は執行せずに補正を組んだというような形になりました。それを受けて６月定例議

会の時の答弁としては、一定程度の時間をかけながらも町民との意見交換をして、コンセンサスを得

て実施に向けて進めていきたいというような答弁をもらったと思っております。 

 それで、改めて今回、補正を組んで６００万円程、残したという形になったわけですけれども、今

後どのような方法で進めていくのか。また、どういうような町民との意思の疎通、コンセンサスを得

るためにどんな方法を取っていくのかを含めて、どのように進めていくか、また目指す完成年度はい

つなのかも合わせてお伺いいたします。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 まだ、仮称ということでありますけれども、木道プロムナード整備の実施につい 

てでありますが、置戸市街地の中心部のふるさと銀河線の跡地につきましては、ご承知のように、こ

れまで全体構想について町民の皆さんからいろんなご意見をいただきながらイベント広場の整備だと

か、あるいは町営住宅のまちなか団地というのも整備してきたわけであります。この木道プロムナー

ドにつきましても、市街地中心部の一体化あるいは鉄路の保存と活用というだけでなくて、森林工芸
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館ゾーンの繋ぐエリアの整備ということに位置付けしまして、基本設計あるいは試験施工などを行っ

てきたわけであります。また、今後のオケクラフトの新たな展開あるいは秋岡資料、それから郷土資

料、こうした資料の保存あるいは活用というものについて、その方法等も視野に入れながら２７年度

木道プロムナードの実施設計費を予算化したところであります。 

 議員から６月定例議会でご質問いただいた際に、町民との意見交換等も少し時間を要するというこ

とも申し上げさせていただきました。その上で判断をしたいというふうに申し上げておりましたが、

内部協議も含めてでありますが、最終判断には至っておりませんでして、少し延びて、結果としては

延びてきたわけであります。従いまして、本定例会において、実施設計費については減額をさせてい

ただいたところであります。 

 そこで、今後の進め方でありますけれども、試験施工のアンケート調査でいただいたご意見、随分

いろんな意見をいただきました。それから、試験施工をやった再生木材についてのご意見もいただき

ました。どうせやるんだったら、置戸の素材といいましょうか、木材そのものを使ったらいいんじゃ

ないかというような意見もありましたし、ご意見は様々なご意見いただいております。また、議員の

皆さんにもそうしたアンケートの事についてもお話を申し上げながら、議員の皆さんからもいろんな

ご意見もいただきました。森林工芸館のゾーンとしての整備、これらと木道プロムナードを一体的に

進めたらいいんじゃないかというようなご意見もいただきました。当然ながら、私共としてもその一

体的な整備というこうとは当然のことだというふうに思います。あそこには、ご承知のように中央公

民館、それから図書館、スポーツセンター、こうした公共施設が並んでいる、あるいは集約されてい

るゾーンでもありますので、これらとの一体的な整備をしていかなければならない、あるいは念頭に

置いた整備を進めていくことが必要であろうということは当然のことでありまして、今まで多くの町

民の方々からいただいた意見も含めてでありますけれども、そろそろ決めていかなければならないと

いうふうに思っております。 

 森林工芸館の周辺整備につきまして、一体的なというお話がありますけれども、この森林工芸館の

こともそうですけれども、周辺整備については総合計画の後期計画で平成３０年度、３１年度、この

２ヵ年を予定しております。従いまして、これらの周辺整備と合わせまして、木道プロムナードの整

備方法等含めてでありますけれども、考えていかなければならないというふうに思ってまして、新年

度、平成２８年度で、この整備方法等についても明らかにしていきたいというふうに考えております。

完成年度はいつかということでありますが、試験施工や地元の木材使用といった点も合わせて検討を

加えまして、２９年度に完成を目指したいと、そのように考えております。 

○佐藤議長 ６番。  

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕町長の方から平成２９年度を完成ということで目指したいということ 

が答弁としてあったというふうに思います。それに向けては住民との懇談ですとか、町内の方のご意

見をその中にいろいろと取り込んで進めていくというようなことだとは思いますけれども、平成２９

年度完成ということになると、平成２８年度に実施設計をしなければならないのかなというように思

いますが、新年度予算は、６００万円実施設計費、昨年度の額ですけれども、それは盛り込んでない

わけですけれども、その辺り町長、時系列的にいうと、町長改選期ということもありますので、それ

を終えてから正式な予算を組んだ時にというお考えなのか、その辺りも含めて答弁いただきたいと思
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います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 お話がありましたように、改選期に当たっておりますので、当然ながら改選が終 

わった後に、６月の定例あるいは９月の定例、そのような時期になってくるだろうと、このように思

います。 

○佐藤議長 ６番。  

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 改選期ということで、正式に新任期になってからのということだと 

思いますけれども、ただ今回、議案第３１号の過疎計の計画で出されていますけれども、その表の中

には２８年度の計画の中で、実施設計費ということで６００万円、数字上がっているんですよね。そ

んなことを考えますと、改選期だからといって当初予算に上げないというのも別に問題じゃないのか

なと。上げても良かったのではないかなというふうにも思います。別段、木道プロムナードのことに

ついては新規事業ではありませんし、銀河線廃止になってからずっと続いてきている問題ですので、

速やかにというか、去年１年間、ある意味時間をかけて住民の意見を盛り込んでというようなことで

時間をかけたわけですから、２８年度、当初から僕は進めていくべきではないかなというふうに思う

わけであります。 

 そこで、去年１年間、一冬４ヵ月ばかりですか、試験施工を行ってアンケートを基にしてというこ

とで、１年間基本的に先延ばしになったというような形だと思いますけれども、今年の冬の状況とい

うのは担当課としては、試験施工した木質プラスチックの部分、その状況というものは確認されてい

るんでしょうか。状況ですね。６月の時に言ったと思いますけれども、路盤の上下ですとか、その辺

のことは出ているんですが、木質プラスチック自体の縮みですとかそういうものというのは、数字的

には表されなかったと思っています。せっかくという言い方はちょっと変ですけれども、１年間計画

を伸ばしたことによって、さらに１年間試験施工の科学的データを取ることが可能だったというふう

に思います。それで、その辺りのこと、多少なりともあったのかどうなのか、ちょっとお伺いしたい

と思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 率直に申し上げまして、通常の生の木といいましょうか、板材で整備することが 

どうなのかという中での再生木材の方が期間的には少し長く持つんじゃないのかと、そのようなこと

で試験させてもらいました。これは、条件は違いますけれども、札幌の伏古でしたっけ、そちらの方

の公園で随分使っておりまして、そちらのデータとしてはあるんですが、置戸でやった部分での数値

的なっていうか色んな強度のこと、それから親水性の問題だとか、このような問題についてはかなり

の費用が必要だというようなことがあって、そんなこともあってなんですが、まだ具体的に数値とし

てデータ集積はしていないという状況であります。この問題は、１年というものではなくて、随分時

間かけました。結果としてはかかりすぎたというふうに言っていいと思うんですが、率直に言って、

どういう材、整備の方法といいましょうか、どういうようなものを使って整備をするのかということ

が最大のポイントというか悩みでありました。しかし、再生木材というのも一つの方法ということで

検討しましたけれども、これからどちらがいいかなというふうに検討したいと思っていますが、私と

しては、置戸の町の歴史といいましょうか、これから木材というものについていろいろ考えていった
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時に、再生木材の方が期間としては長く持つのかもしれませんが、置戸の材を使って整備をしていく

ということについて、さらに検討を加えたいなというふうに思っているところであります。しかし、

この周辺の線路の周辺だけの整備じゃなくて、先程から申し上げているように、ある種、町の中心部

の整備ということに関わってきますので、単なる線路、沿線だけの問題じゃなくて、周辺のいろんな

部分での整備にも直接、間接関わってきますので慎重な判断を下していきたいなと、そんなふうに思

っています。 

○佐藤議長 ６番。  

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 本当に町長言われるように、本当に時間かけて進めてきたなという 

ふうに僕自身は、本当にそう思っているところですけれども、平成２５年に基本設計ということでパ

ースの絵が初めて出来上がってきたと思っています。平成２６年度に実施計画見送って、木質プラス

チックの試験施工と。そして２７年度というふうに移り替わっていくわけですけれども、住民懇談会、

昨年自治連主催の住民懇談会の中では、置戸地区の中で木道の事については出てこなかったわけです

けれども、昨年、議会懇談会と称して置戸地区で開催したその中では、どうもその町内の方といいま

すか、大通り近辺の方といいますか、ちょっと誤解されている部分がありまして、木道プロムナード

という呼び方が、どうもあの一帯の開発すべてを言っているのではなくて、単純に鉄路の部分をどう

したらいいか、鉄路を今のままの形で残すことがいいのか、それとも試験施工やったように鉄路だけ

を見せて枕木の部分は隠してしまうのがいいのかという、その辺りに視点が、重きが行っていて、全

体の構想ですね、図書館含めて駐車場をどこにするだとか、人の導線がどうなるであろうとかってい

う部分には、あまり意識がいってないようなんですが、その辺りも含めて町内の方と意見交換をする

必要があるんだというふうに思います。６月の議会の時には、木道部分の工事自体で約７，５００万

円ぐらいの予算がかかるだろうと。全体の事業費としては２億円前後あるいは２億円を超えるかもし

れないというような答弁だったと思います。そのことも含めて、きちんとした形で住民との懇談とい

うものを進めていかないと、この周辺整備というものは、乱暴な言い方をしますと、あのままほっと

いた方がいいんじゃないかという方まで出てきてますので、その辺りの事を含めて、どういう手段で

町民との懇談、意見集約というものをされていくのか、昨年は１００周年ということで、担当課も大

変忙しくてそういう時間がなかったのかなというふうにも思いますけれども、ぜひとも平成２８年度

中には進めていただきたいというふうに思いますが、町長その辺りいかがでしょうか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 現段階で申し上げるならば、一定程度の説明会もやってきたつもりですし、構想 

もお話してきたつもりです。ですから、改めて皆さんに集まってくださいという形での話し合いとい

いましょうか、説明会というのは今の段階では考えておりません。一定程度の集約、意見をいただい

たと思っていますので、そうした中で判断していきたいと、このように思っています。ただ、議員の

方からもおっしゃられましたけども、この議会でもご質問にお答えしてきたと思うんですが、単なる

線路の周辺といいましょうか、２本の線路を残すだけの整備じゃないんだと。ハード事業のように見

えるけれども、実際には、むしろソフト事業に近い事業の進め方なんだということも申し上げてきた

と思います。しかし実際には、木道プロムナードを整備することによって、その線路と今でも生涯学

習情報センター通り線と言っているのかな、図書館との間、東側の方には歩道がついてますけれども、
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逆の反対側については歩道もない、しかもかなりの車が駐車しているというような状況もあります。

従いまして、木道プロムナードを整備していくというのは、図書館との間の整備も合わせてやらなけ

ればならないというふうに思っています。そのことは結果としては、駅のところのイベント広場、そ

してさらに奥の方の公営住宅のまちなか団地、これらの方ともきちっと繋がっていかなければならな

いわけでして、合わせて先程来申し上げておりますように、森林工芸館、さらに言えば、中部森林管

理署、ここまでのエリアについて一体的に整備をしていかなければならないと。むしろそういう意味

では、木道プロムナードっていうのは、あの辺一体の整備のことでいえば、その一部だというふうに

考えていただくのがそういう意味では分かりやすいといいましょうか、理解していただく上ではいい

のかなというふうに思っています。しかし、いずれにいたしましても、通常の建物を建てるだとか道

路を整備するとかっていうことの意味合いとは少し違うものですから、ハード事業であり、またイコ

ールっていいますか、同時にソフト事業としての色彩というか意味合いがこの整備にはあるんだとい

う認識の中で考えていただければなというふうに思っています。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 町長、６月の時にもハード事業というような考え方よりもソフト事 

業というような考え方の方が強いかなというようなことを言っておられました。確かにものを建てる

だとかそういうことだけじゃなくて、完成に向けてどういうような意見を中に入れて、そして将来的

には、森林工芸館とどのように繋いでいくのかというようなことを念頭に置きながらということでの

ソフト事業というようなことなんだと思いますけれども、やるべきことというかやらなきゃならない

ことっていうのは、着々と進めていかなきゃならないというふうにも思いますし、銀河線廃止になっ

てからちょうど今年で丸１０年ですか、その時に大分配当された銀河線の跡地利用の計画の基金、約

５億円が今３億円少し切るぐらいな金額になっていると思いますけれども、早い時期に有効に使うべ

きだというふうに思っています。そういう意味も含めて、町長総合計画の中で森林工芸館の周辺整備

が３０年、３１年というようなこともおっしゃられましたけども、それと前後というか、それと同じ

になっては木道プロムナードは遅くなってしまうのかなというような気はします。２９年度完成予定

だというふうに町長言われましたので、なるべくそれに本当に今まで時間かけましたけれども、住民

の意見きちんと聴取してその中に入れ込んで、試験施工はしましたけれども、２６０万円ですか、試

験施工費かかってますけれども、その辺も再考することもありだぞということも踏まえまして、平成

２９年度完成に向けて進めていって頂きたいと思います。いかがですか。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 町づくりの話しますとちょっと長くなりそうなので、私の答弁で終わらせて欲し 

いなと思うんですが、町をつくっていくというのは、当然ながらハード事業がどうしても避けられな

い事業として出てくると思います。しかし、私はどちらかというと、町づくりを進めていく、町を整

備していくっていう、一番最初にくるのは、ソフトっていいましょうか、そういうものが最初にこな

ければならないというふうに思っています。そうした中で、それに付随してというか付帯してハード

事業どう考えていくのかっていうのが順序としてはそういうもんだというふうに思います。ですから、

今のまんまでいいじゃないかっていうのは、もちろんあると思います。しかし、置戸の町がこの置戸

に住んでいる人達にとって誇りにできるような町をつくっていかなければならないというのは、これ
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は共通の目標としてあると思います。そんなふうなことを考えると、今の町よりも少し良くしていく

っていうのか、そういう町づくりを目指していくべきだろうと思います。先程来、木材といいますか、

森林のことについて少しお話させていただきましたけれども、私はやはりある意味では、この森林っ

ていう意味合いといいましょうか、町にとっての大きな財産であり、それをどう活用していくのかっ

ていう、この辺のこだわりっていうのは、今以上に私は持つ必要があるんだぞというふうに思ってお

ります。しかし、それは行政や議会だけが考えればいいということじゃなくて、町民全体が森林資源

を最大活用していくんだと。それをベースにして町づくりを考えていくんだと、ある種それぐらいな

こだわりを持って考えていっていいんじゃないかというふうにも思っております。それだけに森林工

芸館、この建物の問題も当然出てくると思います。それから、郷土資料館の問題も当然出てくると思

います。先程も申し上げましたけれども、いろんな資料をこれから活用していく中での施設整備とい

うことが課題として当然出てくると思います。しかし、それが単発的なものになっちゃいかんという

ふうに思ってまして、それはやはり繋ぎ合わせていく、連携を結果として取られた整備になっていく、

そういうものでなければならないというふうに思ってますので、その辺をきちっと心掛けて木道プロ

ムナードのことも考えていきたいと、このように思っています。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員〔一般質問席〕 以上で終わります。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３９分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

  ２番 澁谷恒壹議員。 

○２番 澁谷議員〔一般質問席〕 それでは、通告に従いまして私の一般質問に入りたいと思います。 

 今回の一般質問については、井上町政４期１６年の実績を踏まえた中で課題も見えてきていると思

います。先の講演会の集いで町長は、５期目に向けた町長選へ出馬の意向を示しておりますので、こ

れからの町政に向けての思いも含めた答弁をお願いしたいと思います。 

 それでは、最初にゆぅゆの指定管理者と今後についてということで質問いたします。いよいよ改修

工事も２８年度より始まりますが、運営をお願いする指定管理者の進捗状況をお聞かせ願いたいと思

います。過去には二度の管理者撤退という厳しい実態でありましたので、いろいろな角度から検討さ

れ、同じ鉄を踏まないよう検討していると思います。置戸の観光の目玉でもありますので、今後はゆ

ぅゆ周辺の環境整備も当然していくものと思っております。また、将来的には観光産業に結び付けら

れるようなことも取り入れ、総合的に進めていくべきと思いますが、町長の思いなどをお聞きしたい

と思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 ゆぅゆの指定管理者と今後についてということでありますが、勝山温泉ゆぅゆの 



 57

大規模改修につきましては、本年２月末で実施設計が完了いたしましたので、その全体像というのは

整いました。改修工事費につきましては、骨格予算ということもありますので、６月定例会で補正予

算として上程しご審議をいただくということになると思います。 

 さて、指定管理者の選定についてということでありますが、過去２回の選定経過を検証いたしまし

て、新たな募集要項あるいは協定の内容等について検討する必要があるというふうに思っております。

指定管理者の募集あるいは選定等についてオープンになるというのは、改修工事の内容が決定した後

ということになるだろうというふうに思っていますので、その点のご理解はお願いしたいと、このよ

うに思います。 

 指定管理者についてですが、当然ながらできるだけ長い期間にわたって経営を担っていただきたい

ということなんでありますが、こうした施設の特徴といえば特徴なんですが、温泉特有の水周り、あ

るいは電気回路、こういうことについての老朽速度というのか、やはりどうしても早いというふうに

言えますし、当然ながら施設における不具合というのがいろいろ出てきやすいといいましょうか、生

じやすいというふうに言っていいと思います。そうした意味では、日常的なチェック態勢といいまし

ょうか、これが大切だというふうに思います。今までの経験からしても特にそうした部分が重要であ

ろうと、このように思っております。 

 次に、観光産業に結びつけるような将来展望をということでありますが、今更申し上げるまでもあ

りませんけれども、ゆぅゆは町内唯一の温泉施設でありますし、多くの町民に愛され、そして利用い

ただける施設としていかなければならないというふうに思っております。議員の言われるとおり、本

町の観光の目玉の一つでありますし、財産であることに間違いはございません。しかし、そのことを

町民皆が意識するということが極めて大切だというふうに思っていますし、勝山地域としては重要な

活性化としての資源であるというふうに言っていいと思います。鹿の子沢、虹の滝あるいは三本桂、

おけと湖と周辺の景観、風穴となきうさぎなどの豊かな自然環境の提供、そして夏まつりにおける人

間ばん馬大会、これらの地域イベントといいましょうか、これらとの連携ということも重要なことだ

というふうに思います。と同時に、パークゴルフ場、これはあんまり置戸の人たち意識したことはな

いかもしれませんが、一つのエリアの中であれだけのコースを保有しているというのは全国的にもな

いわけでありまして、そうしたことも含めてこのパークゴルフ場の、ある種、ある意味での新しい活

用の仕方、そうした新しい視点といいましょうか、そんなことも含めて施設運営をしていく必要があ

るだろうと。そうした中で観光の拠点施設の一つとなるような企画力といいましょうか、あるいは機

能的なアップというのか、そういうこともやっていかないと観光産業というふうに言ってもなかなか

結びつかないんじゃないかというふうに思います。少なくても今より一段階、二段階アップするよう

なそうしたものが必要であろうというふうに思っております。そのためには、ゆぅゆが一つの大きな

拠点といいましょうか、そういう部分になるんだろうというふうに思ってますけれども、何回か議会

でもお話してきておりますけれども、このゆぅゆの経営の町民による経営というのが、この可能性と

いうのを私はひたすら願ってますし、まだ諦めてないとこです。しかし、現実はなかなか厳しいとい

うのは多くの方々も承知しているっていうか、なかなか難しいと思います。難しいと思いますけれど

も、これだけ重要な、しかも町にとって欠かすことのできない施設だというふうな認識があるんだと

すれば、自ら一緒になってこれをやってみようじゃないかっていう気構えというか迫力っていうか、
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そんなことも期待したいというふうに思っていますし、その可能性っていうのももう少し探ってみた

いというふうに思っております。と同時に、期待する指定管理者といいましょうか、この人たちとも

十分な議論をしながら、魅力と賑わいのあるゆぅゆを追求していきたいと、そんなふうに思っており

ます。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 澁谷議員〔一般質問席〕 基本的には町長がおっしゃいましたとおり、私も同感でございます。 

しかしながら、先程来申し上げました、指定管理者が二度の撤退があったということから、町民の皆

さんがその辺が一番心配されていることだと思っております。従って、今町長は、町内の町民の方で

そういった意識の方が出てくるのを持っていると、そのようなお話がございましたけれども、それも

確かにそうでありますけれども、やはり他の方にも目を向けるような時期がくるんじゃないのかなと、

そういうことを思った時に、自治体としてもやはりいろいろな考え方をしてこのゆぅゆを何とか運営

していかなきゃならない、そのような考え方も必要ではないのかなと思っております。どうか５億数

千万円かけてやる事業につきましては、町民も非常に期待もしておりますけれども、不安も何処かし

らあると思いますのでその辺十分、５期目に向けてそういった道筋をきちっとして進めていってほし

いなと思っておりますので、今骨格予算でスタートしております２８年度でございますので、６月の

定例会には具体的な数字が出てくるということでございますので、指定管理者の関係については、以

上で私の質問は終わらせていただきたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 まだ時間も少しありますので、建設費等についてはもう出来上がっておりますの 

でよろしいかというふうに思いますが、やはりこれだけ高齢化が進んでいることも含めて考えますと、

施設をつくったからそれでいいというものではないと思います。どうぞお使いくださいだけでは、な

かなか難しいと思います。従いまして、北見バスが走っていますけれども、ゆぅゆまでの足をどう確

保していくのか、この辺のことも重要な要素としてあると思います。そうしたことも含めて、ある種、

先程来の話じゃないですけれども、やはりソフト面でのより充実した形、そうしたものを含めて検討

していきたいと、このように思います。過去２回指定管理者の人たちが辞めていったといいましょう

か、それなりに理由があります。一つは、こういう産業というか、こういう施設でありますから先行

投資をしたいというのがありました。確か私の記憶でいくと、１億円近い投資だったと思います。し

かし、その１億円を投資したいんだけれども、その保証を町としてしてほしいというのがありました。

しかし、数年やってその実績が一定程度あれば別だけれども、１年ぐらいしか経ってない中で、それ

を町が保証するというのは、ちょっとできないというふうに申し上げたわけであります。その結果と

して辞めていったというのが一つあります。もう一人の方は、かなり長い間やっていただいたという

ふうに思います。しかし、施設そのものがまさに今回に符合していくわけでありますが、やはりいろ

んな施設そのもの総体に言えるのですが、老朽化してきていると。従って、相当な施設の改修をしな

ければ継続して続けていくというのが、経営をしていくっていうのは難しいということでの辞めてい

かざるを得ないといいましょうか、辞めていかれたという経緯があります。 

 いずれにいたしましても先程申し上げましたように、こういう施設、通常の施設以上に老朽速度が

早いということが言えると思います。と同時に、ある種観光施設でもありますので、時々この施設の
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改修といいましょうか、そういうことも心掛けていかなければ、利用者サイドの人たちに良い施設と

して映らないといいましょうか、そんなこともあると思います。そうした意味では、きちっとチェッ

クすることも必要ですけれども、併せて投資も含めて今後考えていくことでないと、なかなか観光産

業なんていうことは言えないものなんだろうと、このように思っています。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 澁谷議員〔一般質問席〕 確かに、ゆぅゆの施設だけでは、今後の見通しというものにつきま 

しては大変かなと思います。そういった中でも、やはりやっていかなきゃならないのが町の宿命でも

あると思いますので、どうか今後に向けていろんな面から検討していただくというのと、やはりある

程度専門的な知識の持った職員あるいは従業員的な人も必要じゃないのかなと思っておりますので、

十分検討していただきたいなと思っております。それでは、ゆぅゆの関係につきましては、以上で終

わりたいと思います。 

 続きまして、２番目の専門的な職員の配置についてということで質問いたします。この件について

は、人事権の関係がありますので、あくまでも参考意見にしかならないと思いますが、私の考え方と

してお聞き願いたいと思います。人口が減少するということは、地域はもちろん、人材不足と言える

のではないでしょうか。そのような中、職員対応の部分では、昨年勝山公民館の嘱託主事配置に時間

を要し大変苦慮されているようですが、今後は職員の退職者を向け配置し、現役時代とは違って外か

ら行政を各地域の人たちと同じ目線で見ることにより、新しい事柄が見える時があると思いますので、

先に向けては各地域のことも考慮し十分検討され実践してほしいものであります。また、特にぶどう

園については、昨年議会研修の道内視察の中で北海道ワインより置戸のぶどう園の現状と今後の取り

組み方等を聞いた時、基本的な栽培技術の向上はもちろんですが、土質、排水等の重要さを強く感じ

たわけであります。３０年も指導を受けながら自立できていない現状を見た時、町として今まで費や

したことが無駄にならないためにも真剣に取り組むべきと思います。今日までの町の執行者としてど

のように考えておられるのか、町長にお聞きします。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 専門的な職員の配置についてということでありますが、ご質問の趣旨を少し分け 

て答弁させていただきますが、公民館の嘱託主事のあり様と町職員の退職者の配置、さらにはぶどう

園への専門職員の配置についてでありますが、最初に町職員の採用についてでありますが、オホーツ

ク町村会の統一試験というのがありまして、そこで第一次試験に合格した人、この人から面接等の二

次試験を行う場合と、それから専門職あるいは臨時職員の採用においては、職種毎に条件というのを

明示しながら募集を行って書類選考、そして面接試験等を行って決定をする場合の２つに区分される

と思います。平成２７年の４月採用で募集いたしました勝山公民館の主事についてでありますが、募

集から決定まで、そしてその後の着任まで時間を要したのは事実でありますが、着任してからは、地

域の方々と意思の疎通も図られておりまして信頼も高まっているように思います。 

 そこで、将来に向けて各地区に町の退職職員の配置を検討すべきとのご意見かというふうに思いま

すが、退職職員については、再雇用職員としてこれまでの経験あるいは職歴、そして特性といいまし

ょうか、こうしたことを勘案しながら各部署に配置をしているわけであります。過去に退職後の職員

あるいは学校長が公民館主事を担っていただいたということもございました。今後、地域の実情とい
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うものを勘案しながら検討したいというふうに思います。ただ、今のそれぞれの各地区の公民館主事

の方については、大変評判が良いといいましょうか、別な人に交代してもらったらというふうには全

く今のところ考えていない状況があります。年齢的なこと以外は今申し上げたようなことなものです

から、すぐに退職者を配置するということにはならないのかもしれませんが、将来的にはそういうこ

とも含めて検討してみたいと、このように思っております。 

 次に、ぶどう園のことでありますが、専任の正職員は配置しておりませんが、常用職員１名、作業

員１名を配置して管理運営にあたっております。正職員の配置がないことによって小まめな圃場管理

ができていないとのご指摘もあろうかというふうに思いますが、担当の職員は努力して、真面目にと

いう表現がどうなのかという感じはしますけれども、頑張ってくれているというふうに思っておりま

す。しかしながら栽培技術の習得あるいは先進ぶどう圃場の視察等、研修の機会が少なかったことは

確かでありますので、そうした意味では反省をしなければならないことだなというふうに思っており

ます。昭和５８年から指導あるいは協力をいただいております北海道ワインとの関係強化を初めとし

て、苗木の供給だとか、あるいは土作り等、これまで以上に指導あるいは協力をいただく中で、これ

まで積み上げてきたことが無駄にならないようにしていきたいと、このように思っております。自立

できていないというような指摘もありますし、そうしたことで言えば、本来もっと華やかなものとい

うのか、という性格のものだと思うんですが、少しというか大分というか動きが地味だというふうに

言っていいと思います。しかし、これには出来上がったワインが焼酎もそうでありますけれども、町

内での限定販売ということにも起因しているんじゃないかというふうに思います。だからといって一

足飛びに、それじゃあ町外に打って出てというには相当難しい整理をしなければならない、あるいは

条件を整備しなければならないことがたくさんありますので簡単なことではありませんけれども、い

わゆる町内での販売、そして消費ということが基本になっているということからすると、もう一つ苦

労している割には多くの町民の人から見ると、映りがもう一つよくないというのか、そういう印象は

抜け切れないんだろうなというふうに思っております。 

 それと、今後まだ正式に決まっているわけではありませんけれども、原産地表示ということでラベ

ル等の問題が話題として出てきそうな感じが致します。こうした動きもありますので、置戸のワイン

作りの方向というものも含めてでありますけれども、きちっと見定めなければならないという認識を

持っているところではあります。中途半端のそしりはぬぐえない状況でもありますので、それを解消

しなければならないだろうというふうに考えておりますので、人材の確保も含めてでありますけれど

も、今後対処していきたいと、このように思います。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 澁谷議員〔一般質問席〕 ただ今、町長の方から先に向けての考え等もおっしゃっていただき 

ました。勝山公民館の嘱託主事の関係につきましては、私自身も今のところ問題は別にあるわけでは

ございませんので、将来的にという前置きをしながら言ったのは、当然これからそういったことが起

こるであろうと、そういうことを何時も感じていたわけで、特にその辺も考慮しながら今後は対応し

ていただきたいなと。やはり地域が活性化しないと町全体にも波及効果といいますか、周りの方から

くることによって町全体が潤うと、そういうような感じもしておりますので、ぜひその辺は今後も検

討してやっていただきたいなと思っております。 
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 また、ぶどう園の方につきましては、先程、岩藤議員の方からも議会懇談会の時のお話ということ

でありましたけれども、当然この中でもぶどう園の関係については、町民の方からも厳しいご意見も

頂戴していることを伝えておきたいなと思っております。町長が言いましたように、採算性とかそう

いったものからすると、ほど遠いものであるというふうに思っております。しかしながら町長よく口

にしておりますけれども、置戸の顔といいますか、そういった部分の一つにワインもあるんじゃない

かと。クラフトはもちろんですけれども、そういった類のものと同じだと、そういうような考えを常々

申しておりますので、やはりその辺をきちっとした中で今後に向けて職員を育ててやってほしいなと。

特に、私も去年初めて議員という立場で町内の公共施設の視察等をさせていただきました。その中に

ぶどう園もありまして、実際に我々一町民という立場でいた時の感覚と、実際にぶどう園に行って説

明を聞いた時には、かなり差があるなと。その差はどういうことかというと、やはり認識度の不足と

いいますか、町民に対して今どのような状況でぶどう園がなっているのかという、その状況が分から

ない。行ってみて私も驚いたというか、初めて見たものですから、このように綺麗に整備をされて更

新圃場もきちっとなされていると。こういうことが町民がもし確認をしているならば、いろいろな不

安めいたことについては払拭されていくのかなと。そういう情報も逐次流してもらうというのも一つ

の方法ではないのかなと、そういうことを感じております。特に職員は、担当職員の説明を聞きます

と、結構いろいろな面で検討もし苦労もしやっているのを見た時に、これはやはり専門的な技術職に

近いそういった人間を一人でも置くことによって、かなり変わってくるのかなと、将来に繋がってい

くのかなと、そういうふうに感じましたので特にこれはお願いしたいと、そういうふうに思っており

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 ぶどう園については、私自身も先程申しましたように、初めてですけれども、北海道ワインの方で

話を聞いた時も、最初に申し上げましたけれども、栽培の基本である土質とか排水、先般の新聞を見

ますと、端野の方で農家の方が２～３年前から始めて、今年辺りから軌道に乗りつつあるみたいな話

の情報も出ましたけれども、やはりそういったところを気にしながらでも置戸の歴史が先だというこ

とで頑張っていただきたいと、そのように思っておりますので、その辺町長はどういうふうに考えて

いるのかお聞きします。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 ご承知のように、置戸のぶどうというかワインの始まりというのが川南での圃場 

がスタートでした。それから、どこが適地かというようなことで、もちろん霜のことが最大の問題で

もありまして、最終的に現在地をぶどうの栽培する場所としては適地だろうということで選定された

というふうに思います。しかし、必ずしもそこが気象上の問題はクリアしているとはいっても、土質

の問題あるいは傾斜の問題、それから排水の問題、そういうことを含めて考えると、必ずしも十分な

圃場の整備が隅々まで行き届いていないという反省はしなければならないというふうに思っています。

しかし、この間現場を預かる人たちは、そうしたことを含めて圃場の整備をやってきたということも

事実だと思います。率直に申し上げまして、出来上がったぶどうを北海道ワインの方に持ち込んで、

そしてワインにしてもらって、それを北酒販を通して町の酒屋さんの方に下りてくるということであ

ります。従いまして、なかなかワインそのものが多くの町民の方々の目に触れられないというのも事

実としてあると思います。それと、３年程前になりましょうか、ジーガレーベに特化したらどうかっ
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ていうようなことで、かなり冒険ということはないんですけれども、かなり大胆に、それじゃあジー

ガレーベに特化してやってみようかっていうようなことでやりました。しかし、この苗木についても

委託をしていたんですが、なかなかそこでもジーガレーベの苗が上手く着果しないといいましょうか、

そんなこともあって、私共が期待しているような苗木もなかなか手に入らなかったというのも現実で

あります。そんなことから、ジーガレーベをゼロというふうには思っていませんけれども、元に戻し

てといいましょうか、従来からやってきたアムレンシスが中心になるワインといいましょうか、そう

いう形で今再スタートを切っているというような状況であります。 

 そこで、専門の人っていうか職員ということなんですが、なかなか難しいです。何て言いましょう

か、短い期間でやれるというものではないと思います。やはり１０年、２０年のスパンで考えなけれ

ばならないという雇用だと思っています。何よりもその専門の人が見つかるかどうかということがあ

ると思います。しかし、現場に今一生懸命関わっている２人についてのいろんな経験をさせる、ある

いは研修を積ませる、そんなことを中心にして今の段階としては、やらざるを得ないのかなと、こう

いうふうに思っています。同町もワインに力を入れようというようなことで、将来的には北海道大学

と同町の方で連携を取って、北海道としてもワインに力を入れようと、そのためのいろんな人づくり

といいましょうか、専門職をつくるという動きもありますので、いろんな研修等の案内もあると思い

ますので、そうした中での研修もこれから積ませていきたいというふうに思います。 

 いずれにいたしましても先程来申し上げているように、期待していただける程の確固たるワイン作

りにはなっておりませんけれども、将来を見据えながら何とか繋いでいきたいなと、そんなふうに思

っております。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 澁谷議員〔一般質問席〕 将来を見据えてということで期待をしているわけですけれども、専 

門職員の育て方といいますか、そういうこともありますけれども、民間委託的な、あるいはそういっ

た専門の人を雇う、臨時的に雇うとか何かしらそういった専門的なことを進めていかない限り、今の

ままではあんまり変わらないのかなと、そういうふうに感じておりますので、いろいろな面から検討

して置戸のワインが計画的に生産されるようなことにしていかなきゃならないんじゃないかなと、そ

う思っております。ただ今町長の方からは、それに向けて検討していくということでございますけれ

ども、そういった専門職については、やはりできるだけ早くそのような形を取っていただきたいとそ

のように考えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。それでは、ぶどう園の関係につい

ては、以上で終わりたいと思います。 

 次に、定住対策についてということで質問致します。まち・ひと・しごとを基本とした創生総合戦

略がスタートされようとしておりますが、人口減少を止めなければと言いながら、将来を担う若い世

代の人たちが公営住宅に住むことができないという現実を見た時、いろいろな決まりの中で難しいの

は分かりますが、若い人たちが安心して置戸町に住んでもらえる、そんな対策が急務だと思います。

今後の町の行く末に大きく影響してくるものと強く感じております。創生総合戦略の中で検討されて

いくと思いますが、町としても自治体として工夫、改善できる町営住宅的なことを検討すべきで待っ

たなしと思いますが、町長の考えをお聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 
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○井上町長〔登壇〕 定住対策についてでありますが、まち・ひと・しごと創生法による人口減少対策 

に取り組むため、本町の総合戦略というのは、この３月３日をもって策定致しました。策定にあたり

まして、内部の検討会議といいましょうか、もちろんでありますけれども、町民の方々から参加して

いただきました有識者会議というものを設置いたしまして、各界の方々からも多くのご意見をいただ

きました。 

 本町の総合戦略でありますが、４つの基本目標を定めました。１つ目は、基幹産業を中心とした雇

用の創出であります。２つ目は、人口流出の抑制と定住促進。３つ目は、安心して子育てができる環

境づくり。４つ目は、安心して住み続けることができるまちづくり。これら４つの基本目標を定めま

して取り組むことといたしました。 

 ご質問の定住対策における住宅環境の整備についてでありますが、今申し上げましたように、この

総合戦略４本の基本目標のいずれも基本となるのは、住宅政策であります。また、有識者会議におい

ても同様のご意見を多くいただきました。現在、置戸町が行っている住宅政策では、個人の住宅建設

への支援の他に公営住宅は低所得者対策として、また、特定有料賃貸住宅は単身者向けに整備してお

ります。特に、共働きの若い子育て世代が公営住宅へ入居するには、収入要件から難しい場合も見受

けられます。公営住宅の整備は、公営住宅等長寿命化計画というのがありまして、これにより進めて

いるわけでありますが、５年毎に見直しをするというふうにしております。現在では、高齢者世帯や

子育て世代を対象とした地域有料賃貸住宅制度、これもスタートしておりますので、この制度も含め

まして今後の住宅整備に向けた検討を進めたいと、このように思っているところであります。 

 また、現在、所有者等の調査を進めております空き家の利活用でありますが、さらには、民間事業

が経営する賃貸住宅も少ないという現状にありますので、民間住宅の建設促進に向けた対策というも

のも併せて検討したいというふうに思っております。既に個人の方といいましょうか、いろいろ住宅

を建てて、そしてやっていただいているところもあります。しかし、それだけでは十分でないという

住宅事情もありますし、また、町は基本的には公営住宅を中心にして建設しているわけでありますが、

今申し上げたようないろんな要件で入居できないという方もいらっしゃいますので、民間企業の方と

いろいろと協議をしているところでありますけれども、一定程度の何て言いましょうか、１０年、２

０年というスパンの中で、空き室にならないように町が一定程度の保障といいましょうか、いうこと

をできるとすれば、民間企業の人たちも建設することは可能だというふうに思いますので、民間企業

の方々とその辺のことを前向きに詰めていきたいなと。少しでも住宅に困窮している人たちに寄与で

きるような住宅政策をつくっていきたいなと、このように思っております。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 澁谷議員〔一般質問席〕 前向きに検討するということではございますけれども、私自身いつ 

も感じていることは、例えば、これから３月人事異動の時期、そういう時に出てくるのは、住宅の問

題が結構出てきます。また途中で我が町置戸町に行きたい、あるいは入ったんだけれどもなかなか家

がないという話をよく聞くものですから、現実に今置戸にいる人たちの中でも住宅には困窮している

人もいないわけではございません。ましてや若い人たちが子育て世代、先程町長も言いましたけれど

も、そういった人たちの現実の問題として、先程、民間の方と検討していくということですけれども、

５年、１０年先よりも、今が何とかできないのかなということも若干感じております。先程申しまし
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たように、今後の置戸の町を背負って頂けるそういう年代ですし、子育て世代ということは、子供さ

んも当然いることですので、教育施設の関係もございますし、いろいろな面で早急に検討してやらな

ければならないことじゃないのかなというふうに感じておりますので、その辺お聞きします。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 年齢に関係ないと思いますが、誰もがやはりどういう住宅を求めているのかって 

いうことを考えますと、私共が若い時に考えていた住宅というのとは、もう今は違うと思います。で

すから、家は新しく、家賃は安くっていうことです。それが今の求めている住宅なんだろうというふ

うに思います。それを念頭に置かなければならないというふうに思います。従いまして、先程、民間

の力を借りてというふうに申し上げましたけれども、民間の人たちにおいても、建設費が例えば、１

０年で資金を借りたとすれば１０年で返す、その間での家賃収入がどれだけ得られるのかっていうこ

ととの兼ね合いだと思います。従いまして、空き家にならないような担保といいましょうか、保障と

いいましょうか、そういうことを明示してやらなければ、民間の力を借りてなんていうことも言えな

いんだろうと。従いまして、私共からすると、町の職員もいろいろと住宅を求めているという現実も

あります。ですから、役場で働いている職員の部分については、一定程度結論は出せると思います。

しかし、一般の人たちの部分をどう考えていくのかっていうことになりますと、やはり政策的な議論

が必要だというふうに思います。従いまして、民間の力を借りるということは、一定程度の担保を保

証するといいましょうか、結果としてはそういうことも含めての住宅政策を打ち出さなければならな

いというふうに思っております。 

 一方では、持ち家、自分の家なんだけれども、ここでは古い住宅に住んでいるという方もいらっし

ゃいます。これについては先程来申し上げているような、町としての住宅改修での支援策というのを

３年ほど前からやってきていますので、随分活用していただいているというふうに思っていますけれ

ども、そうした人たちの部分も併せ持って住宅政策というものをもう一度検証する必要があるだろう

と、このように思っています。 

 いずれにいたしましても、若い世代の人たちというのは、子供の生活環境といいましょうか、そん

なことも当然ながら期待像として持っていると思いますので、そうしたことも含めて今後検討してい

きたいなというふうに思います。それをできるだけ早くというふうにおっしゃられましたけれども、

精力的に検討していきたいと、このように思います。 

○佐藤議長 ２番。 

○２番 澁谷議員〔一般質問席〕 ただ今、できるだけ早く精力的に動いて対応したいというような答 

弁だったのかなと、そう思っておりますけれども、いずれにしろ毎年のようにそういったことが、先

程私が申し上げた、住宅の問題については取りざたされておりますので、できるだけその都度でよろ

しいですが検討して頂きたいと、そういうふうに思っております。やはりこの町から若い人たちが少

なくなるということは、非常に忍びないことでございますので、どうかよろしくお願いしたいと思い

ます。以上で、私の質問を終わりたいと思います。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。議会は、午後１時から再開します。 
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休憩 １１時５１分 

再開 １３時１５分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  一般質問を続けます。 

  ９番、嘉藤均議員。 

○９番 嘉藤議員〔一般質問席〕 通告に従い教育長に質問させていただきます。置戸町文化財保護条 

例の現状と今後の課題、町の歴史についてということでお伺いをいたします。 

 今年度は開町１００周年ということで多くの事業が開催されました。まだ一部の事業が残ってはお

りますが大変忙しい１年でした。町民の皆さんには大変お疲れになった節目の１００年ではなかった

かなというふうに感じているところであります。若者が企画して実施した、道東最大級の野外音楽コ

ンサート、ＯＧＦや厳粛に執り行われた記念式典、出演者、スタッフ、観客合わせて１，０００人以

上の参加と、町民の３人に１人が携わった記念町民構成劇、他にも開町１００周年の冠が付いた事業

が目白押しでありました。なかでも町の歴史を繋いで上演された町民構成劇は、住人第１号の平村エ

レコーク、教育発祥の起統教授所、平野鈴太郎の話、秋田開拓史、戦後の社会教育の始まり、勝山森

林鉄道、獅子舞や木遣り、人間ばん馬誕生など、会場にいた全ての人たちが置戸の歴史を再認識した

感動の３時間でした。改めて関係者に感謝と敬意を表したいと思います。 

 そこで、平成２１年４月に条例化されました置戸町文化財保護条例ですが、私は歴代の教育長に条

例をつくる教育長、実施する教育長と質問をした経緯があります。平野教育長は、私が議員になって

から３人目の教育長であります。平成２４年１０月１８日に、大矢ボッコと旧石器の藤川資料が町の

文化財に指定をされました。その当時は、町民にも周知をされ展示をされておりましたが、今では貴

重な資料ということから、なかなか人の目に触れることもなく開かずの部屋に収納されているのが現

状と聞いております。私の訪れた道内の市町村では、郷土資料館はもとより役場のロビー等にも指定

品を展示しており、来客者の関心を引いておりました。第１号指定がされてから３年半近くなる今も

文化財の保護審議会や教育委員会でも議題に挙がって議論をされているものと思いますが、今後新た

な指定展示の検討がなされているのか、以前に教育長にお聞きした、学校の副読本の改訂時の記載の

検討は進んでいるのかをお聞きします。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔登壇〕 置戸町文化財保護条例の現状と今後の課題、町の歴史についてということです 

が、最初にこの場をお借りしまして、置戸町の郷土資料、それから文化財の保護にあたっては、置戸

町の郷土史研究会の厚いご支援をいただいていますことを、この場をお借りしてお伝えさせていただ

きます。 

 ３点にわたっての質問ですが、最初に、平成２４年１０月１８日に町の文化財指定となった大矢ボ

ッコ靴と藤川コレクションについてですが、平成２４年度町民文化祭において指定を記念しての中央

公民館で特別展示を行いました。その後、文化財の展示は引き続き中央公民館で行うこととして、希

望を受けての公開として現在に至っています。また、藤川コレクションの方ですが、研究紀要作成の



 66

ために札幌学院大学に貸出中であります。それが返却されてからは、再度特別展示を行っていこうと

いうふうに思っております。これら貴重な文化財の展示については、老朽化しています郷土資料館の

移転を視野に入れて常設展示の方向で、その方法等について、文化財保護審議会、郷土資料館協議会、

郷土史研究会と協議したり、また魅力ある展示を行っている資料館等の視察ですとか、また専門職員

の話を伺いながら検討していきたいなというふうに考えています。 

 ２つ目の、新たな文化財の指定についてですが、現在、文化財保護審議会において検討いただいて

いるのは、候補として１１点を調査中であります。 

 次に、学校の副読本についてです。平成２８年度改訂の予定です。以前、嘉藤議員からご指摘のあ

った置戸町の歴史についての記載ですが、現行では歴史の表のみの記載となっていますので、１００

周年を迎えたこともありますので、文章化をしてもっとボリュームをアップして記載していきたいな

というふうに考えています。 

 最後に、構成劇を見ての感想、思いですが、話をし出せば長くなるほどとても感動しているところ

なんですが、この取り組みの中で、やはり世代を超えて新たな繋がりが生まれたというふうに思って

います。そして、その活動の中でその絆は強さを増して広がったなというふうに感じています。また、

構成劇の上演を通して、町民全員が置戸の歴史に敬意を表し、感謝し、そして幕が下りた時には、自

らの町に誇りを持って置戸町の発展を願う力が結集したと強く感じました。多くの町民が置戸の大き

な力を再確認し期待を持って１０１年目をスタートできると強く感じたのではないでしょうか。置戸

１００年物語、命の繋がり、最初企画を聞いた時には、本当にできるだろうかというふうに思いまし

たが、今は置戸町民だからできた、置戸町でなければできなかったという、そんな構成劇だったとい

うふうに強く感じています。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 嘉藤議員〔一般質問席〕 ただ今、教育長の方から答弁をいただきました。指定については今 

後の郷土資料館の絡みもあるということでありますけども、過去にといいますか、今回の教育方針の

方にもありましたけども、札幌学院大学の鶴丸学長の方から、小さな博物館構想というのがありまし

て、それについても教育委員会の方でこれから検討してくれることとは思いますけれども、その辺の

教育長の考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔自席〕 どこの町でもそうだと思うんですけれども、郷土資料館については、なかなか 

もう一度見たいという気持ちにさせる資料館が少ない、いかにリピーターを増やすかっていうのが郷

土資料館を持っている時に大きな課題となっているというふうに思います。ですので、郷土資料館を

新たに組み立てていく時に、魅力ある郷土資料館の展示、リピーターをいかに増やすかっていうこと

をまず第一に考えていかなければならないなというふうに思いますし、また、嘉藤議員おっしゃって

いましたが、子供たちに置戸の歴史を知ってもらいたいという思い、私もあります。 

 それで、授業等でいかに使ってもらえるか、使って使いやすい資料館、そんな２点を重点的に考え

ていきたいなというふうに思います。また、そのためには専門職員の力も必要ではないかなというふ

うに考えているところです。そのリピーターを増やすという観点でいくと、鶴丸学長の小さな博物館

があるまちづくり、これと連動して郷土資料館ができると、他の地域にはない魅力になるというふう
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に思いますので、この部分については、この提案については、大切に考えながら十分その資料館と連

動を考えながら進めていきたいなというふうに思っています。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 嘉藤議員〔一般質問席〕 博物館構想については、今後の課題か検討ということになると思い 

ますけども、ひとつよろしくお願いしたいと思います。また、文化財の保護条例ということで新たに

１１点ぐらいいろいろ検討されているという話がありました。私も郷土史研究会の会員ということで

いろいろ郷土資料館あるいは置戸の歴史、文化ということで少しですけども研究をさせていただいて

おります。中でも郷土資料館にあります、ちょっと珍しいと思いますけども、高師小僧という褐鉄鋼

の鉱物なんですけども、そういうのが北光から出土したものが資料館に展示をされております。これ

については大変貴重なものでして、昭和１４年に名寄市においては、国の天然記念物に指定をされて

おります。それから、置戸町にはもともと鉱山、水銀の鉱山あるいは春日の方に春富金山とかもあり

ましたし、有形無形問わずに相当歴史があり、文化財が相当あるのかなというふうに感じております。

また、森林鉄道ということでは、森林鉄道の跡のピュアなども春日の奥にはまだ残っておりますし、

まだまだ展示だけじゃなく指定するということは、たくさんのものが置戸の町に財産として残ってい

るというふうに感じておりますし、私初めに文化財の保護条例をとお願いしますということで質問し

た時には、やはり置戸の町から相当の石器、あるいは貴重な財産が他の町へ流出するということがあ

りましたので、これを何としても防がなければならないという思いからの質問でしたし、今に至って

は、それだけでなくて、去年の１１月２９日の構成劇ではありませんけど、本当に町民皆さんと歴史

を共有して、それを前に進めていくのも、町、郷土史研究会の仕事かなというふうに考えております。

そんな中で、もちろん郷土史研究会も町の歴史を繋いでいくということは、当然やっていくことでは

ありますけども、もちろん町としては教育委員会が主導してやるべきではないかというふうに考えて

おりますけど、教育長のお考えをお聞かせください。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔自席〕 今お話のあった高師小僧ですけれども、葦などが化石化したもので展示品とし 

て資料館にありますが、出土箇所など情報不足で調査中であります。また、今文化財の指定候補とし

て１１点ありますが、このように情報不足でその価値がまだしっかりと把握されていないものもある

と思いますし、いろいろな方の話を聞きますと、こんな資料を持っておられるんだという、これは貴

重ではないかっていう資料、今までたくさん話を聞かせていただきましたので、そこら辺も情報収集

しながら、やはり情報が大事かなと思いますので、そこを重点にこれから判断していきたいなという

ふうに思っています。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 嘉藤議員〔一般質問席〕 町の歴史を繋いでいくという意味での教育委員会の対応といいます 

か、仕事といいますか、その辺について教育長の考えがあればお聞かせをいただきたいと思います。 

○佐藤議長 教育長。 

○平野教育長〔自席〕 私、学校現場上がりですので、これからこの町を支えていくのは今の子供たち 

だというふうに思っていますので、１００周年で見えた置戸町の歴史の重さ、そして先人の偉大さな

どをしっかりと伝えて、これからの置戸町の町づくりに誇りを持って望んでくるような、そんな子供
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たちを育てていきたいというふうに強く思っております。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 嘉藤議員〔一般質問席〕 今、誇りを持ってという言葉がありました。確か町民構成劇の最後 

の方でしたか、トドマツ爺さんが学校給食のふき取りを皆さんで行くような場面があり、ハンターを

従えて山からたくさんトラックに積んで帰ってくるという話、こんな町は他にないぞというような言

い方をしておりました。自分の町を自慢できることは、郷土の文化を愛し、歴史を守ることに繋がる

と思います。今後とも教育委員会の方でそういうことをやっていって頂きたいとお願い申し上げて質

問を終わらせていただきます。 

○佐藤議長 ４番 佐藤勇治議員。 

○４番 佐藤議員〔一般質問席〕 本日の一般質問の最後となりました。ちょうど昼食挟んでの睡魔に 

襲われる時間帯になると思いますが、今しばらくご辛抱願いたいと思います。それでは、質問に入ら

せていただきますが、最初に町長に質問する前に、議会といたしましては、この教育大綱につきまし

ては、総務常任委員会等で、担当部局との議論や意見交換等やっておりませんので、過日、一部報道

記事等で私の質問が重複する場合もあろうかと思いますが、その点についてはご理解をお願いしたい

と思います。それでは、質問に入らせていただきます。 

 置戸町教育大綱について町長に質問いたします。平成２６年６月の地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部改正により、平成２７年４月から、新しい教育委員会制度に移行されました。この

ことにより本町におきましても、地域の実情に応じた総合的な教育に関する施策の大綱の策定が義務

付けられたところであります。これにより今年１月に、平成３１年までの５ヵ年計画として置戸町教

育大綱が策定されました。この教育大綱が去る１月２２日に、町の総合教育会議におきまして決定さ

れたところであります。またこのことにつきましては、新聞等でも報道されておりますし、町のホー

ムページにもこの大綱については公開されております。 

 この大綱の中では、策定の趣旨、大綱の位置付け、大綱の期間、基本目標、基本方針の５つに大別

されております。この５番目の、大綱の基本方針の中におきましては、生涯学習の推進、学校教育の

充実、生産教育の推進、スポーツの振興、芸術文化の振興、国際地域間交流の推進など大きく６つの

基本領域が設定されております。いずれも本町の教育確立文化の振興に欠かせない重要なものと認識

いたしますが、この中から次の３点について、より具体的な推進の方策と実施の方向性について町長

に考えを伺います。１点目につきましては、生涯学習推進の中での、生涯学習ボランティアの育成に

ついてであります。２点目につきましては、学校教育の充実の中の小中一環教育の推進。３点目は、

国際地域間交流の推進の中の国際感覚の育成、地域間交流、以上この３点について町長に今後の方向

性についての考えを伺いたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔登壇〕 置戸町教育大綱の具体的な推進、方策についてということでありますが、ご案内 

ございましたけれども、議員もご承知されていることでありますけれども、法律が変わりまして、そ

の施行が昨年の４月１日から施行されるということになりました。 

 この改正内容でありますけども、一つは、教育行政における責任体制の明確化を図るために、教育

委員会の教育委員長と教育長を一本化した新しい教育長を設置するということが一つであります。も
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う一つは、地域の民意を代表する市長、町長ということでありますけれども、この町長との連携化強

化を図って、教育政策の方向性を共有するために全ての地方公共団体に、首長と教育委員を構成する

総合教育会議というのを設置することが、この改正法律の中で義務付けられたわけであります。また、

その総合教育会議において、教育に関する大綱を市長が首長が策定することなどが義務付けられたわ

けであります。本町では、昨年８月２６日に置戸町総合教育会議を設置しまして、これまで２回の会

議を開催し、その中で置戸町教育大綱というものを策定したわけであります。この教育大綱は、平成

５年に制定されました、置戸町教育目標、それと第５次の置戸町総合計画に基づいた内容としまして、

計画期間も総合計画と同じく、平成２７年度から平成３１年度までの５年間としたわけであります。

また、この大綱では、第５次の総合計画の町づくりの基本目標の一つであります、ふるさとを愛する

人と心を育む町づくりを基本目標としまして、議員からもご照会がありましたように、６つの領域を

基本方針として定めたところであります。 

 そこで、ご質問の３点について具体的な推進方策と実施の方向性ということでありますが、初めに、

生涯学習ボランティアの育成ということでありますが、生涯学習の推進のために社会教育関係団体等

の活動を通して得た経験といいましょうか、そうしたことを活かして社会参加あるいは地域づくりを

進めることが大切だというふうに考えております。町内には、置女協あるいは置青協、子ども会、文

化連盟、体育協会等の団体活動がまさしく生涯学習ボランティアとしての活動でありますし、地域づ

くりの一翼を担って頂いているというふうに思っております。また、自治会や福祉ボランティア団体

の他、図書館では複数のボランティアが活動しております。このように本町では、生涯学習ボランテ

ィアに相当する活動が今日まで長く継続されていますので、これらの活動をさらに進展するような支

援をこれからもしていきたいというふうに思っております。 

 次に、国際地域間交流の推進では、外国語指導助手、通称ＡＥＴと言っているわけでありますが、

引き続き配置をして、こどもセンターどんぐりを初め、各学校へ派遣することで幼少期から外国の言

葉や文化に触れることによって、少しでも国際感覚の育成に繋がるよう期待しているところでもあり

ます。また、一般の方を対象に海外旅行で使えるトラベル英語教室と言っていいかどうか分かりませ

んけれども、そんな英語教室などを開催して、ＡＥＴと交流しながら学ぶ機会ができたら、お互いに

刺激になるのかなというふうにも考えているところでもあります。他の地域との交流では、ご承知の

ように東京や札幌のふるさとおけと会との交流、それから置戸町ふるさと運動としての機関紙「常呂

川」やふるさとカレンダーの発行など、置戸の情報を発信して交流をこれからも継続してまいりたい

と、このように思っているところであります。 

 最後に、今回新たに基本方針に掲げました、小中一環教育でありますが、現在の小学校・中学校と

いう独立した枠組みを維持したまま、小中一環教育学校に準じた形で教育を行う小中一環型の小学

校・中学校を考えているわけであります。小学校・中学校が目指す、子供像を共有し、義務教育９年

間を見通した教育過程の編成が必要だというふうに考えているわけであります。そのためには、小学

校の教員は自らが指導する内容が中学校における学習にどのように繋がっているのか。また、中学校

の教員は小学校における学習の程度というものを把握した上で生徒指導をするために、互いの教職員

が授業を見学したり、あるいは合同研修会などを行いながら、学力観、授業観というものを共有する

ことが重要であろうというふうに思っております。加えて、一貫した義務教育９年間での生徒指導上
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の成果と児童生徒の変容などを可視化し、共有し、改善に繋げていかなければなりません。小中一環

教育を推進する上での課題は、他にも地域との連携など多くあるわけでありますが、具体的には、平

成２８年度中に学校の中に推進委員会を立ち上げまして、共通理解を図るところから始めていきたい

というふうに考えております。いずれに致しましても、今回策定した、置戸町教育大綱を町民の皆さ

んと共有して、基本目標であります、ふるさとを愛する人と心を育むまちづくりの発展に向けて、全

ての教育関係者、さらには保護者や地域の方々と広く連携して本町教育の一層の充実に努めてまいり

たいと、そのように考えているところであります。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員〔一般質問席〕 まず１点目ですが、生涯学習ボランティアの育成ということで、町 

内にはたくさんの関係団体があるということで、それらを含めて今後具体的にそういった形の団体の

力を借りながら生涯学習ボランティアの育成に努めていきたいということですが、基本的にはそれを

取りまとめるといいますか、それらをしっかりと束にしていく、行政側といいますか、その発揮する

ためのシステムといいますか、それが必要でないかと思います。特に、中心になるのは社会教育課と

いいますか、公民館といいますか、そっちの方が中心になろうかと思いますけど、町内だけでなく、

置戸町には４地区ありますので、それぞれの地区にそれぞれの特色があるそういった団体もあります

ので、ぜひその辺の特色がある地域の力を出しながら上手く社会教育課の方でリードしていければ、

この生涯学習ボランティアの育成ということでは、新たな団体の育成になっていくのかなという、そ

ういう思いもしております。 

 それから、国際感覚の育成ということで、ＡＥＴを中心にした英語教育をさらに推進していきたい

ということなんですが、かつては高校生の海外ホームスティ授業というのが、アメリカのベレア市で

すか、交流したことがあります、過去に。これは経ち切れになったんですけど、基本的にはこういっ

たある程度回想は別として、一定程度町民のこういった海外に出向いていろんなことを研修、検討す

ることも必要ではないかと思っています。今年といいますか２７年度の１００周年の事業の取りまと 

めの中で、企画課の方で取りまとめを行ったわけですが、私は個人的に一住民として、せっかく 

１００年ということなので、以前に北海道の方では、道民１００年の船だとか、あるいは中学生、小

学生といいますか、子供の海外ジェットツアーとか、そんな事業をやった記憶があるので、ぜひこの

１００年を記念してそういったこともどうかということを提案したことがありました。当然これは、

費用のかかることだし毎年ということにはなりませんけど、そういったとりあえずは英語っていうこ

とになるかと思いますけど、そういったことを身に付けた町民が現実的に海外に行って、自分の身に

付けた英会話とかを実証できるような、そういう交流事業をやれたらどうかなというのが１点ありま

す。 

 それから、国内的にはずっと続いてきました、多摩市との隔年での小学生の交流訪問をやったわけ

ですが、なかなか相手があって相手の方も、こえを永続できないというような話でありますが、非常

に町内の子供にとっては、町から出てそういった他所の大都会ですか、そういったところでいろんな

見聞を広めていくっていうのは、子供のうちから大事なことではないかと思いますので、今回、多摩

市とはどういうことになるのか分かりませんけど、いずれにしろこういった事業というのは、地域間

交流の中でぜひ国内的にも何らかの形で進めていただけたらどうかなと思っています。この２点につ
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いて町長の考えがありましたら伺いたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕１点目の、生涯学習ボランティアの育成に関係することでありますけれども、生涯 

学習云々ということも含まさるんですが、ボランティアの部分で申し上げるならば、置戸の中での４

地区共通のある種悩みでもあるし課題でもあるんだと思いますが、やはりボランティアに関わってき

ている人たちが大分高齢化してきたという現状があると思います。それには当然ながら次の世代の人

たちが、その役割を担っていくということが流れとしては非常にスムーズなわけでありますが、しか

し現実はなかなかその次の世代に上手くバトンタッチが遅れているという感じがあると思います。そ

の辺のことは現在中心的なボランティア活動をやっていただいている人たちのご意見を伺いながら、

そして次の、そしてその次の世代も含めてでありますけれども、このボランティアのあり様というも

のについて、やはりもう少し掘り下げて議論していく必要があるだろうというふうに思います。すべ

てのボランティアという部分についていえば、そういうふうに申し上げていいんだというふうに思い

ます。生涯学習に関係する部分で申し上げるならば、先程申し上げましたように、長い置戸の地域活

動と言ってしまえばそれまでのことだと思うんですが、長い間培ってきた、また蓄積というものがあ

るわけでありまして、そうしたことがこれからもやはりベースになっていくんだろうなと、こういう

ふうに思います。 

 それから、国際交流あるいは地域間の交流のことでありますけども、国際化というか国際交流とい

う部分で考えますと、やはりお互いが、地域間の交流もそうなんですが、やはりお互いがウインウイ

ンの関係でないと、なかなか進展するというのは難しい状況にあるのかなというふうに認識している

ところであります。特に、国際交流という部分になりますと、国際感覚といいましょうかそういうも

のを身に付けるといっても、決められた期間の中で出かけて行ったから、あるいは外国のどこかに何

日かいたから、それで一定程度何かが生まれるというものではないと思います。そういった意味では、

やはり今申し上げましたように、お互いが行き来をする関係、こういう関係を結ぶことによっての交

流事業を考えていかなければならない状況なのかなというふうに思います。国内の地域間の交流の部

分もそうでありますけれども、多摩市と長い間お付き合いをしていただいて、今日もまだそれは続い

ているわけでありますけども、子供の交流については、なかなか多摩市の方での受け入れ態勢が十分

対応しきれないというようなこともあって、これから具体的にどうしていくのかっていう検討をしな

ければならないというのが今の状況であります。ただ、今日まで受け入れていただいた多摩市の永山

地区の皆さん方も、先程、置戸のことで申し上げましたけれども、永山地区の人たちも非常に高齢化

してきてまして、受け入れるという気持ちはあっても、現実的に言えば、ホームスティとして受け入

れてくれる家庭が非常に少なくなってきていると。また、そういう状況でもなくなってきていると。

いわゆる小学校の生徒が永山地域の中においても、非常に少なくなってきていると、そういうような

現実の問題も相手側として抱えているということも含めて考えますと、これからの新しい交流といい

ましょうか、国内交流といいましょうか、そんなことも考えていかなきゃならないのかなというふう

に思います。 

 いずれにいたしましても、新しい交流先といいましょうか、そんなことも含めて考える上では、や

はりお互いがプラスになる、そういうものがないとなかなか踏み切れないんじゃないのかなと、それ
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はお互いがいえることなんだろうというふうに思います。いずれにいたしましても、いろんな機会を

通して置戸の子供たちももちろんそうでありますけれども、置戸の町民の人たちが他の地域の人たち、

あるいは他の町の人たち、あるいは外国のことも含めてでありますけれども、そうしたことが検討す

るそうした状況に今あるのかなと、そんなふうに思います。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員〔一般質問席〕 生涯学習については、非常に今年１００年の歴史を一つの契機とし 

て、また新たな一世紀に踏み出したということの中では、非常に幅の広いことだと思いますが、この

１００年の置戸の歴史というものを次の世代に十分に繋いでいく、そういった一つの先人の思いを置

戸の歴史として是非繋いでいってもらいたいと思います。それがどういう形なのか別として、この中

で置戸の歴史が途切れないように伝わっていく、それをぜひ何らかの形でこの生涯学習の中で繋いで

いってもらいたいなと、そういう思いがあります。 

 それと、地域間交流につきましては相手があるということで、なかなかこっち側の思いだけでは上

手くいかないというかそういったこともあって、多摩市との交流については、２０年以上の歴史があ

るわけですけど、非常に残念というか新たなこの課題を見ながら、次のステップにその課題を取りな

がら、今現在では模索しているということですが、置戸的には姉妹都市があるわけでもないし、具体

的に置戸と本州なり、他の地域との具体的な繋がりがないので、この問題についてはなかなか面倒な

ものかなとは思うんですが、是非これからの地域間交流とは大事なことだと思いますので、お互いの

文化を知るということでも今後の置戸の歴史を築いていくということにおいても大事であると思いま

すので、ぜひ今後もこれについては模索して新たな展開を探っていっていただきたいと思います。 

 もう１点、最後の一番町民の方が注目されている、小中一貫教育の推進ということについて質問し

たいと思います。これは、置戸タイムスでも教育長のコメントなんかも入ってまして、札幌の方では、

中高一貫というのも、私立ですか、札幌の市立高校と中学校の関係で、そういったことも聞いたこと

があります。置戸は、小学校・中学校町立ですので、こういった一貫教育の推進ということで新たな

注目される一つの教育システムかなと考えております。この教育的な効果、それから狙い、そしてそ

の仕組みを今後１年間推進委員会を立てて、小学校・中学校それぞれ先生方が自分の領域の中でやっ

ているわけですが、それを小中一貫ということでいろんな課題も出てくるんではないかと思いますが、

その中で特に専門的な教科、英、数、体、教育長のコメントの中に入っていましたが、その他に他の

教科として小さい時からこういった教科が子供の将来の教育効果を伸ばすというものを他に何か探る

ものがあれば、その効果の狙いっていいますか、それらについて考えがあれば伺いたいと思います。 

○佐藤議長 町長。 

○井上町長〔自席〕 小中一貫、それから中高一貫というようなことがそれぞれの地域の中で、それぞ 

れの市町村の中でそうした動きがあるのは、私も承知しております。ただ、置戸の場合における中高

ということになりますと、ご承知のように、高校は福祉科ということで、ある種職業高校という位置

付けになっておりますから、そうしたことも含めて考えますと、現状なかなか難しいかなと。難しい

かなというのも、むしろ高校としての特性を活かしながらさらに伸ばしてあげることが、私は少なく

ても今の段階としては正しい方法なんだろうなというふうに思います。ただ、小・中・高それぞれで

ありますけれども、少子化が非常に進んでいるという現状は、やはりきちっと認識しなければならな
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いというふうに思っています。そうした中で、置戸の教育をどう考えていくのかっていうことの議論

は、いつも必要だろうというふうに思っております。その手始めにという言い方は正しいかどうか分

かりませんけども、小学校・中学校の関係で言うならば先程申し上げたような、お互いがきちっと今

の現状含めて理解し合う中での、この小中の教育をどう考えていくのかっていうことの、ある種スタ

ートを今まさに切るような状況でありますので、これからも私共の立場としても、また教育委員会の

立場としてもそうしたことに積極的に関わっていかなければならないと、こういうふうに思っており

ます。 

 それから、国内といいましょうか、東京の多摩市もそうでありますけれども、災害等における関係、

お互いが助け合おうじゃないかという連携、そうした中でも多摩もそうでありますし、また、秋田県

の湯沢もそうでありますけれども、特に湯沢の場合というのは、ピンポイント的に言えばいろいろご

意見あるかもしれませんけれども、しかし間違いなく秋田県の方から置戸町の方に移住をしてきて、

そしてこの集落を形成し、置戸の町のその一翼を担っているという地域も現実あるわけでありますか

ら、そうした歴史的な関係も大事にしながら、この国内における市と町の関係について、より関係を

強くしていきたいというふうに思っております。また併せて、他の地域との中で、置戸の町と共通す

るような、またお互いが共有できるような特色、特徴を持った市や町があれば、そういうとこと交流

を図っていくような検討も加えてやっていくことはやぶさかでないだろうと、こういうふうに思って

います。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員〔一般質問席〕 小中一貫教育の推進の狙いということで、当然教育的効果を小中一 

貫体制の中で効果を上げているということでのこれからの推進なんですが、最近といいますか日本の

ノーベル賞の科学技術の分野で単年度で複数の学者の方が受賞、そういった状況にあります。これは

その先生方のいろいろ話を聞きますと、小さい頃からの動機付けといいますか、そういった自然や科

学のそういった関心をいかに小さい時に動機付けるかという、そういうことも大事だということも一

部新聞報道等に載っておりました。そんなことから、これからいろいろ推進委員会をつくっていろい

ろ小中の先生方と協議しながら進めていくということなんですが、先程申しました、英、数、体の他

に、こういった自然科学の分野にもぜひ、特に理科なんかは興味付けっていうのか、そういうものが

将来の子供たちの科学の分野に進出していってというか、日本もそういった科学、いわゆるそういっ

た技術の分野に立国として、これからも世界に刻印していくという政府の方針もあるようですが、そ

んなことでぜひそういった自然科学の分野に取り組んで、小さいうちからそういった子供たちの関心

や情勢、それをぜひこの機会にどんなことも議題の中で議論していっていただければ、立派な小中一

環教育体制ができると思います。これで私の質問を終わります。 

○佐藤議長 これで一般質問を終わります。 

                                   

    ◎散会の議決 

○佐藤議長 以上で本日の日程は全部終了しました。 

  お諮りします。 

 明日３月１４日、明後日３月１５日は、置戸町議会会議規則第９条第２項の規定により議会は休会
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にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 明日３月１４日、明後日３月１５日は、休会とすることに決定しました。次の議会は、３月１６日

に議会を行うこととし、定刻に開会します。 

                                   

    ◎散会宣言 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労様でした。 

散会 １３時５３分 
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平成２８年第２回置戸町議会定例会（第５号） 

 

平成２８年３月１６日（水曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第 ３ 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  日程第 ４ 議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  日程第 ５ 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第 ６ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第 ７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 

  日程第 ８ 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について 

  日程第 ９ 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について 

  日程第１０ 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  日程第１２ 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

               る条例 

  日程第１５ 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  日程第１７ 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例 

  日程第１８ 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第１９ 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２０ 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

  日程第２１ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

  日程第２２ 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第２３ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第２４ 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第２５ 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第２６ 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第２８ 報告第 １号 専決処分の報告について 
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  日程第２９ 報告第 ２号 定期監査の結果報告について 

  日程第３０ 報告第 ３号 例月出納検査の結果報告について 

  日程第３１ 意見書案第１号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める要望意 

                見書 

    

○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号） 

  日程第 ３ 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

  日程第 ４ 議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  日程第 ５ 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第 ６ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号） 

  日程第 ７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 

  日程第 ８ 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について 

  日程第 ９ 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について 

  日程第１０ 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例 

  日程第１１ 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  日程第１２ 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

               る条例 

  日程第１５ 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  日程第１７ 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例 

  日程第１８ 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第１９ 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２０ 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

  日程第２１ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

    

○出席議員（１０名） 

１番  前 田   篤 議員     ２番  澁 谷 恒 壹 議員 

３番  髙 谷   勲 議員     ４番  佐 藤 勇 治 議員 

５番  阿 部 光 久 議員     ６番  岩 藤 孝 一 議員 

７番  小 林   満 議員     ８番  石 井 伸 二 議員 

９番  嘉 藤   均 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 
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○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  菅  野  博  敏        総務課参与  東        誠 

  町民生活課長  鈴  木  伸  哉        産業振興課長  坂  口  博  昭 

施設整備課長  大  戸  基  史        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総 務 係 長  芳  賀  真 由 美 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  図 書 館 長  深  川  正  美 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  菅  野  博  敏（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  田  中  英  規       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、２番 澁谷恒壹議員及び３番 

髙谷勲議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○田中事務局長 本日、議会から提出された事件は、次のとおりです。 

 ・意見書案第１号。 

 本日の説明員は、先日のとおりです。 

 本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

 報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予 

                  算（第８号）から 

    ◎日程第 ６ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計 

                  補正予算（第３号）まで 

               ５件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）から日程第 

６ 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの５件を一括議題

とします。 

 １１日の議案説明に続き、これから質疑を行います。 

〈議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）〉 

○佐藤議長 まず、議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第８号）。 

  １４ページ、１５ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。２款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １６ページ、１７ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １８ページ、１９ページ。 

  ３項戸籍住民登録費、４項選挙費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２０ページ、２１ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２２ページ、２３ページ。 

  ５項統計調査費 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２４ページ、２５ページ。 

  ３款民生費、１項社会福祉費。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 臨時福祉給付金に要する経費のところで、満額でなくて１６％ぐらい支払いでき 

ていないというのがあったというふうに聞きましたけども、その辺の理由を分かっていたらお知ら

せください。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 臨時福祉給付金に係る給付の状況でございますけれども、ご説明した 

とおり、予算上の人数に対しましての実施率を８４％ということでご説明したところでもございま

す。そのほかに、条件に当てはまらない方の申請が、実はそのほかに１２２名ほどおられまして、

単純に予算の人数に対しますと、９９．３％の申請をいただいたところでございます。予算上の人

数を抑える時に、町民税の非課税が何人いるか、確実な数字も抑え切れなかったと。それに合わせ

て、課税者の扶養になっている場合についても対象とならないということ等もございまして、あく

までも予算上は見込の数字で計上していたということでございますので、そういうことでご理解い

ただければと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２６ページ、２７ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２８ページ、２９ページ。 

  ２項児童福祉費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 ２９ページの老人福祉事業支援に要する経費の委託料ですね。指定管理者の委託 

料が１，２６０万円ほど追加されたんですけど、その理由としては、４，１６０万円の収入減とい

うことなんだけど、収入減の主な要因というか、そういったものがあれば教えていただきたいと思

います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 指定管理委託料の収入の減の関係のご質問でございますが、特別養護 

老人ホームと養護老人ホームの特定生活介護の部分で申し上げますと、これが介護報酬ということ

で収入が見込まれてございますけれども、やはり入所者の長期の入院が主な要因になるのかなとい

うことでございます。合わせて、どうしても入院が長引きますと退所ということになりますけども、

入れ替わりが非常に多くて、現在は、特別養護老人ホームは満床の５７人が入ってございますけど

も、なかなか５０人に至らなかったということでの大きな介護報酬、収入の減になるのかなという

ことでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３０ページ、３１ページ。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３２ページ、３３ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３４ページ、３５ページ。 

  ２項清掃費。６款農林水産業費、１項農業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３６ページ、３７ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 ３７ページ。負担金補助及び交付金の、強い農業づくり事業の補助金で伺います。 

１億５９０万円ということで大きな補助事業で、ちょっと中身について聞き漏らした点があったん

ですが、北見市の方にも施設をつくるということでの、北見市での施設の内容についてお知らせ願

いたいと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 丸富青果さんの方、北見事業所持ってまして、北見市で行う事業といたしまし 

ては、集出荷貯蔵施設８１０平米の施設整備と玉ねぎの選果設備でございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 これは国の補正予算で、ＴＰＰ関連予算ということで承知していますけど、この 

事業計画の採択というか交付申請だとかその辺の運びっていうのは、どのようになっているのか。

一定程度もう既に国の方から内示っていうか交付の内示を受けている事業なのかどうか、その辺お

聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 これの申請につきましては、事業主体であります、有限会社丸富青果が農業の 

コンサルタント契約を結んで、計画書の作成から進めています。それと、もう１点でありますが、

計画書を出しまして、平成２８年３月１日付けで計画の承認、それから補助金の割当て内示がなさ

れています。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 国の補助金で町を通すということでの事務作業が町の方でやる形になってますけ 

ど、現実的に例えば、これから内示を受けて、概算払い、精算払い、事業関連ということで町とし

て道の方にあがっていくという形になろうかと思うんですけど、こういった事務手続きの中で、一

般的には国の補助事業については、当然補助金は付くんですけど、そのほかに市町村に対する事務

補助とか事務経費だとか、それに対する経費というのは、今回のこの事業については付いていない

んでしょうか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 今回の事業につきましては、そういうような経費は付いておりません。あくま 

でも事業主体から上がってきたものを間接補助事業者として道の方に経由進達してまいります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 そうすると、この補助申請の流れとしては、全く市町村としては、振興局に対し 

て進達業務のみということで足を運ぶとか、交付申請についての事業者と事業主体と一緒にヒヤリ
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ングを受けるとか、そういった作業は一切ないということでよろしいですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 この計画につきましても、申請段階においても振興局で１回、それと最終です 

ね、補正決まった時には振興局の方が置戸町に来ていただいてヒヤリング等は、私も同席して受け

ておりますが、今言った、この補正予算決定後の補助事業者としての流れについては、一般の補助

事業と一緒の流れというふうにご理解ください。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 今の補助金のこと関連してなんですが、平成２７年度の補正予算の分ということ 

での中からの補助金だというふうに思いますけれども、２８年度も同じようなＴＰＰ絡みのいろん

な事業に対する国の補助というのがメニューとしてあると思うんですけれども、例えば、今回１億

円を置戸町分でということで補助金いただいたという形になると思うんですが、これ道なり、国な

りっていう方からの目線で見ると、２７年度分で置戸町さんに１億円補助金を出しましたよねと。

２８年度で例えば、ほかの事業で手を挙げる方がもしおられた時に、置戸町さん１億円もういって

いるので勘弁してくださいとかっていうことにはならないんですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 議員がご心配のようなことはありません。農業のＴＰＰ対策含めて大型補正ご 

ざいましたが、２８年度についても当然ＴＰＰ対策ですね、農業経営者の体質強化という、経営安

定対策ばかりではなくて、体質強化という部分で多くの予算が付いてますが、あくまでも事業ごと

の計画に基づく計画承認でございますので、この民間事業者への補助というのは初めてのケースで

ありますが、これは説明したとおり、あくまでも農畜産物の輸入拡大ということで、平成２７年度

に当初予算では特別枠で３０億円と。補正予算で農畜産物の輸入拡大を早めようと。１兆円目指し

てということで、平成３２年までにそれを達成しようということで補正組まれたものですので、ほ

かの事業に影響を及ぼすということはありません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３８ページ、３９ページ。 

  ２項林業費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 ３９ページで、岩藤議員の関連になるかと思うんですが、草地畜産整備事業に要 

する経費ということで、これも基本的にはＴＰＰ対策の一環の事業かと思われるのですが、１２月

にＴＰＰの関係で影響ということで町長に質問したんですが、今後、このＴＰＰが発効されると、

北海道的に言えば、酪農畜産に非常に大きな影響を及ぼすという懸念がされております。そんな中

で、今回、草地畜産整備事業、公社営事業がスタートするわけですけど、この事業全体を見ますと、

５年間ぐらいで１２２ヘクタールということで全体事業が置戸的には、８，８００万円という総事
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業費なんですけど、いかにも少ないかなという気はしているんですね。そういったことを比較する

と、置戸は酪農畜産で非常にウエイトが高いので、今後において特にいろんな面で国の方も農水省

も畜産クラスター事業のことを踏まえて総体的に酪農も力を上げようという、そういう施策が見え

ているんですけど、今後においてもこれに関連して置戸的に２７、２８年予算を含めてそういった

畜産酪農に対する大きな支援事業ということで現場の方でそういった声が挙がっているかどうか聞

きたいのですが。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 議員のおっしゃるとおり、今回の公社営の事業につきましては、平成２６年度 

補正から始まった、畜産クラスター事業を後押しするという形で、当初は２８年度新規事業であり

ましたが、畜産クラスター事業を後押しする飼料畑の改良ということであります。議員ご指摘のと

おり、きたみらい全体通しても、草地基盤改良、置戸町が多い状態になっていますが、草地の状況

を、この辺は基本だということで置戸町としても草地の整備は重点を置いて進めていきたいと思っ

ております。 

 議員のおっしゃるとおり、ＴＰＰ対策で農水省の方、予算措置されていますが、まず一つとして

は、置戸町としては昨年から始まっています、置戸町畜産クラスター協議会で進めております計画

に基づきまして、本年度も酪農家さんたちの機械リースの事業の方を、今、農水の方に申請書を上

げている段階であります。これにつきましては、置戸町からは要望聞き取りをして、２１名の酪農

家、畜産の方が機械リースに手を挙げている状況でありますが、予算の配分内示等については、ま

だない状況であります 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４０ページ、４１ページ。 

  ７款商工費。 

  １番。 

○１番 前田議員 一般質問の中でもお話させていただきましたが、負担金補助及び交付金の中の置 

戸町民有林振興事業補助金が１３０万円執行残になっております。この予算については、植栽だけ

じゃなく、除伐、間伐等の財源になっていることも知っておりますが、残るというのは非常にもっ

たいないことだなと思いますので、なぜ残ったのか理由を教えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 説明させてもらいましたが、当初計画８０ヘクタールが６２ヘクタールに実施 

面積が少なくなったということでございますが、これも道の補助金の割当て等含めてであります。

ただ、これについては、造林事業で減額して説明していますが、森林組合と連携を取りながら、う

ちの町有林ばかりということにならないものですから、民地の植林等に補助金がいくように、地拵

えを１箇所、１年繰り延べにして、森林組合さんの方の植林に使えるような形でという努力をして

いますが、道からの予算配当、これの減額によってということでご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４２ページ、４３ページ。 

  ８款土木費、１項土木管理費、２項道路橋梁費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４４ページ、４５ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４６ページ、４７ページ。 

  ３項河川費、４項住宅費。９款消防費。１０款教育費、１項教育総務費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４８ページ、４９ページ。 

  ２項小学校費、３項中学校費。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 小学校、中学校もそうなんですが、電気使用料ということで減額されております。 

灯油の部分、燃料費ということで燃料費が安くなってということで、各項目で施設で減額というの

は理解できるんですけれども、電気料が安くなってというのが分からないんですが、その辺り説明

お願いいたします。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 今の電気料の関係でご説明いたします。当初、平成２７年度予算計上の時には、 

その前に４月から、北電から電気料金２０％値上げの通知がきておりました。それで２０％値上げ

の予算計上をしていたところでございますけども、実際に電気の使用を始めますと、使用料に対し

て２０％の値上げということで、基本料はそのままの料金でございました。そのため、全体的に電

気料金の値下げ、余剰が発生したところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 ほかの施設では出てこないんですよね、電気料というのは。これ学校教育という 

か教育委員会側だけがそういう情報でということだったんですよね。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 一応、小学校管理、中学校管理につきましても、電気料は割りと大きな金額で 

すので、それに対する影響というのが大きかったかなというふうに理解はしています。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５０ページ、５１ページ。 

  ４項社会教育費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 ５１ページ、森林工芸館に要する経費の委託料で５７０万円ほどの減額になって 

いますけども、当初の予算額は１，０００万円で５７０万円だから半分以上の減額ということなん

ですが、この委託料の経費については、一般財団法人の人件費に相当額を充当するということを聞

いておりますが、一般的に今この充当している法人に対する販売員が何人で、専務も人件費に入っ

ているのかどうか、その内訳といいますか、教えていただきたいのですが。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 ただ今の議員のご質問にお答えさせていただきたいと思います。 

 昨年より、オケクラフト流通普及協会が一般社団法人置戸森林文化振興協会に変わりましたとい

うお話は既にご理解いただいているところでございます。この一般社団法人の森林文化振興協会に

対しまして、森林工芸館の販売業務を中心とした素材調達業務を含めた業務を委託しているところ

でございます。 

 この委託料として１，０００万円を予算で見させていただいております。現実的には、人件費相

当ということで、議員が今おっしゃられたとおりの話でございますが、その充当分、積算根拠とし

ましては、専務理事の人件費、それからパート販売員１名の人件費、そして作業員１名の人件費、

この３名分の人件費を積算根拠充当分として数えているところでございます。残り、社員としまし

て、販売員２人おりますが、この２人につきましては、社団の中の経費の中から支出をしていると

いう状況でございます。専務理事、パート販売員、それから作業員の賃金で１２ヵ月で積算をして

おりまして、それが１，０００万円近い数字を弾いていったところなんですが、４月１０日に社団

は立ち上がっているんですが、事業会計年度としましては、７月、６月という流れの中で３ヵ月マ

イナス分があるものですから、その部分で７００数十万円で委託契約をしてございます。さらに、

先日の説明で申し上げましたとおり、予定しておりました作業員の雇い入れができなかったという

ことによりまして、その作業員賃金相当分になります、３８０万円程度、これが減額となりまして、

今回減額補正をさせていただいた次第でございます。以上です。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 分かりました。今の説明の中で、３名のほかに販売員２名分、その方は法人の経 

費の中で人件費を充当するということだったんだけど、収入は何処から出るんだろう。例えば、そ

の手数料だとか法人のほかの収益事業の中からその人件費を充当するという、そういう考え方での、

ほかの２名の人件費の充当というのは、ちょっと教えていただきたいんですけど。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 お見込みのとおりでございまして、いわゆる売り上げ等の中から２人分の販 
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売員の経費を支出してございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５２ページ、５３ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 公民館教室行事に要する経費ということですけども、健康と長寿を祝う集いの集 

まりが非常に悪いという話をお聞きしました。確か５２％という説明でしたけども、その辺につい

て、今後の対策といいますか、今後もそういう推移でいくのか心配なところもあるんですけど、そ

の辺のお考えをお聞かせください。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 ただいまの健康と長寿を祝う集いの参加率の向上についてということでござい 

ますが、５２％という数字を報告させていただきました。今年度２７年度は５２％ということでご

ざいますが、参考までに過去３年ほどの参加率を報告させていただきますが、やはり５０％、５２％、

５３％、その辺りを上下しているような状況でございます。地区によって大分数字が違いまして、

置戸地区がちょっと落ち込んでいるというような状況でございます。各地区は、秋田や勝山ですと

７割を超えているというような状況がございますので、そういう意味では置戸地区の参加率が問題

かなというふうに考えています。ただ、高齢化に伴って足の問題がありますので、バスをというお

話なんかもいただいているんですが、なかなかそこまでできていない状況でございます。その辺も

含めて今後検討の必要があるのかなというふうに思っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５４ページ、５５ページ。 

  ５項保健体育費。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 体育施設管理に要する経費の委託料についてなんですが、ここで１８万２，００ 

０円の減額というふうになっておりますが、まず、この根拠というか、なぜ減額なのか教えていた

だきたいんですけど。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 南ヶ丘スキー場の整備管理等委託料でございますが、この契約は、毎年単年度 

契約ということで、毎年予算も諸経費の計上分ですとか、人件費の値上げ分ですとか、そういうも

のも含めながら積算をしておりまして予算を計上させていただいています。その都度、契約行為を

しておりますので、その中で見積もりの中で契約額と予算額の差が出たということで、その分の金

額ということでご理解いただきたいと思います。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 ちょっと厳しいことを言うので、もし正しい答弁ができなければ後程ということ 

でお願いをしたいなと、あえて言っておきます。まず、昨年の予算の中で、修理費、ここで圧雪車

の総合メンテナンス５０万円という予算がありました。実は、今シーズンのスキー場のオープンが

遅れた理由が、当初は、雪不足だというふうに理解をしていたんですが、１月８日にオープンしま

した。実際に、スキー場のゲレンデ状況を見ると、これは１２月２５日でもオープンできたと。そ

れ以降、あまり大きな雪は降っていませんから、それでなぜ１月８日まで遅れたかという部分につ

いては、実は、圧雪車の修理、正常に動くまでのこの期間がこの時間に要したというふうに理解を

しました。そこで、総合メンテナンスはいつ、圧雪車の総合メンテナンスはいつ行われたのか。そ

れに対する対策はいつやったのか、そこを教えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 圧雪車のメンテナンス５０万円の関係でございますが、手元に資料持ち出せて 

おりませんので正確な日にちまで記憶していないんですが、１１月に実施をしております。１１月

の下旬だったと記憶しておりますが、当町も業者さんになるべく早い日程でお願いしたいというこ

とでお願いしていたんですが、それを受けています業者さんのほかのスキー場等も予定が入ってい

るということで、順番的に１１月下旬ということになりました。この時点では、一定程度の点検を

していただいて、悪い部品等見つかった部分は交換等もしていただいたというふうに思っているん

ですが、今、議員からお話がありました、シーズン当初の遅れという部分は、あくまでも雪不足と

いうふうに考えておりまして、機械の修理でオープンが遅れたということはなかったかなと思って

おります。ただ、ご存知のとおり、シーズン途中で２回ほど圧雪車の調子が悪くなりまして、日数

でいいますと、圧雪車としては夜間で１日、日中で１日と、２日間休業になったというふうに私た

ちの方では押さえています。 

○佐藤議長 ３番。 

○３番 髙谷議員 先程も言いましたように、１月８日オープンの時点で判断をした限り、その前に 

大きな雪は降っていないですから、１２月２５日から。それで、昨年のシーズン終わった時点で問

題点はあったんですよ。これは、要するにシーズン終わってから、この１１月にメンテナンスする

までの間にも改修する機会はあったはずなんですよ。それがここまで遅れた原因というのは、そう

いうことではないというふうに思います。それは一端部品を取り寄せたけど、結局それが合わなく

てまたということで３回やってますから、ここで３回。正しい答弁が欲しいんです。今日もし分か

らなかったら後日でいいですから、その辺ははっきり教えていただきたいというふうに思います。 

 それで、この１８万２，０００円については、いわゆる委託契約を結んだ時に、あえて言います

よ。委託契約結んだ時に、全体の予定日数からある程度の割合で、要するに営業日数が減った時に

は、お互いの協議の中で見直すと、委託料。これは実は、委託料３％分ですよ、これ。１８万２，

０００円というのは。あえて言わないつもりだったけども、言いますよ。実質は、昼、夜合わせて

平均で１８．３％営業日数減っているんですよ。それで、どういう協議の中で１８万２，０００円

というのは決められたのか、そこも伺いたいと思います。 
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○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 今の委託料の営業日数との関係でございますが、今回の補正に関しましては、 

あくまでも契約金額と見積もりいただいた予算額との差額ということの減額でございます。おっし

ゃられたとおり、営業日数の関係で３％以上の変動が起きた場合は、見直しをするということがご

ざいます。実は、それをやっておりまして、営業が終わりました後に業者さんと協議をしている最

中でございます。まだ完全に結論は出ておりませんが、大よそですが、４０万何がしの金額は減額

になろうかなと思います。ただ、ご存知のとおり、補正予算を上げる時点では、その金額はまだ分

からないということで、それはご理解いただいて、決算段階で減額をさせていただくということで

ご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 改めてこの部分については減額補正出るというふうに、出るというかそういうこ 

とですよね。今後のあれを見させていただきたいというふうに思いますけれども、冒頭の部分につ

いては、もしそういうことであれば改めて、後日でもいいですから答弁いただきたいというふうに

思います。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 圧雪車の修理の関係等は、後日また改めて報告させていただきたいと思います。 

補正に関しましては財政との協議なんですが、補正予算を議会にかけるのは難しいと思いますので、

決算段階になるのかなというふうに担当では考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５６ページ、５７ページ。 

  １２款公債費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

 ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。１款町税、１項町民税、２項固定資産税、４項町たばこ税。９款地方交付税。１１款

分担金及び負担金、１項負担金、２項分担金。１２款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ６ページ、７ページ。 

 １３款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金、４項社会資本整備総合交付金。１４款道

支出金、１項道負担金。 

  質疑はありませんか。 
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  ４番。 

○４番 佐藤議員 中程の国庫補助金の中の地方公共団体情報セキュリティ強化対策事業の補助金で、 

５２５万円ということの計上でございますけど、後との関連も出てくるんですけど、３，０００数

百万円のマイナンバー制度の中での支出が大きく出ているわけですけど、今回は３，２７７万円支

出ですね。そのうち繰越明許で３，７００万円ほど繰り越しになるということなんですけど、非常

に大きな支出というか、この小さな自治体に対して国のこういった制度に対して、国だけの問題で

はないんですけど、大きな支出が発生していると。それに対する国の補助金が５２５万円というこ

とで、非常にわずかな国の補助だなというふうに見ているんですが、あと地方債が５２０万円ほど

見て、残りは一般財源ということだと思うんですけど、こんな小さな町に対して、これほどの大き

な負担を掛ける割には、国の補助金が小さいんでないかと、そういうふうに私は理解しているんで

すが、そんな中で一般財源に対する特別交付税の措置だとか具体的な国の支援措置っていうのは、

考えられているのかどうかお聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 ただいまご質問いただきました、このセキュリティ強化対策事業の財源を 

含めた町としての財源対策のお話ですけれども、今回この事業につきましては全体で約３，７００

万円程度の事業費になってございます。そのうち、補助対象になっておりますのは、１，０５０万

円です。１，０５０万円の２分の１が国庫補助金で措置をされます。補助対象経費から補助金を引

きました残りについて過疎対策事業債を見込んでおります。それから、その他の部分、２，９００

万円ほど形上一般財源という形になりますけれども、これの約５０％程度を特別交付税の方で措置

をするというふうに情報を頂いております。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 分かりました。それで補助対象経費の２分の１ということで、通常はそういう予 

算の仕組みになると思うんですけど、対象外ということは、何をもって対象外ということなんです

か。対象外っていうのが理解できないというか、マイナンバー制度、基本的には国と市町村と一緒

になってこれを制度化してやっていこうということなので、何か特別な町独自のもので国の対象外

になるような負担金というのは、何かあったんでしょうか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 今回の事業に、補助対象は全部なんですけれども、補助基本額というのが 

設定をされております。これは全体事業に単純に補助率が係る場合と、基準額が設定をされてそれ

に対する補助率で補助金が交付される場合がございまして、ちょっと先程の説明不足でありました

けれども、補助基本額が１，０５０万円に設定をされているというふうにご理解頂きたいと思いま

す。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ８ページ、９ページ。 

  ２項道補助金、３項委託金。１５款財産収入、２項財産売払収入。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０ージ、１１ページ。 

 １６款寄附金。１７款繰入金、２項基金繰入金。１８款繰越金。１９款諸収入、３項受託事業収

入、４項雑入。 

  質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 聞き漏らしたのかもしれませんけども、一般寄附金の中で、流通普及協会から３ 

８９万円ですか、寄附があったというように記憶しているんですけども、それで間違いないでしょ

うか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 間違いありません。 

○佐藤議長 ８番。 

○８番 石井議員 ちょっと不思議に思ったのは、法人化に伴う精算か何かでこの寄附金が発生した 

のかどうか。従前、オケクラフトが流通普及協会ですよね。貸付金といいますか運営のためのお金

を町で貸し出していたもので、法人化に伴う、その中で余剰金というかそういったものが発生をし

て、それを一般寄附の方に回したというようなことで理解してよろしいのでしょうか。 

○佐藤議長 副町長。 

○和田副町長 ただいま流通普及協会からの寄附ということでのご質問でございます。２８年やって 

まして、その間の精算による３８９万円ほどの、協会を解散したことによる余剰金が出たというこ

とです。２８年の積み重ねの中で、その中で単年度収支の中でそれぞれ払うべき税金等精算した中

でやって、その最終がこの金額になったというところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 本来であれば法人化に進む場合、そういった余剰金というものがあるのであれば、 

会社設立のための資本金なり予備的な部分で持っている方がいいのかなというふうに思うんですけ

ど、ちょっと寄附金にするというような決断といいますか、経緯が分かっていればお知らせを願い

たいというふうに思います。 

○佐藤議長 副町長。 

○和田副町長 当然、流通普及協会材料です。それから製品、そういうものも持っておりました。そ 

れで、新法人に引き継げるとこは引き継いでいくというような形で収支を見ておりました。ただ、

どうしても精算したところでこのように２８年の中で多いか少ないかは別としましても、先程も申

し上げましたように、金額が出てくるというふうなところでございますので、これを新法人に寄附

という形にもなりませんし、そうなりますと、またそちらの方での制約等もございますので、それ

よりは町の貸付金を原資として運営をしていたという観点の中から、当然残った部分については、

町の方に寄附をするのが妥当であろうというふうなところで協会の方からそのように聞いておりま
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す。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １２ページ、１３ページ。 

  ２０款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻り願います。 

  第２条 繰越明許費の補正。 

  第２条 繰越明許費の補正は、議案の５ページ。 

  上段、第２表 繰越明許費補正をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案の最初にお戻り願います。 

  第３条 地方債の補正。 

  地方債の補正は、同じく議案の５ページ。 

  下段、第３表 地方債補正をお開き下さい。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 地方債の補正で、今回、５２０万円のセキュリティ対策事業の地方債が予定され 

てますけど、これは繰越明許費っていうことの扱いの中で、今回５９ページの、先程企画課長、過

疎対策債に充当するっていうようなことを聞いたのですが、この部分については、５９ページとは

連動はしてませんよね。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 ただいまの５２０万円の起債ですが、私、先程誤って説明をさせていただ 

きました。過疎対策事業債というふうにお話したんですが、ここでは記載をされておりませんが、

３のその他の１１番目に空欄として作ってございます、一般補助施設整備等事業債、これの該当に

なりますけれども、欄外のところで説明をさせていただきました。本年度繰越して来年度で実施を

いたしますので、本年度の借入額欄には入ってございません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 ５７ページの町債の償還利子がかなり４００万円ほど減っておりますけども、そ 

の理由についてお聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 
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○栗生町づくり企画課長 １２款公債費の、今のご質問は利息の関係だと思いますけれども、その上 

の元金の方とも関連しておりますので、もう一度説明をさせていただきますけれども、町が借入を

している大方のものにつきましては、元利均等償還で一回に返す額が固定をされております。その

中で、近年の借入方式としては、５年ごとの見直し方式というのを取っておりまして、その時点で

の金利情勢に合わせて引き上げになることもありますけれども、最近では引き下げになっている場

合の方が多いという状況になってございます。 

 そこで今回は、平成１６年度に借入したもの３件と、平成２２年度に借入したもの合わせて４件

でこの見直しが行われておりまして、例えばですけれども、１６年度債辺りは、２．０５％であっ

たものなどが１．０５％ぐらいまで落ちております。そのほかにも１．２％のものが０．２％とい

うふうに、１％近い見直しによって率が下がっているという状況がございます。ご説明いたしまし

たけれども、利率の見直しで、今回この減額補正の中では、金額としては１５０万円ほどがこの利

率の改定による減額でありまして、そのほかにつきましては、主に平成２６年度の借入分というの

は、２７年度の予算で概算利率で見積もっておりますことから、平成２６年度の借入を終了いたし

まして率が確定したことによりまして、その他、約２００万円程度ですか、これが不要額として減

額をしているというような内容になってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 今回、開町１００周年記念事業に要する経費等々で補正がございました。実行委 

員会に対しては、８，１６０万円の支出で今回減額が９５０万円と。確か今月の末に、実行委員会

の解散総会等があるようですが、既に今回の１００周年記念事業に関わる決算が終わっているのか

なというふうに思って質問いたしますけれども、この実行委員会に対する支出以外に、各事業に対

して１００周年事業に伴う負担金や補助金で増額計上されている部分等々もございます。２７年度

における開町１００周年記念事業に対する支出総額と執行残というものが分かれば参考までにお聞

かせを願いたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 １００周年記念事業の実行委員会の決算については、まだ終了しておりま 

せん。見込みということで９５０万円の減額をいたしました。実際には事業としては、今月の２０

日の日に境野で演芸会があったり、今、皆さんのお手元の方にお配りをさせていただいております

要覧は、ＤＶＤの作製を含めまして、手元に届いて直ぐに今皆さんのお手元に１日でも早くという

ことでお配りをしているんですが、それの書類はようやく整ったところでありまして、それらの支

出が実はこれからということになってございます。 

 それから、３０日に、１００周年記念事業実行委員会の最後の総会を開催をさせていただく予定

になってございます。この中で最終決算をお示しいたしますけれども、その時に若干の慰労会とい

いましょうか、ご苦労さん会的なものを総会後にも予定をしてございまして、それらの経費はまだ

発注をしておりませんので、それらも含めた最後の決算を３０日にお示しをすることになると思い

ます。それから、直接町の方の一般会計予算に計上いたしました関係ですけれども、今きちっとし

た数字持ち合わせておりませんが、ほとんどの事業が補助金、交付金などに上乗せをした額、その
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まま実行されてきているというふうに今のところそんな認識をしておりました。最後、精査をして

そのことも含めて実行委員会には報告をさせていただく予定でございますので、その中できちんと

報告をさせていただくということでよろしいでしょうか。ちょっと今は、まだ補助事業等の確定の

書類も全部終わっておりませんので、そういう処理をさせていただきたいということでご理解いた

だきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

〈議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）〉 

○佐藤議長 議案第１２号 平成２７年度置戸町国民健康保険特別会計補正予算（第２号）。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第２号）。 

  ６ページ、７ページ。歳出から進めます。 

 ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。３款後期高齢者支援金等。６款介護納付金。７款共同

事業拠出金。 

  続いて、８ページ、９ページ。１１款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。２款国庫支出金、１項国庫負担金。４款前期高齢者交付金。５款道支出金、１項道負

担金。６款共同事業交付金。７款繰入金、１項基金繰入金、２項他会計繰入金。８款繰越金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３８分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の質疑を続けます。 

 〈議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）〉 

○佐藤議長 議案第１３号 平成２７年度置戸町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第４号）。 

  ８ページ、９ページ。歳出から進めます。 

 ３．歳出。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、２項介護予防サービス等諸費、４項高額サ
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ービス等費、５項高額医療合算介護サービス等費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０ページ、１１ページ。 

 ６項特定入所者介護サービス等費。４款地域支援事業費、１項介護予防事業費、２項包括的支援事

業任意事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。１款保険料、１項介護保険料。２款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。３

款支払基金交付金。４款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。５款繰入金、１項一般会計繰入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ６ページ、７ページ。 

  ２項基金繰入金。６款諸収入、２項雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 議案第１４号 平成２７年度置戸町簡易水道特別会計補正予算（第３号）。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第３号）。 

  ６ページ、７ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。２款水道費、１項水道事業費。 

  質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 簡易水道施設管理に要する経費等で、調査委託料、各地域割りでいろいろ漏水の調 

査が行われてきたと思いますけども、その結果といいますか、漏水率といいますか、そういったもの

が今のとこ分かっている部分があればお知らせを願いたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 今年度、漏水調査した区間なんですけども、中里・安住地区の営農用水地区です。 

この地区におきましては、今後簡易水道に移行するために事前調査ということで今年度実施しており
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ます。ただ、当初想定していたよりほとんど漏水がなくということで、今、毎分何リッター漏水して

いるか頭の中にないんですけども、中里・安住地区については、ほとんど影響ないほどの程度の漏水

でありました。来年度につきましては、北光・愛の沢地区に移行していくことになっております。細

かいデータ持ち合わせていないので、申し訳ございません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ８ページ、９ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０ページ、１１ページ。 

  ３款公債費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。１款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。２款国庫支出金、１項国庫補助金。

３款繰入金、１項他会計繰入金。４款繰越金。６款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻りください。 

  第２条 地方債の補正。 

  第２条 地方債の補正は、議案の２ページ。 

  第２表 地方債補正をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）〉 

○佐藤議長 議案第１５号 平成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算の補正は、別冊事項別明細書（第３号）。 

  ６ページ、７ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。２款下水道費、１項公共下水道事業費、２項農業集落排水事業費。３款公債費。 

  質疑はありませんか。 
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  ６番。 

○６番 岩藤議員 農業集落排水事業に要する経費。工事請負費なんですが、境野浄化センター改築工 

事。この説明もう一度お願いいたします。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 工事請負費、２，７２４万２，０００円の減額につきましてご説明いたします。 

当初、平成２５年度に、機能強化事業として一度調査しております。機能強化事業というのは、言っ

てみれば概略設計という範囲でして、補助事業を採択するがための基本調査というような位置付けで

す。それ以前に、置戸の浄化センターですと、国土交通省補助で長寿命化計画の計画を策定して、そ

れが平成２１年度からやっております。位置付けはそれと一緒なんですけども、農林水産省補助の農

業集落排水につきましては、当初、この改築工事については、補助事業がなかったんですけれども、

この機能強化を立てれば補助採択しますよというような位置付けでようやく始まった事業でございま

す。この機能強化っていう名前のものなものですから、壊れたものをただ直すという事業制度ではな

く、適切な維持管理が行われているかどうかというのを判断しながら、もし適切な維持管理をしてい

ながらも支障が生じたものについては、直すというのが大前提でございます。この境野浄化センター

につきましては、硫化水素による影響が非常に大きかったものですから、これは脱臭装置の改築、改

修を行うべきだろうと、この基本計画の時に計画を行ったんですけども、翌２６年度ですね、２６年

度、詳細設計ということで、もう一度、細部まで詳細設計を行った結果、この脱臭装置につきまして

は、当初は、勝山と同じような土壌脱臭という方法を検討していたんですけども、ではなく、今ある

施設の活性炭による吸着法の改修で十分対応できるというふうな判断のもと実施しました。ですから、

この減額となっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入に進みます。 

  ４ページ、５ページ。 

 ２．歳入。１款分担金及び負担金、１項分担金。２款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。

３款国庫支出金、１項国庫補助金。４款繰入金、１項他会計繰入金。５款繰越金。７款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻り下さい。 

  第２条 地方債の補正。 

  第２条 地方債の補正は、議案の３ページ。 

  第２表 地方債補正をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案第１１号から議案第１５号までを通して質疑漏れはありませんか。 



 97

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、ここでしばらく休憩します。そのまま自席でお待ちください。意見調整を行い 

たいと思いますので、議員は議案持参の上、議員控室の方へ移動願います。 

                          

休憩 １１時１３分 

再開 １１時２１分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  ここで、施設整備課長から漏水の質問に対して答弁があります。 

  施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 先程のご質問でした漏水調査の内容ということでご説明いたします。平成２７年 

度に調査いたしました中里・安住区域なんですけれども、全体で１時間に０．８トンの漏水がござい

ました。うち０．２トンにつきましては、自宅宅内での漏水でして、そこを改修して直ぐ漏水が収ま

っております。あと１箇所は、道道北一線ですか、置戸・勝山線上で１箇所漏水がございましたけれ

ども、これについても修繕は終わっております。 

 この漏水調査は、毎年のように行っておりまして、平成２６年度につきましては、置戸市街地の国

道を挟んで上側ですか、大美、拓殖地区っていうんでしょうか、あちらの方を行っております。こち

らにつきましては、時間的にいきますと１時間当たり、１．６トンの漏水がございました。１箇所は、

時間１トン。もう１箇所は時間０．６トンということで、こちらについてもすぐに修繕は終わってお

ります。２５年度につきましては、国道から下地区っていうんでしょうか、本当の市街地区というこ

とで漏水調査を行っております。総体でいきますと、約５．６トン、５箇所ございました。これらに

つきましても、全て漏水の修繕は終わっております。以上で説明を終わらせていただきます。 

○佐藤議長 議案第１１号から議案第１５号までの５件を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）から議案第１５号 平

成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの５件について一括討論を行います。 

  討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

  これで、議案第１１号から議案第１５号までの５件について討論を終わります。 

 これから、議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）から議案第１５号 平

成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの５件を一括して採決します。 

 議案第１１号から議案第１５号までの５件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成

の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 
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 したがって、議案第１１号 平成２７年度置戸町一般会計補正予算（第８号）から議案第１５号 平

成２７年度置戸町下水道特別会計補正予算（第３号）までの５件については、いずれも原案のとおり

可決されました。 

                                   

    ◎日程第 ７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関す 

                  る条例の制定についてからから 

    ◎日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計 

                  予算まで 

               ２１件 一括議題     

○佐藤議長 日程第７ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてから 

日程第２７ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算までの２１件を一括議題とし、

質疑を行います。 

〈議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について〉 

○佐藤議長 議案の順序で行います。 

  まず、議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について〉 

○佐藤議長 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について〉 

○佐藤議長 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条 

例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 
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 〈議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例〉 

○佐藤議長 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について〉 

○佐藤議長 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  別冊の予算書を用意願います。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３５ページ、３６ページ、歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款議会費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３７ページ、３８ページ。 

  ２款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３９ページ、４０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４１ページ、４２ページ。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 毎年聞いていることですけども、職員の健康検査手数料、メンタルヘルスについて 

ですけども、これの実績を教えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 職員の健康検査ということで、議員のまず最初にお話されたメンタルヘルス健診の件 

から説明したいと思います。実は、２７年の当初予算でも、労働安全衛生法が改正されて、平成２７

年１２月から労働者が５０人以上いる事業所では、毎年１回ストレスチェックの検査をすべての職員

に対して実施することが義務付けられたということで、２７年度から、２２年から２６年度に行って
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いましたメンタルヘルス、隔年に一度職員が精神科医に面談というか、そういう健康検査を行ってい

たのを、このストレスチェックに定められたのを踏まえて、２７年からストレスチェックの健康診断

に切り替えております。実は、２７年１２月からということで、今年の２月、３月からこのストレス

チェックを行って、結果は事業所としてまだ把握しておりませんが、今まで平成２２年から２６年度

の間のメンタルヘルス健診で再診まで必要とした職員はおりません。 

 ストレスチェックの中身なんですが、実は、インターネットを使いまして、それぞれの項目チェッ

ク、ストレスチェックの質問表に職員がそれぞれ答えて状況を判定、職員に今の状況を通知するもの

であります。事業所としても、職員の同意を得て結果を保健師さんなりと相談して、場合によっては

受診を勧めるというような形で行うものであります。２６年度までのメンタルヘルスの再健診はあり

ませんでしたし、今回のストレスチェックで、３月の末になると思いますが、結果を踏まえて次のそ

の状況によって次の結果に進んでいく形になっていきます。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員 今、課長の方から説明ありましたけど、民間の企業でも５０人以上のところは、ス 

トレスチェックをしなければならないっていう、去年から変わったと。当然、役場も５０人以上です

からやらなきゃいけないっていうことなんでしょうけども、そうなると隔年じゃなくて毎年っていう

ことになるんですか。また、合わせてネットの方でチェックを入れてってというような説明でしたけ

れども、医者との面談とかそういうことでのストレスチェックということではないっていうことなん

ですか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 まず、第一段階でストレスチェックの結果、例えば、要素があるという場合は、保健 

師なり事業所としてまずその人と話し合って、医師の面談指導という方向にいくという形になってい

きます。まずは結果がどう出てくるかということで。検査は毎年行います。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員 そうだとすれば、この予算額というのは、こんなにかかってくるのかなって思うん 

ですが、いかがですか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 実は、２７年の３月に新年度予算を計上するわけなんですが、それまではメンタルヘ 

ルスの予算計上していて、ストレスチェックがいかほどかかるか、それとストレスチェックの検査の

内容等詳しい項目が、その時点で把握していないというか、病院に依頼するのか事業所の保健師がや

れるのか、そういった部分を踏まえて、実は、１人２，５００円で計上しておりました。実際、新年

度入りまして、いろんなストレスチェックの検査方法があると。インターネット上でもできますと。

それは個人の秘密もありますから、それぞれパスワードを個人ごとに与えて、その人がそのパスワー

ドを開いて、国勢調査と似たような感じですね、そしてその検査を行ってもらうというシステムで行

うようにしたものですから、実は、結果までは格安でできるという経過がありました。５００円とい

う部分であります。当然、毎年この部分でやっていく予定でおりますが、いろんな問題が出たら都度

改善していくという方向でおります。 

○佐藤議長 ６番。 
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○６番 岩藤議員 予算のことも暫定的にっていうことなんでしょうけども、目的は職員のきちんとし 

たメンタル面のチェックっていうことなんだと思います。今、新聞等でほかの町でいろんな話題出て

ますので、また、置戸町内でもいろんな噂っていうか、そういうのは職員のことについては、いろい

ろ聞いているところもありますので、きちんとぜひやっていただきたいというふうに思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 承知いたしました。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４３ページ、４４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 北海道自治体情報システム協議会負担金、４９３万７，０００円ですけども、昨年 

度、１，６００万何がしですか、予算が組まれてますけども、この辺りもう一度、金額がこれだけ減

ったという理由の説明をお願いしたいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 番号制度導入に要する経費の負担金補助及び交付金。北海道自治体情報システム協議 

会負担金ということでお答えいたします。この予算の経過についてまず説明させてください。この予

算につきましては、平成２６年９月定例議会におきまして、番号制度導入のための業務システム改善

費として補正予算を計上させていただきました。システム関連では、住民票への個人番号の記載や個

人番号のカードを交付のため、また、既設のシステムの改修や個人番号の利用分野では各申請の様式

変更や個人番号の検索機能など、社会保障業務のシステムに関わる業務であります。 

 このシステム改修については、情報連携開始が平成２９年７月となるため、導入テスト等を考慮い

たしまして、平成２９年３月まで整備しなければならないということから、補助金が２６年から２８

年度の３年にわたって補助制度で組まれております。住民基本台帳システム団体内の宛名管理システ

ム、地方税務システムとか国民年金システム、そういった部分を３年間の中でやりなさいということ

で、２６年度は４６０万３，０００円。２７年が１，１８７万５，０００円。２８年、最終年度とし

て４９３万７，０００円の２，１４１万５，０００円が国の方から事業費として計上しているもので

あります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４５ページ、４６ページ。 

  質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 前田議員 備品購入費の一眼レフカメラ、あまり古いようには感じてなかったんですけど、更 

新する理由を教えていただきたいと思います。 
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○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 一眼レフの現在使用しているカメラは、平成２４年６月に購入をしまして、購入 

後３年間経過しております。今の日本のカメラはすごく性能が良くて、すぐ壊れるということはあり

ませんが、今は広報広聴係２名体制で仕事をさせていただいています。今使っているレンズが、遠く

と中距離を撮るレンズなものですから、どうしても近くを撮る子供たちに接写をするというレンズで

はないものですから、そういうものを含めて、そういうものの撮れるカメラを１台購入したいという

ことで、行事が重なるものですから、外で取材をする人間と中で取材をする人間とが重なった場合に、

それぞれのカメラを持って行ってきちっと記録をしていくということで、もう１台購入したいという

ことで予算計上させていただきました。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４７ページ、４８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ４９ページ、５０ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 委託料の一番後段ですね、防犯灯設置委託料なんですけど、これの詳細聞き漏らし 

たので、場所だとか個数だとかその辺教えていただきたいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 今年度、防犯灯設置委託料ということで２５万円計上させていただきました。実は、 

郷土資料館からお寺と山側は電気が付いていないということで暗くて危険という、防犯上の問題で取

り付けるというものです。人感センサー付きで、ＬＥＤ小型角型投光機といいまして、２台設置を予

定しております。設置場所、向きにつきましては、郷土資料館山側と即成寺に向けて人感センサーに

て照射します。人感センサーは、人に対応するため出入りの際に点灯するというもので、付け忘れや

消し忘れの心配もありませんので、省エネ、防犯、危険防止に役立つという考えで設置するものであ

ります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５１ページ、５２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５３ページ、５４ページ。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５５ページ、５６ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 今回、この項目部分には載っていないんですけど、昨年まで行政改革推進委員会に 

要する経費ということで４日間ほどの報酬といいますか、経費がのっかってはいたんですが、今回の

この予算書には削られてますけど、この行政改革推進委員会そのものが既に役割が終わって、本年度

は開く必要性がないという判断で落とされたのか、あるいは何年かに一回行政改革推進委員会を開い

て、その行革大綱に基づいて審議していただくという、そういう時期が今年はないからということな

のか、ちょっとその経過についてお知らせください。それと、昨年度、委員会が開催されたのか、実

績も合わせてお願いしたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 行政改革の取り組みについてのご質問ですけれども、ただいまの行政改革の 

推進委員会の委員さんにつきましては、５年に一度今まで予算を計上してまいりました。平成２７年

度に予算を計上したところであります。現在の行政改革大綱につきましては、平成２７年までを期限

とした大綱になってございます。 

 従前の例でいきますと、この行政改革の取り組み、引き続き進めていくところではあるんですけれ

ども、近年の状況を踏まえまして、この取り組みが行政としては当たり前の取り組みだということで、

最初のスタートの大きなところは、平成１７年の集中行革プランに基づきまして、いろいろと強化を

しなさいということであったんですけれども、取り組みとしては当たり前のことになったということ

で、他の市町村でも実は、この大綱とかそういったものを策定しない中で取り組みはきちっとやって

いくという方向も少し出てまいりました。正直申し上げまして、平成２７年度中、いろいろと他の仕

事と重複いたしまして、会議は開催はしておりませんが、内部で協議を続けまして、引き続き行革に

ついては取り組む予定であります。なお、必要があれば改めて予算の計上もお願いする場合があるか

もしれませんが、よろしくご理解の方お願いいたします。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５７ページ、５８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ５９ページ、６０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ６１ページ、６２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 阿部議員 交通安全対策に要する経費の中で修繕料４９万７，０００円みてますけども、その 

他に１点お伺いしたいのは、置戸の交通指導車があるわけですけども、それぞれの町で既に青灯に変

化をしていると。それと、パトカーに後付けで行灯を付けている、あのこと自体が車検の基準を満た

しているのかどうかいうことが他所から指摘をされていますので、その辺についてお伺いします。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 車載の赤色灯についてのご質問だと思います。車載の赤色灯につきましては、走 

行時の点灯は違法であると、置戸の駐在所長さんからも指導を受けております。また、停車中の赤色

回転灯の回転につきましては、問題ないと言われておりますので、街頭啓発等、交通啓発等の時には

停車中に赤色灯を回しております。自動車本体への赤色灯の継続設置につきましては、適法がどうか

ということは、まだ確認をしておりませんので、この後、警察の方にもご相談をさせていただきたい

と思います。なお、現在の交通安全指導車は平成１０年車で、走行距離が１４万キロとなっておりま

す。財源の関係もございますが、そろそろ更新時期にきているのかなということでありますので、内

部協議を進めて、それに合わせて赤色回転灯の部分についてもきちっと対応して、警察の方にも事前

に相談をして対応してまいりたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ６３ページ、６４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 元気なまちづくり活動支援補助金について、昨年の実績と、今年もまだ３件組んで 

いるようですけども、その他にいろいろ情報といいますか、問い合わせがあるのかないかをお聞きし

たいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 元気なまちづくり交付金、平成２８年度、昨年度３件予算計上させていただいて 

いますが、問い合わせというか、やりたいなってご相談受けているのは、秋田地区で１件ございます。

補助の規定が経費の３分の２以内で２０万円限度とあるので、２０万円の補助を受けるとすれば自己

負担が１０万円必要となってきます。確かに、１０万円を自己負担して３０万円の事業を行うという

ことは大変なことだと認識してますので、今後そういった要望にできるだけ応えるように我々も使い

勝手のいい交付金っていうんですか制度にしていきたいと考えていますので、ちょっとお時間をいた

だきたいと思います。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 嘉藤議員 今、課長の答弁にありましたけど、本当に最近といいますか、使い勝手がよろしく 
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ないということで、非常に件数が少ないという事例になっています。今後とも使いやすい方に改めて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 予算査定時にも、そういう議論をいたしました。１００％補助がいいのか、負担 

金や使用料をきちっと取って運営してもらう方が、そういう方法もないのかって、いろいろ正直言っ

て議論はしましたが、予算査定時には結論が出てませんので、１年間かけて議論しようということに

なってますので、しばらくの間、時間をいただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ６５ページ、６６ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 委託料のところでシステムデータ作成等委託料、今年新しいと思うんですが、もう 

一度説明をお願いできますか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 委託料、新たにシステムデータ作成委託料として今年計上させていただきました。内 

容につきましては、予算額を１３４万５，０００円で、そのうち介護保険支援システムプログラム修

正業務委託料として１２４万２，０００円。介護予防日常生活支援総合サービスの対応、またはバー

ジョンアップに対応するものです。もう一つは、新年度、保健師を採用します。それで、健康管理シ

ステムのインストールに係る委託料です。健康管理システムの末端を増設する経費として、１０万３，

０００円を計上して、合わせて１３４万５，０００円を本年度計上させていただきました。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 ここでしばらく休憩します。午後１時から再開します。 

                          

休憩 １２時００分 

再開 １３時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前引き続きに会議を開きます。 

  議案の質疑を続けます。 

 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書、６７ページ、６８ページ。 

  歳出。２款総務費、２項町税費。固定資産評価審査委員会委員に要する経費から。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 
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  ６９ページ、７０ページ。 

  ３項戸籍住民登録費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ７１ページ、７２ページ。 

  ４項選挙費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ７３ページ、７４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ７５ページ、７６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ７７ページ、７８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ７９ページ、８０ページ。 

  ５項統計調査費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ８１ページ、８２ページ。 

  ６項監査委員費。３款民生費、１項社会福祉費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ８３ページ、８４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ８５ページ、８６ページ。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ８７ページ、８８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 システムデータ更新委託料７００万円。これについてもう一度説明をお願いいたし 

ます。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 養護老人ホーム管理に要する経費の１３節委託料のシステムデータの更 

新委託料の関係についてご説明を申し上げます。このシステムについては、平成２３年度にハード、

それから、ソフトウエアということで、２３年度に導入してございます。導入後５年が経過いたしま

して、ソフトウエアのライセンスが終了となるということで、ソフトウエアとハードウエア含めまし

て、今回、システムデータの更新委託料ということで予算を計上してございます。老人ホーム全体で、

ハードウエア、パソコンですけども、１９台ございまして、そのうちの養護老人ホームに関わる分、

１０台についての費用をここで計上しているところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 その上の修繕料、４６０万円についても、もう一度お願いいたします。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 修繕料の４６０万円についてご説明申し上げます。この内訳といたしま 

して、非常用の発電機の始動用の蓄電池の取り替えがそのうち６５万円でございまして、老人ホーム

開設以来交換されていなくて、耐用年数なり経年劣化によりまして、据え置きの鉛蓄電池１２台の取

り替えを予定しているところでございます。その他に、非常灯の蓄電池取り替えということで３１０

万円を予定してございまして、これも経年劣化によりまして、据え置きの鉛蓄電池５４台の交換を予

定してございます。その他に、暖房用の制御盤、デジタル調整指示計の取り替え、８５万円というこ

とで予定してございまして、事務室とか機械室にこの暖房用の制御装置がございますけども、これも

経年劣化によりまして、デジタル指示調整計というものを８個取り替えるということで考えておりま

す。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ８９ページ、９０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ９１ページ、９２ページ。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ９３ページ、９４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ９５ページ、９６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ９７ページ、９８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ９９ページ、１００ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０１ページ、１０２ページ。 

  ２項児童福祉費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０３ページ、１０４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 委託料の地域子育て支援拠点事業委託金、７８０万円。毎年同額で計上しているも 

のですけども、昨年の実績を教えていただきたいのですが。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 ご質問の、地域子育て支援事業の実績でございます。その前に、この事 

業についての事業内容をご説明させていただきます。ご存知のとおり、この事業については、こども

センターどんぐりの方に委託をしてございまして、子育て親子の交流、それから一時預かり事業、特

定保育事業、子育てに関する相談、地域子育て関連情報の提供、その他子育て支援等に関することに

ついて事業を実施をしてございます。 

 平成２６年度の実績でございますけれども、交流遊び広場ということでの子育て支援事業、らっこ

ルームの方でやってございますけれども、これについては、登録の方２６人に登録をいただきまして、
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年間延べ１，０５８人の利用をいただいているとこでございます。それから預かり保育ということで

実施してございますけども、これについても延べ３１人のご利用でございます。それから一時保育に

ついては、延べ１４人の利用ということで、子育ての相談については、２６年の実績としては個々で

の相談は受けていないというふうに聞いております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０５ページ、１０６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０７ページ、１０８ページ。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 児童遊園地に要する経費のところの備品購入費で、遊具を買うというような説明だ 

ったと思いますが、ここの遊具というのは、一体どんなものをいうのか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 児童遊園地、これは境野の遊園地の方に設置を予定してございますけれ 

ども、ここで見ているのは、対象年齢が３歳から１２歳の、ジャイロ効果、自転運動を利用した回転

遊具２台を考えてございます。その他にも設置済みの遊具ございますけども、新設ということで２台

を考えているということでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 先般行われました、こども子育て会議の中で、児童遊園地７箇所を置戸町内どこか 

一箇所に集約をしようという素案が出されました。また、今回提出されております置戸町過疎地域自

立促進市町村計画参考資料でも、２８年度事業の中で児童遊園地整備事業４，１１０万円というふう

な事業見込みが記されています。今回出されている分は、整備委託料等、一本化された遊園地が実質

使えるのが来年度というような考えの下で今回予算計上されているのでしょうか。実際に、遊園地の

一本化というのが２８年度の中でなされるのかどうかお聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 先般のこども子育て会議の中で、事務局から提案をさせていただいて、 

今いろいろと町内の児童遊園地についても、なかなか遊具が老朽化している分、なかなか遊んでいる

姿も見えないことも含めまして、会議の中でも提案をして皆さんの意見をお聞きしたいということで

話をしてございます。この後、もうちょっと時間を頂いた中で、場所、遊具の内容をどうするかって

いうのは、ちょっと時間をいただいた中で検討していきたいなというふうに考えてございます。 

○佐藤議長 ８番。 

○８番 石井議員 ２８年度中に実施をされる予定なのでしょうか。 
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○佐藤議長 鈴木地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 今しばらくというお話をしたところでございますけども、まだ２８年度 

にするかどうかっていうのは、それを含めて検討したいと、もうちょっと時間はかかるというふうに

考えています。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １０９ページ、１１０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １１１ページ、１１２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １１３ページ、１１４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 赤十字の施設充実事業補助金と。これは、例年町が補助している１，０００万円の 

ほかに、この３，０００万何か事業があるというふうに思うんですが、中身についてお知らせくださ

い。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 赤十字病院の医療充実事業の補助金の中身でございます。まず一つ目に 

は、血圧脈波分析装置等で３９５万円。それから全自動の散薬分包機４６４万８，０００円。それか

ら血管のアクセス用の超音波診断装置、これが１９２万６，０００円。それから上部消化管用の内視

鏡スコープが２７９万１，０００円。それからワクチン管理とかのシステム、院内のセキュリティの

整備等で６６９万５，０００円。それから従来補修管理をやっていますエクセルのＣＴ用の保守料と

いうことで、１，０２６万円。その他、病院の暖房ポンプ他３９３万円でございました。これら合わ

せて３，４２０万円が医療機器等の整備、先程議員からお話がありました、通常年の１，０００万円

合わせて４，４２０万円ということになります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 今の関連ですけど、直接ではないんですけど、去年の決算委員会で、日赤の先生、 

医師の確保ということでずっと募集しているんですけど、４ヵ月に１回のローテーションで旭川医大

から先生が来ているのと、それから毎週ですか、火曜日から金曜日ぐらい先生が来ているということ

で、その経費が細かい数字忘れたんですけど、数千万円というお金を支出しているというような、記

憶が定かでないんですけど決算委員会の中で資料をいただきました。それで、現状の中で、日赤のホ



 112 

ームページを見ますと、医師確保ということで、町長もその中で、何ていうんですか写真出てきてい

るんですけど、そういった中で、今後っていうか医師の確保っていう状況で、どういう状況になって

いるのか。いつまでもずっと置戸赤十字病院が旭川医大の支援を受けて派遣して、これからもずっと

今のとこそういう状況になるのかどうか。それと膨大な旭川医大に対する日赤からの委託金っていう

のか、そういう経費かかっているということなんですけど、その辺の状況っていうのは、どういうふ

うに押さえていますか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 日赤病院の方からお話を聞く中では、２７年ですね、昨年、実は募集を 

していたということで、福井の方から医師の方が置戸町を見に来たといいましょうか、そういうこと

で来たことがございました。地域医療の中身とか各施設をご覧になっていったわけですけど、ご家族

をお持ちの方ですけど、そういうこともあってなかなか置戸の方に来ていただくっていう状況にはな

っていないということをお聞きしてございます。今については、今お話あったとおり、旭川医大から

研修医を派遣いただいて診療をしているほかに、研修医の方も日赤の方で受け入れしまして、そうい

う方を含めて病院の方で医療を行っているということで、なかなか今の段階では新たな先生が着任さ

れるっていうお話は今のところ聞いていないということであります。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 それで、継続的に今後も置戸赤十字病院と旭川医大との提携っていうのか、何てい 

うのか、その支援は医師が定着するまでは、今のところ続けられるという判断でよろしいですか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 日赤病院としてもそういうことで医大の方にお願いをしているというふ 

うには聞いております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １１５ページ、１１６ページ。 

  質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 前田議員 予防接種に要する経費の中の予防接種委託料で、説明の中で、子宮頸がんワクチン 

の話があったかと思います。ワクチン接種による障がいも近年報道される中、町として摂取している

実態が昨年度あるのかどうかお聞きします。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 子宮頸がんワクチンの関係につきましてのご質問ですけれども、ご存知 

のとおり、子宮頸がんワクチンを打つことによる副反応ということで、今現在、国の方では、積極的

接種の勧奨の一時中止ということで平成２５年から勧められてきて、まだいろいろと検討されている

ところでもございます。ただ、希望される方については、予算化して接種をしてもらうということで

ございまして、平成２７年度、今年度については、今までの実績としては、中学生の２年生でありま

すけども、お１人の方が接種を受けているということでございます。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １１７ページ、１１８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １１９ページ、１２０ページ。 

  ２項清掃費。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 北光パーキングのトイレのことですけれども、毎年のようにっていうか、少し綺麗 

にした方がいいんじゃないかとかっていうことで、意見っていうか質問が出ているわけですけども、

銀河線跡地利用っていうことに合わせて、あのパーキングをちょっと今後新しくするとか、いろんな

計画なり話があってというのが前提にあって、このパーキングトイレの改修なり、改築しないってい

うことできていると思うんですが、その跡地利用計画の話がいつになるか分からないというような、

今の状況だとすれば、できるだけ使い勝手のいいっていうか綺麗なトイレに、お金はかかるでしょう

けども、置戸の入り口の一番メインの顔になる部分なので、何とかもう少し綺麗にした方がいいかな

と思いますけども、いかがでしょうか。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 北光パーキングのトイレの関係のご質問です。経過等については、今お話の 

あったとおりでありまして、あの周辺に残してございます銀河線のレールにつきましては、活用に際

して膨大なお金がかかる、安全対策が必要であるという判断から、町としてはあの辺の周辺整備につ

いては一時凍結をすると、現状のままにするという結論をご報告申し上げおります。 

 それで、今ご質問のあった公衆トイレなんですが、管理につきましては週３回程度清掃をしていた

だいてまして、衛生上は綺麗だというふうに認識はしています。ただ、汲み取り式でありますので、

やはりいくら綺麗にしても臭いがするといったようなことから、今お話ありましたとおり、置戸の市

街地への入り口部分にある公衆用トイレでもあるので、ぜひとも綺麗にしてほしいというご意見はず

っと伺っていました。私共として、いろいろと検討を重ねている部分についてお話申し上げますけれ

ども、その結論をさせていただいたのは一昨年の１２月でございまして、１２月の議会で報告をさせ

ていただいております。その後、昨年の３月に一度そのことをもって、あそこのパーキングの管理者

であります開発局の方と一度協議をしてまいりました。その後、雪解けの６月に現地にも来ていただ

きまして、現状を見ていただいた中で、例えば、現在は駐車場用地の一段高い縁石上のところに実は

トイレが建っているんですけれども、現状のスペースを利用して、例えば、色を塗り直すとか多少中

身を直すということであれば、問題がないというか、そんなに経費もかからずできるんですけれども、

直すとなれば、こういう時代でございますので、いろいろとバリアフリーのこととかいろんなことを

想定してまいりますと、どうしても現状の用地では奥行きが足りないっていう、ちょっと簡易的な図
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面なんかも描いたりしました。そんなことがございまして、さらに、例えば、どの程度前出しができ

るのかということ等も、技術的なちょっと図面なんかを引いてもらった結果として、最終的な向こう

の判断といたしましては、現状の中でいくら前出しをしても、３０センチ程度以上はできませんとい

うお答えを頂きました。これは、置戸側から北見に向かって大型トラックが、北見側の入り口から中

に入るっていった場合に、一定程度の入り口の幅ですとか奥行きを確保していないと回りきれないと

いうようなことがありまして、その辺を確保するとすれば現状の中では難しいという判断でございま

した。 

 従いまして、本当にあの場所に新たなものをと考えていくとすれば、新たな課題として、その間口

部分の拡大っていいましょうか、ちょうど入り口の角に水銀灯も建っているんですが、これらなんか

も撤去した上で間口を少し広げて前出しをしていかなければならないような状況がございまして、こ

れはルール上原因者負担ということになってますので、これらも考えた時は、単なるトイレの建物の

ことだけではなくて、それらも含めたこともきちんと考えた上で対応を決定していかなければならな

いなということで、現在そこまでの段階でいろいろ協議を進めて、今後の方向性については、これか

らいろいろとまた協議をしたいなというふうに思っている現状にございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 畜犬対策等に要する経費の委託料の野犬掃討というところで、昨年は１月末で１２ 

頭の実績ということでありましたけども、２７年度の実績についてお伺いをします。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 ２７年度の野犬掃討等の実績ということでお答えしたいと思います。予防接種で 

すが、登録頭数が１９０頭。新規登録数が１７頭。注射頭数が１４５頭となっております。次に、野

犬掃討の実働日数でございますが、２７年度、３０日。野犬捕獲頭数が８頭。野犬係留日数が４５日

となっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １２１ページ、１２２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １２３ページ、１２４ページ。 

  ５款労働費、１項労働諸費。６款農林水産業費、１項農業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １２５ページ、１２６ページ。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １２７ページ、１２８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 一番下のグリーンファームの利子補給なんですけど、２０万円を予算見ているわけ 

ですけど、当初年度の借入金に対して利子補給するということなんですけど、この利子補給というの

は、２分の１とか１００％とか、あと期限が何年とか、そういう交付要綱はどういうふうになってい

るのでしょうか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 置戸町の農業生産法人の補助金の交付要綱で見ておりますが、すいません。交付 

要綱置いてまいりまして、正確な限度額と年数と決めておりますが、後程回答させてください。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １２９ページ、１３０ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 勝山ふれあい農園管理に要する経費。また観賞用のひまわりを植えるというような 

説明でしたけども、もうそろそろひまわりじゃなくて違うものにしませんか、課長。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 議員の方から、ひまわりでなくてというご意見いただきましたが、一つにはふれ 

あい農園借り手も段々減ってきてということで、道道沿いの前の区画、２区画、約６反ぐらいになる

と思うんですが、その区画は毎年景観作物ですと。第１点としては、未利用の畑の雑草対策というこ

と含めて、それと、ゆぅゆ、来年３月下旬、４月まで休業でありますが、道道を通って鹿の子沢、お

けと湖に通過されるお客さんのおもてなしということでひまわりを、そして緑肥をということで計上

させてもらっております。前に、いろいろフラワーシステムでいろんな花の咲く種を植えたりという

こともしましたが、雑草対策等含めて、ひまわりでいかしてほしいなと、ひまわりでいきたいという

ふうにさせていただいておりますので、ご理解ください。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １３１ページ、１３２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 １２節の役務費のところで、手数料、汚泥の汲取り料が昨年よりも随分金額が増え 

ているということですけども、その内容についてお知らせください。 
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○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 交流センターの浄化槽の汚泥汲取り手数料、昨年度より９０万５，０００円増え 

ていると。それでですね、２７年度、コテージの５人槽３基と６人槽１基、全量汲取って養生してと。

それで、ゆぅゆ本体の４８０人槽の方が我々も休業での汲取りの予算見積もりの甘さもありまして、

ふたを開ければ、本体の方の汚泥量が非常に多くて手戻りにならないように、減水ポンプ槽と流量調

整槽の汚泥だけという形で、本体の接触ばっ気槽、沈殿槽の汚泥は、２８年度に見越したということ

であります。そういう形で２７年度で量測りまして、今年度は１５０トンという形で４８０人槽、本

体の汚泥の汲取りを整理するということで増額になっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １３３ページ、１３４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １３５ページ、１３６ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ２番。 

○２番 澁谷議員 １６番の原材料の関係よりも、昨年のぶどうの収量お知らせしてほしいのですが。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 平成２７年度のぶどうの収穫実績というご質問です。セーベル等の白混合で１３ 

４キログラム。アムレンシス等の赤混合用８２キログラム。ジーガレーベが１６キログラム。山ぶど

うが２８３キログラムの合計５１５キログラムとなっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 今の関連なんですが、説明で苗木のところで、ジーガレーベの苗木２５０本。それ 

から、アムレンシスが２５０本というふうにありましたけども、今後、現状のジーガレーベの収量で

は、なかなかワインに繋がらないし、非常に作りづらくて難しいと。そんなこともあって、今後アム

レンシスに特化してというようなお話でありましたけれども、この分は従来から委託していた分の苗

木の２５０本というふうに理解してよろしいんですか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 はい、そのとおりでございます。一応、前年度で北海道ワインさんの方には、ジ 

ーガとアムレンということで、ジーガも置戸から持っていって接木しております。それで先週、３月

７日ですか、北海道ワインさんから連絡もらってまして、今年もジーガレーベの接木も生育している

というようなことで連絡が入っております。それで先般、町長一般質問でも言っていますが、この更

新の方遅れてますが、次のぶどう棚の更新時には、白ぶどうの品種とも北海道ワインさんとご相談し

て検討して、置戸に適した品種に替えていこうというようなことで考えております。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １３７ページ、１３８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １３９ページ、１４０ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 道営土地改良事業に要する経費の中で、分担金に直接ではないんですけど、道の方 

でパワーアップ事業については、平成２７年度で終了ということが約束っていうか、そういう状況の

中できてたということなんですが、今回のＴＰＰの対策で、新聞記事だったんですけど、高橋知事が、

更にパワーアップ分については５年間延長するという、そういう記事が載っていたんですけど、これ

には当然市町村も絡んでくるので、置戸町としても新たに２８年度から５年間ということで、こうい

った道営事業に対するパワーアップ事業がそれに道と足並みを揃えて５年間事業を進めるという、そ

ういう考え方でよろしいでしょうか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 議員のおっしゃるとおり、置戸町としても議員言われるとおり、５年間の時限で 

参りましたので、北海道がコストパワーアップという形で、名称は食料供給基盤強化対策事業補助金

から農業競争力強化基盤強化特別対策事業補助金という形で変更になってますが、置戸町としても農

家受益者負担７．５％守るために継続して実施してまいります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １４１ページ、１４２ページ。 

  ２項林業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １４３ページ、１４４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １４５ページ、１４６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １４７ページ、１４８ページ。 

  ７款商工費。 

  質疑はありませんか。 

  １番。 

○１番 前田議員 商工業振興に要する経費の中の貸付金の利子補給になりますが、５０％利子補給だ 

ったと思いますが、設定利子のパーセントはいくらに設定されていますか。教えていただきたいと思

います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 利子の補給につきましては、設定利子５０％ということではなくて２％を超えた 

部分のという制度でやっております。その中には、保証協会の保証料含んでというような形になって

おりますので、北見信金さんに預託してというような形で実施しておりますので、長期プライムレー

ト等を基本に利率の方は設定しておりますが、どうしても運転資金の借入れが主で、設備投資の資金

等が減少している実績等を勘案して、前年度より減額しての計上になっています。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １４９ページ、１５０ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 おけと湖周辺の関係で、ちょっとこのあれには載っていないんですが、最近のメモ 

リーハウスの状況ということで、かなり老朽化というか傷みが激しい状況になってきているというこ

とで、これら今後どのような対策を検討しているのか。場合によっては解体して更地に戻すと、そう

いうことは考えていないのかお聞きします。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 メモリーの老朽化というようなことでございます。ご存知のとおり、メモリーハ 

ウスの宿泊棟部分、林業構造改善事業での林業者休養福祉施設ということで補助金を借りて建ててい

るという関係で、そういう関係も含めて、一昨年から振興局、林務課等が整理をしておりますが、老

朽化が著しくてというようなことで、今年もちらっと屋根の破風部分が、今雪載ってて分からないん

ですが、ちょっと壊れている状況等ございますが、一昨年の総務常任委員会の方でもお話させてもら

ったと思うんですが、補助金の関係ですね、道振興局と整理して、やはり今もおけと湖周辺の委託業

務の中で、中に誰か入っていないかっていうのは、５月から委託期間の間は見てもらうようにはして

いるんですが、そういうようなことも含めて安全対策等含めて、その辺、補助金の関係の整理をしな

がら安全に管理できるような方向で検討を進めていきたいというふうに考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 その上の方に街路灯の運営事業補助金ってありますけども、一つは去年からＬＥＤ 
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の取り替えをやって料金がどのぐらい減っているのかということと、まだ、町内で大分取り替えてい

ない所があるように聞いてますけども、その辺についても２つお願いいたします。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 ２７年度の電気料の実績としては４８６万１，４６７円ということで、２６年度 

の実績と比較しますと、２６年度が５５６万４，０００円ということで、７０万２，０００円程度減

額になっています。それで後は灯数の関係でしたが、平成２６年度には北電柱共架の１００ワット契

約のものの１３２灯と、平成２７年度に９月補正合わせて１７９灯実施させてもらっていまして、今

残っているのが１４３灯。平成２８年度、今回組ませてもらったのが、道道沿線、どうどうさんが道

の建設管理部の方とも置戸町進めているんでということで、一昨年からどうどうさんもという要望は

してきたんですが、道道の方やはり数が多くてということで、順番いつくるか分からないということ

があるんですが、道道沿線の分は２９年度に回して１０８灯。それと道道分合わせて１４３灯が残っ

ているという状況です。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤委員 その上の商工会の補助金なんですけど、聞き漏らしたかもしれないですが、前年度 

より２６０万円ほど増額になっておりますけど、その増額の理由っていいますか、何か具体的に既存

の事業に対する上置きだとか拡充だとか、そういった理由があってのことかどうか。その辺の内容に

ついてお知らせください。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 まず一つには、商工会職員の給与等の町の補助金、商工会の職員、道の職員に準 

拠してということで、昨年まで道の独自削減を商工会の職員もされてたというようなことも含めて、

職員の給与、手当て、福利厚生合わせた人件費の町補助金で８４万２，０００円の増額。それから少

子活性化事業として実施しています、特・得商品券事業。これは通常５００万円でやっていたんです

が、１００万円アップの６００万円でスタンプ会含めて負担も増えるんですが、２７年度プレミアム

商品券事業ということもあったんですが、今回特・得の方でスタンプ会と連携して活性化事業の上置

きとして１００万円と。それから商工会としては管理費になりますが、パート職員１名の配置分とし

て８５万円の増額というような内容になっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １５１ページ、１５２ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 公園管理に要する経費、南ヶ丘公園のことですけども、本来であれば一般質問か何 

かでしてぐらいの大きな話なのかもしれませんけども、今、非常に公園自体が傷んでいます。魚がい

る池の辺りも車で行けるような状況じゃないくらい上から水が流れてきてたりですとか、あと、昔う

さぎ飼ってた辺りで下の部分も、もう４駆の車で行ってもはまるぐらいな状況になってます。桜の次
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期もきますけども、本当に桜を見るような公園っていう雰囲気にはなっていない状況ですので、昔で

したら専従の職員っていうかパートの方々がいて整備してたっていう時もありましたけども、今そう

いう状況じゃないので、なかなか難しいっていうのも分かりますけども、ぜひ一度確認していただい

て、多少なりとも直営ででも管理、整備していただきたいなというふうに思いますけども。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 議員から言われたことにつきましては、昨年の置戸地区の地域懇談会の方でも、 

池の周りだとか折れた枝の整備等と。折れた枝の整備等はやっているつもりだったんですが、なかな

か委託の中で追い付いていない部分もあるのかなというふうに思います。そんなこと含めて議員から

言われたように、若干ですが委託料の方も７万円ですが、環境周辺を見ていただく日数も増やせると

思いますので、それら含めて現場確認しながら、施設整備課の直営事業等お願いしながら、できるも

のから整理してまいりたいというふうに考えています。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １５３ページ、１５４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 若者交流センター管理に要する経費なんですけども、基本的に、長期、短期という 

形と宿泊施設という形で利用されていると思いますけども、これも本当にここで予算のことだけで課

長に答弁もらうっていうのもそんな簡単な話じゃないのかなと思いますけども、長期で入っている方、

役場の職員もいると思います。その辺りの改善ですとか、もう少し宿泊施設がないっていうような状

況を考えたら、お客さんが普通に泊まれる状況とかっていうふうに将来的にはしていった方がいいの

かなと思いますけども、課長どうお考えでしょうか。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 若者交流センター管理の立場として現在の利用状況から言うと、３月までちょっ 

と３月見込みありますが、長期の利用者が１２カ月で割ると１７．６、２３室あって、グレードアッ

プした部屋が３部屋、そういうような形で、空き室がそれを抜くと２部屋ぐらいしかない状況という

ことで、長期利用が非常に多くなって、２７年度は１００周年効果というか短期利用も計画より増え

てということになってますが、そういう意味でいくと、単身者の住宅政策については、私の立場では

言えない部分ありますが、今この現状を考えると長期利用の部屋を減らして、観光客、お客さん用の

宿泊施設にすると。それを増やすというのは、現状を考えると非常に厳しいのかなというふうに考え

ております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １５５ページ、１５６ページ。 

  ８款土木費、１項土木管理費。 
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  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 夏まつり人間ばん馬大会、４０周年ということで何か企画されているのか、検討さ 

れているのか伺います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 本年は、おけと夏まつりの人間ばん馬大会の４０回記念ということで予算説明で 

もさせていただきましたが、記念誌の発行。３０回の時には、ＤＶＤという形にしたんですが、やは

り映像も大事ですが、やっぱり４０回の節目は記念誌でということで発行を企画しております。 

 それと、記念事業としまして、ちょっと昨年大変好評だった、子供さん連れの親御さん方も楽しん

でもらえる子供のコーナー、ふわふわどんだったんですが、それら含めてそういうような家族連れ対

象のような記念事業を計画したいというふうに考えています。 

 それと、４０回の記念の品物ということで、記念品をということで、以前はポロシャツとかキャッ

プというようなこともあったんですが、町長査定等含めて、記念品については、選手、それからスタ

ッフだけでなくて、４０回続いてきたのは来てくれるお客さんがあってここまできたんだろうという

こと含めて、来場者、来ていただいたお客さんも含めた記念品をということで、中身としては決まっ

ておりませんが、ちょっと人間ばん馬部会の商工会青年部中心となって検討している段階でございま

すが、そういうようなこと含めて、約４３０万円ほど予算をいただいております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 観光協会の補助金の中で、管内の広域観光の連盟に観光協会を経由して置戸分の負 

担金を払っていると思うんですけど、大よそどの程度の負担金か、分かれば教えてほしいのと、僕が

いつも気になるのは、女満別に行ったら必ず誰か迎えに行った時、あそこのカウンターに各市町村の

観光パンフが置いてあるわけですね。そして、必ず自分の町の観光パンフがどんなふうになっている

かって見るんですけど、いつ行っても置戸の観光パンフがないように思っているんです。前も話した

ことあったんですけど、広域的にあそこに置かせてもらっているんだと思うんだけど、少なくてもゆ

ぅゆは今休んでいるとしても、置戸には置戸のまだいろいろな、鹿の子沢中心とした観光地だとか、

鹿の子ダムだとかいろいろ宣伝する観光地はあると思うので、その辺の対応をですね、ちょっと目配

りが足りないのかなという気がしますけど、その２点ですね、お願いします。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 今、女満別空港の観光パンフの件、以前にも言われてということで、大変他力本 

願なんですが、空港というかオホーツク観光連盟の方から委託して、なくなったら連絡いただいて送

ったり、網走に行く人間に持って行ってもらったりという対応はしているんですが、ちょっとお願い

ばっかりになっていて、佐藤議員見られた時には、いつもないという状況になっているというような

ことで、議員言われるとおり、その辺については注意しながら対応してまいりたいというふうに思い

ます。 

 それと観光協会の負担金なんですが、すみません、私、今観光協会の総会の議案持っていなくて、

総額なんですが、道とオホーツク観光連盟、それから東北海道ですか、含めて３２万円ということで、
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ちょっと細かい内訳持っておりません。後程ご説明させてもらいますが、負担金としては、３２万円

というふうになっています。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 この３２万円っていうのは、一時的に今年２年目になるんですけど、ゆぅゆが休む 

ということで、これの基本的には休止している部分については、広域観光の部分については、減額さ

れてもらっているというか配慮されているかどうかお聞きします。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 ゆぅゆの休業でという部分で、パンフなんかも全体で作っているパンフにも、休 

業中というようなことも入れてもらったり、外してもらったりしていますが、ゆぅゆがなくなったと

いうことで負担金が減額しているというふうに、減額はしていないと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １５７ページ、１５８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １５９ページ、１６０ページ。 

  ２項道路橋梁費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １６１ページ、１６２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １６３ページ、１６４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 備品購入費のところで、除雪トラックを今回格安で購入という話がありましたけど 

も、それについての経緯をお知らせください。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 経緯といいますと、昨年、一昨年ですか、北海道の方から払い下げ車両がありま 

すということで各市町村の方に通達がありまして、その中から手を挙げる、各自治体で手を挙げて要

望聞き取りという形になっております。 

○佐藤議長 ９番。 

○９番 嘉藤議員 きっと多くの市町村からというか、町村から手が挙がったものと思いますけど、上 
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手く置戸に当たったということですか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 そのとおりでございまして、現在も隣町の建設会社の方で走っている車両でして、 

実際のところ写真も見ております。説明の時に申しましたとおり、状況としてはかなりいい車体です。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １６５ページ、１６６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １６７ページ、１６８ページ。 

  ３項河川費、４項住宅費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １６９ページ、１７０ページ。 

  ９款消防費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 １７０ページの一番上段の町営住宅管理に要する経費の中の修繕料についてお聞き 

したいと思います。 

 今回この修繕料については、大美、それから林友団地の方の修繕を主にということで聞いてますが、

去年、決算委員会で時間がありましたので、若松の第７団地、一番老朽化している団地なんですけど、

そこを参考のためにぐるっと回ったんですけど、非常に屋根とか傷んでいるということで、たまたま

そこにいる住民の方と話して、どうなんですかって話したところ、何か突風で、強い風で屋根が上が

ったりなんかして修繕が必要だっていうことがあったんですけど、それを役場の方に連絡してますか

っていうことだったんですけど、もうここ古いし、いずれは引っ越しになっちゃうので特別は言って

ませんという話でした。多分、その後、役場の委員の方が役場の担当の方、施設整備課の担当の方に

伝えたと思うんですけど、状況をですね。確かに、古くなって次の建て替えになるとは思うんですけ

ど、入っている方はそれなりに家賃を払って、そして町営住宅の住民としてここで生活しているわけ

ですから、もう少し目配りというか配慮が必要ではないかと思うんですよね。それなりに巡回なんか

はしているだと思うんですけど、その状況を見て、ある程度そのことを配慮していただきたいなとい

うことと、あそこの柵周りっていうのか花畑、鉄骨というか鉄骨アルミか何か造っているんですね、

１軒１軒ね。それが錆びてて曲がっていて非常に見苦しいっていうか、そのことも頭にあったんです

けど、もう少し何とか入っている住民の方の気持ちっていうのを察してやれないものかなと思って、

そういうふうに感じてきたところです。 
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 今回の３００万円の中に、そういった第８団地の多少の修理だとか、壁の塗り替えだとか、そうい

ったことも配慮されているのかどうか。あるいは今後、前回そのことがあったことによって対応した

のかどうか、屋根をですね。そのことについてお聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 第７団地の若松の高校側の屋根の関係だったかと思うんですけれども、それに 

つきましては、緊急といいますか、いくら建て替えだとしても、そういう部分につきましては修繕か

けております。それと、ほかにもドアの不都合とかもあったりした時についても、こちらの方で修繕

をかけて対応しております。それと、修繕料の３００万円についてなんですけども、一般修繕２００

万円のほかに、大美の屋根の部分の補修とか、林友の車庫の部分について１００万円追加で考えてお

ります。あと、高校の方の若松の柵につきましても、ちょっと危険なこともありまして撤去している

ところでございます。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 高校の下ですね、そこの一番古い団地のとこの屋根については、その後、修繕って 

いうか対応したということでよろしいですか。それともう一つ確認しますけど、柵、鉄骨で造ってい

る柵については、取り払って何らかの措置をするっていう、そういう対応を考えているっていうこと

ですか。 

○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 取った状態になっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 １５節の工事請負費の関係なんですけども、今、３棟６戸建てるということですけ 

ども、一つは、坪どのぐらいになるのかということと、それから、からまつだとかとどまつですね、

どういうふうに３棟６戸をやるのか、その辺についてお聞きしたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 公営住宅の建設につきましては、２８年度につきましては、２ＬＤＫ４戸と３ 

ＬＤＫ２戸を予定しておりまして、建設費につきましては、平成２６年度に建設した部分につきまし

て、人件費の高騰等によりまして、建設費の上昇がかなり１３％ほど見込まれております。その他に、

地質調査を行いまして、現地の調査を行ったところ、平成２５、２６年に建設したところより、ぽっ

ぽ側に向けて地盤のシーソーが深くなっている部分もありまして、２メートルから２メートル５０ほ

どなんですけれども、杭までは必要ないのでありますけれども、柱上に砂利を地盤の補強する必要が

ありますので、その分の補強も加算した工事費となっております。工事費につきましてですけれども、

後程でもよろしいでしょうか、すいません。 

○佐藤議長 しばらく休憩します。２時４５分から再開します。 

                          

休憩 １４時２３分 

再開 １４時４５分 
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○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  最初に、議案第１１号の質疑の答弁漏れについて発言を許可します。 

  社会教育課長。 

○今西社会教育課長 社会体育の圧雪車とスキー場のオープン次期の関係でございますが、当初の総合 

メンテナンスの次期が私１１月下旬と申しましたが、誤りでございまして、１２月の９日、１０日で

ございました。その時に、油圧ポンプの不調が見つかりまして部品を発注しております。その部品が

届きましたのは１２月２９日。ですが、届いた部品も不良品ということで、また再発注をしておりま

す。ただ、この時に圧雪車の方は万全な状態ではありませんが稼動は可能な状態でございました。通

常のスキー場の圧雪作業も順次行っていたということでございます。雪不足のため、年が明けて１月

の５日、６日、この２日間に施設整備課にお願いをしまして雪の搬入をしてございます。その雪の搬

入をした雪を圧雪車で雪面に押し上げて整地をするということで、圧雪車も稼動してございます。１

日再点検の日を設けまして、１月８日からオープンということに至ったということで、あと、圧雪車

の油圧ポンプの関係ですが、実は、多少障害があったということで、１月１４日、１５日、改めて不

備が出まして稼動できなくなったということで、２日間圧雪車の不調のためにスキー場の運営を休ん

だということになっています。その後、応急処置をしまして、１６日以降はスキー場また開催いたし

まして、圧雪車の部品については、１月２５日に正式に修繕終わったというような形になっています。 

○佐藤議長 ただいまの発言に対し質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 次に、議案第３２号の答弁漏れについて発言を許可します。 

  産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 初めに、置戸町農業生産法人事業支援補助金交付要綱の事業運転資金利子補給で 

すが、経営開始から５年間になります。利子補給は２分の１以内で、限度額が３３万円というふうに

なっています。なお、制度資金は除くということになっております。それともう１点、商工費の負担

金の関係であります。置戸町観光協会から上部組織への負担金の関係でありますが、２７年度の置戸

町観光協会からの負担金の歳出でありますが、置戸町暴力追放推進協議会の会費として２，０００円、

それからオホーツク観光連盟の会費として２６万４，０００円、北海道観光振興機構へ６万円、それ

から北見広域観光推進協議会に３万円、合わせて３５万６，０００円というふうになっております。 

○佐藤議長 ただいまの発言に対し質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 次に、議案第３２号の答弁漏れについて発言を許可します。 

  施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 公営住宅の建設費の坪当たり単価なんですけれども、地盤補強含めて７０万６， 

０００円を計上しております。その他に構造材としましては、とどまつ材の集成材を考えております。 

○佐藤議長 それでは議案の説明、質疑を続けます。 

  ７番。 

○７番 小林議員 今、とどまつの集成材だけだというふうに聞いたんですけども、からまつは使わな 

いんですか。 
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○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 ２５年、２６年とからまつ使っていたんですけども、作業的にかなり硬い材質 

なものですから、釘とか刺さり具合も悪いものですから、施工面的には、とどまつの集成材でいきた

いと思っております。 

○佐藤議長 議案に入ってますので、次第に従って進めますので、後程発言してください。 

  議案の説明、質疑を続けます。 

 〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算事項別明細書。 

  １６９ページ、１７０ページ。 

  歳出。８款土木費、４項住宅費。公営住宅建設事業に要する経費から。 

  ７番。 

○７番 小林議員 今言ったように、とどまつ集成材だけが認証材ではないので、できれば、からまつ 

のＳＧＥＣ材も使ってＰＲする方はいいんでないかと思うんですが、その辺どうでしょうか。 

○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 単価的には、どちらも変わりありませんので、ちょっと内部で検討しながら進 

めていきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 北見地区消防組合に要する経費の部分なんですけども、参考までにお聞きしたいん 

ですけども、今回、消防団員に対する年報酬が大幅に上がったと。これは近隣の組合、もしくはほか

の地区の状況を踏まえた上での消防団員の報酬が上がったのかどうか。また、北見地区消防組合のオ

リジナルといいますか独自の上昇なのか、参考までにお聞かせを願いたいと思います。 

○佐藤議長 総務課参与。 

○東総務課参与 この消防団員報酬の値上げというか改正の部分なんですけども、北見、それから網走、 

紋別、遠軽、それぞれ管内の情報を取りながら、勘案しながら北見地区消防組合の方で協議をなされ、

この額としているところであります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 素人考えでお伺いします。実施設計委託料なんですけれども、公営住宅の。昨年で 

すか、専門の職員を配置したと思いますけれども、この実施設計というものは、委託しないとできな

いものなんでしょうかね。専門の職員さんで、例えば、同じような形態の公営住宅を造るんであれば、

そんなに設計し直さなくてもいいんじゃないかなと思うんですが、いかがですか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 こちらで計上いたしました、実施設計料２００万円なんですけれども、これにつ 

きましては、２９年度以降、卜部組さんの裏に建てる土地の造成及び取り付け道路に要する設計で住

宅の設計ではございません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 
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  ６番。 

○６番 岩藤議員 住宅の部分じゃないということは理解しました。とすると今後、例えば、公営住宅 

出てくる、または、ほかの建築物とかもそうでしょうけども、その辺りは設計料というのは、ある程

度はかからないっていうふうに考えてもいいんですか。 

○佐藤議長 施設整備課技監。 

○髙橋施設整備課技監 同じようなものであれば多少は変わらなくなりますけれども、特殊なものとか 

については、１人の建築士だけでは難しいのかなと。団体で専門的にやっているところでないと難し

いのかなと思いますので、違う種類になる時は、そういう委託料っていうのは出てくると思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １７１ページ、１７２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １７３ページ、１７４ページ。 

  １０款教育費、１項教育総務費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １７５ページ、１７６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １７７ページ、１７８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １７９ページ、１８０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １８１ページ、１８２ページ。 

  ２項小学校費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 
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  １８３ページ、１８４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １８５ページ、１８６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １８７ページ、１８８ページ。 

  ３項中学校費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １８９ページ、１９０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １９１ページ、１９２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １９３ページ、１９４ページ。 

  ４項社会教育費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １９５ページ、１９６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １９７ページ、１９８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 愛タウンふるさとづくり事業に要する経費の中で、過去２年成果がなくて、今年か 

ら休止といいますか、７月に何か２０周年の記念事業を予定していると聞きましたけども、どんな内

容で行うのかお聞かせください。 

○佐藤議長 社会教育課長。 
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○今西社会教育課長 愛タウンふるさとづくり協議会の設立２０周年記念式典ということを考えており 

まして、１０年前に行いました記念式典と同様に、過去の地遊人の皆さん、それから愛タウンの役員

の皆さん、地域の皆さんにご案内いたしまして記念式典を行いたいと。その後、交流会も実施をした

いというふうに考えております。記念式典だけで終わらさず、その前後に地遊人の皆さんで、ものづ

くりをされている方がいらっしゃいますので、その方々の展示会も合わせて行いたいというふうに考

えております。それと合わせて、記念誌の発行を考えております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １９９ページ、２００ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２０１ページ、２０２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２０３ページ、２０４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２０５ページ、２０６ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 森林工芸館管理に要する経費の中で、報償費の中で記念品等というところで、すく 

すくギフト２４名分というところがあるんですが、これ所管はここでいいのかどうか、ちょっと違う

んじゃないかなと思うんですが、この部分についてお伺いしたいんですけども。所管が違うんじゃな

いかなということなんですけども。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 ただ今のすくすくギフトの報償費につきまして、所管が違うのではないかとい 

う質問でございます。すくすくギフトにつきましては、ご承知のとおり、平成２５年度、オケクラフ

トの３０周年記念事業の中の一つとして始まってございます。毎年、４月２日から４月１日までの間

に誕生したお子さんに特別セットをお届けするということで、また、このすくすくギフトにつきまし

ては、平成２６年度から町が引き継ぎまして、新たに生まれたお子さんにプレゼントをしているもの

でございます。作り手２０人がおりますが、２年ごとにメンバーを代えまして、デザイン等につきま

しても、その年の担当の作り手さんがデザインや種類等を考えてプレゼントするものでございます。

オケクラフトの持つ魅力、それから、木の持つ優しさ、温もり、これらを伝えると共に、あくまでも
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オケクラフトの普及、発展に繋げていきたいということを目的の一つに進めているものでありまして、

森林工芸館の所管ということで実施をしてきているところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２０７ページ、２０８ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 共同工房管理に要する経費ということで、前年と大きく、需用費のところなんです 

が、消耗品費、燃料費、光熱費、総じて去年と大きく変わっていないんですが、４月以降、共同工房

の利用者がいないというふうに聞いているんですが、それでも変わらないということでよろしいです

か。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 共同工房管理に要する経費に関するご質問かと思います。議員おっしゃいます 

とおり、現在、工房くつろぎの佐々木寛之さんが利用してございます。佐々木さんにつきましては、

拓殖の旧木村組さんのご自宅並びに事務所を現在のところ改修してございまして、３月の１８日、明

日でございますが、工房の方、並びにショップの方をオープンするということで、タイムス、伝書鳩

等でご周知をされていることと思います。この工房、ショップに関しましては、ご案内のところでご

ざいますが、現在、佐々木さんにおかれましては、引っ越し作業を随時行っております。お一人でこ

の間共同工房を使用されていたものですから、基本的には個人の工房、共同工房内にあります個人の

工房、それからセンター部にございます共有スペース並びに共有の機械、これらを使用してきている

ところでありまして、かなり後片付けにも時間を要するという状況が一つございます。 

 佐々木さんと話ましたところ、一応、３月の末日をもって退所したいという申し出が今のところご

ざいます。ただ、状況によりましては片付け具合によって、４月にまたがるという可能性も一つある

ということ。それから昨年から一部指導体制を変更して行っておりますオケクラフト作り手養成塾、

これの研修におきまして、森林工芸館の工房はのみならず、どま工房や共同工房の施設、設備を利用

しながら研修を行ってきているという状況もございます。特に、共同工房には、共有スペースに丸鋸

横切り盤という大きな機械もございまして、これは森林工芸館内の工房にはございません。機械とい

うこともあって、それから広いスペースを活かした研修など、森林工芸館の中ではできない部分をカ

バーしてくれているという状況もございます。また、現在は３人の塾生が昨年から研修を受けてござ

いますが、塾生の技術や知識の習得状況によりましては、２年を待たずして卒塾、その後、共同工房

での生産活動という可能性も残されていることから、前年と同額の予算を計上させていただいている

ところでございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２０９ページ、２１０ページ。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２１１ページ、２１２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２１３ページ、２１４ページ。 

  質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 ２１４ページの一番上の方に、クラフトのデザインの研究開発事業補助金というの 

がありますけども、どういうふうなことをさせるんでしょうか。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 オケクラフトデザイン等研究開発事業補助金の内容につきましてのご質問かと 

思います。予算説明の中では、大まかな部分しかご説明していなかったものですから、もう少し詳し

くご説明をさせていただきたいと思います。 

 この補助金、今予定してございますのは、要綱に基づきまして施行するものと考えておりますが、

基本的にはオケクラフトの振興並びに地域の素材や技術等を活かした新しいデザイン等の開発、これ

を主に積極的に推進するために試作品の製作、研究等に要する経費の一部を補助しようというふうに

考えているものでございます。 

 従前は、新しいデザイン開発、それから塗料の開発等につきましては、森林工芸館内の行政の仕事

ということで担当の専任の職員がいた時代もございました。現在の状況でいきますと、そういう状況

にないということから、また３０数年誕生から経過しまして２０名の作り手さんがいらっしゃるとい

うことから、作り手さんたちにその部分の研究等をしていただく、この部分の一部を町として支援を

したいという基本的な考えでございます。 

 対象者につきましては、オケクラフト生産者でありまして、あくまでも１人ではなくて、２人以上

の複数人で研究開発という場合について考えてございます。対象となる経費につきましては、原材料

及び副材料に要する経費並びにデザイン開発に要する経費等でございます。補助事業の実施期間につ

きましては、１年以内、また補助金は対象経費の２分の１、５０％としまして、あくまでも予算の範

囲内ということで考えてございます。交付を受けるにあたりましては、通常の補助金と同様に関係書

類の提出、申請、並びに実績、これらを求めるものでございます。 

○佐藤議長 ７番。 

○７番 小林議員 仮に、デザイン優秀なものであったということで、そのデザインは工芸館のものに 

するんですか。 

○佐藤議長 森林工芸館長。 

○五十嵐森林工芸館長 失礼いたしました。あくまでもデザイン開発したデザインは、個人に帰属する 

ものでありまして、その商品展開としまして森林工芸館に置いていただく、もしくは通常の流通販路
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に乗せていただくということで考えてございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 阿部議員 公民館委員等に要する経費の中で、主事の３名、２０万５，０００円ということで、 

前年から見ると２万５，０００円増額になっているわけですけども、その根拠と、また行事等によっ

て超過勤務状態になる場合があるかなというふうに思うんですが、その時の対応についてお伺いをし

たいと思います。 

○佐藤議長 社会教育課長。 

○今西社会教育課長 公民館主事の報酬の増額についてでございますが、当初の説明の時にもお話しま 

したとおり、月額１８万円ということで従来やっておりました。その１８万円の根拠といいますのが、

退職者を想定して年金が受給される方ということで、１８万円という賃金設定をしておりました。近

年、ご存知のとおり、主事さん、６０前の方も採用になっているということで、１８万円という金額

ですと、年額にしますと、生活等非常に不便を来たすということもございまして、どの程度増額する

のがいいのかっていうことはあるんですが、２万円ということで今回上げさせていただいております。

合わせて、５，０００円というのは、公民館と教育委員会もしくは中央公民館との連絡調整というこ

とで、自家用車を使われるということがございますので、その分の交通費補填分というようなことで

５，０００円を増額させていただいております。 

 もう１点、超過勤務等の関係でございますが、報酬という性格上の超勤という整理はできませんの

で、その分は勤務の日数あるいは時間の調整ということで対応していただいております。休日に出た

場合は、平日のどこかでお休みしていただくと、そういう形で調整を図らせていただいております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２１５ページ、２１６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２１７ページ、２１８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２１９ページ、２２０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２２１ページ、２２２ページ。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２２３ページ、２２４ページ。 

  ５項保健体育費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２２５ページ、２２６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２２７ページ、２２８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２２９ページ、２３０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２３１ページ、２３２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２３３ページ、２３４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２３５ページ、２３６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２３７ページ、２３８ページ。 

 １１款災害復旧費、１項農林水産業施設災害復旧費、２項公共土木施設災害復旧費。１２款公債費。 

質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２３９ページ、２４０ページ。 
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  １３款給与費。１４款諸支出金、１項普通財産取得費。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 給与費の中の手当てで、超過勤務のことなんですけど、去年の当初比として７７５ 

万円の増ということなんですけど、去年っていうか前年度の部分が増額して補正して相当額補正して

いるんですけど、この超勤について実態としていろいろあるんだろうと思うんですが、まず現状とし

て特定の人が非常に多く超勤をやっているという実態は聞いているんですけど、そういった中で、個

人、特定の人間だけの超勤ということじゃなく、全体通して職場全体が超勤増えているということに

ついては、ある程度理解するんですけど、特定の人間が大幅な超勤時間をやっているというそういう

実態っていうのは、２７年度の実態としてどんな実態になっているか知らせてほしいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 超勤の実態というご質問の部分と、平成２７年が１００周年という部分で大幅に増額 

させていただきました。説明で、２４年度、２５年度、２６年度という実態が端数を切りますけど、

２４年度で２，３３５万８，０００円、２５年度で２，５６６万５，０００円、２６年度で２，５４

２万８，０００円と。この年を目指すというか、減らすという部分も含めて、今回１０．５％上げて

いただいて２，４００万円にさせていただきました。２７年度は当初８．５％でありました。それで、

実態として２７年度の２８年２月末までの超勤の特定っていうか、一部に偏っているっていう部分の

ご質問に対して、１，０００時間以上が１人おります。それと５００時間以上が５人。３００時間以

上が１０人という、１人っていう部分でいったら、確かにおります。いろんな事情が前後したと思い

ます。春先のいろんな新年度の事業とか、そういった部分が恒常的に繋がっていったのかなと思って

おります。 

 前回説明した時も２７年は異常な事態という部分で職員にも捉えていただいておりますので、削減

に向けて、これまでも実は平成２５年に置戸町職員の超過勤務縮減対策として、時間外勤務の縮減に

関する指針も作成して取り組んでまいりました。縮減に向けた環境整備、職員のコストの意識の醸成

とか、特に管理職員の意識改革、そういった部分でノー残業デーの実施とか、超勤はあくまでも課長

職が命令するんだよと。昨年、一昨年後半からは、１０時以降はなるべく超勤はしないようにという

ことで庁舎の退庁、夜警員が退庁する時には、よっぽど勤務しないと駄目な時は、事前、事後に課長

の承認を得て鍵を預かるとか、ただ、残念ながら２７年度は、やはり１０時以降にかなり超勤をした

というのが実態であります。今年度は、それも含めて改善に努めていきたいと思っております。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 全体的に２７年は、１００周年だとかいろんな事業が重なって、そういった事情と 

いうのは想定はされておりますし、それの実態だと思うんですが、ただ一つ驚きなのは、１，０００

時間を超えるっていうか、その方が１人っていうのは、非常に異常な事態だと思うんですが、この方

は、この部署っていうのは、その人一人しか担当としていないのか。あるいは、その他に係がいると

か、そういった実態の中で、係と自分と含めて超勤の配分はどうなっているのか。その辺はどういう

体制になっているんでしょうか。 

○佐藤議長 総務課長。 
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○菅野総務課長 ここの実態につきましては、平成２７年の４月１日までは、今いる係長と、経験年数 

５、６年の係が４月１日に異動になりまして、新採用の職員を配置したという経過があります。そう

いった部分で新人が覚えるまで、また係長がその部分被っていたっていうのが実態でなかったかなと

感じておりますので、その中で言えば、課の中の連携っていうか、そういった部分も今後考慮してい

かないと駄目なのかなと思っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 相当係長が新人の職員だったんでということでの負担だったということなんですが、 

ただ仕事っていうのは、新人であろうとベテランであろうと、いずれにしろ仕事を覚えてもらうとい

うことは同じだと思うんですね。そんな中での係長の仕事の仕方っていうこともあるし、全体的なそ

れを掌握する課長の采配っていうのもいろいろとあると思うんですね。要は、この係長が１，０００

時間も仕事して、健康上のことだとか、家庭内のことだとか、そういったことを心配した時、どうな

のかなっていうのが非常に先にたつと思うんですよね。やはり何と言ってもいろんなストレス社会の

中で皆さんいろいろ体調崩されている方もたくさんいると聞いておりますが、そういった中での１，

０００時間というのは、非常に特異な時間ではないかと思うんですね。現実的に新人の係員は、どれ

ぐらいやっていたんですか。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 係長１０００時間以上やっている中で、新人につきましては１００時間以下っていう 

か、６９時間っていうのが実態であります。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 係員が１０分の１っていうことなんですけど、どうなんだろう。それは、いろいろ 

考え方とか仕事のやり方はあると思うんですけど、係と係長が連携を取りながら仕事を進めていかな

いと、何のために係が配置されて、いずれにしろ係も仕事を覚えていかなきゃならないっていうそう

いう立場になっていくと思うんですね。そんな時に、自分がやることによって仕事が進むっていうこ

とは分かるんですけど、ある程度仕事を任せて、それを覚えさせて教育していくっていうことも一つ

の係長の仕事だと思うんですね。ですから１，０００時間と１００時間とのギャップというのは、非

常に驚きっていうか、それでは上手く係の中で仕事が回っていかないのかなという、そういう気がし

ます。もっとやっぱり、何て言いますか、その中での係と係長の連携っていうのを考えていきながら、

ある程度任すところは任して、係長にしろ家庭もあるだろうし、いろんな事情もあるだろうし、そう

いったことを係に仕事を任させていかないと、合わせて１，１００時間の仕事の量っていうのは１人

にだけ被さっていくっていうそんな気がするし、何と言っても健康の問題が出てくると思うんですよ

ね。それで、家庭の方も、いつも主人っていうか係長が自宅にいないだとか、そういったことになっ

て、過労の問題だとかそういったことが心配されますので、その辺のことを十分に配慮しながら、１

人の人に過大な時間がいかないような配慮っていうか研究っていうか、そのことも必要だったと思う

し、これが毎年、担当の方が１，０００時間も続くわけではないと思うし、臨時的にそういうことが

あるとすれば、臨時の誰か職員を採用してもらうとか、簡単な仕事をそういった人にやってもらうと

か、やはりそういう仕事の中身をいろいろ検討していかないと、その１，０００時間っていうのは、
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すごい特異な時間ではないかと思うんですが、その辺のことはいかがでしょうか。 

○佐藤議長 副町長。 

○和田副町長 今、超過勤務の時間の関係で議員の方からもいろいろとご指摘をいただきました。まさ 

にそのとおりのところは十分ございます。ただ、担当の者におきましても、部下の教育あるいは事業

の推進、そういう中で時間を割きながら配慮、苦労しながらやっていた実態もあると。また、その課

の中でも、ものによっては協力体制を十分に取ったり、あるいは課長からの指導もしながら、そんな

ようなことをしているわけでございますが、なかなか係長と係あるいはそういう中での時間を見ると、

１，０００対１００時間というような極端な時間になってしまったのは現実でございますが、新人職

員でございますので、なかなか一人前になるまでに時間もかかるというような、そんなこともあった

りしたものですから、日中のうちは指導の時間に時間を多く費やしたというような、そんな実態もあ

るようでございます。 

 その辺については、担当の直属の課長含めて課の中の連携体制その他指示はしていたつもりではご

ざいますが、やはり仕事が段々、これは言い訳になるかもしれませんが、その部署、その部署が少し

ずつ仕事の内容が深くなりつつありますので、そういう中ではなかなか分担し切れない面もあったと

いうふうなことを聞いております。ただ、議員から言われるように、この実態っていうのは、そのと

おりでございますので、２８年度以降、これらについては改善に向けて検討していきたいというふう

に思っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 最近の道新の記事、皆さんご承知かというふうに思うんですが、この部分について 

は、いわゆる超勤の部分が対価として支払われなかったと。それによって、同じ部署で自殺者が２人

出たというような記事が先般ありましたので、この部分、対価として支払われる部分については、こ

れはきちっと整理をしてもらって、その分は労働に対する報いと、対価としてきちっと整理をしても

らいたい部分だというふうに思いますけども、今後に向けては人員の配置なり、そういう部分につい

てきちっと検討しながら適正な配置に努めて頂きたいなと、そのように思います。その記事の中でも、

いわゆる町長がその部分について十分把握してなかったというような、認識していないというような

コメントも載ってましたので、その部分についてはきちっと町長も中身について認識をして頂いて、

払われた対価については、これは仕方ないというふうに思いますけども、今後は、そういう適正な配

置に向けてきちっと整理してもらいたいなというふうに思います。 

○佐藤議長 副町長。 

○和田副町長 今、議員のおっしゃられたとおり、仕事をした対価、これはすべて出しているつもりで 

す。ただ、例えば５時１５分が退庁時間ですが、勤務時間の終了ですが、やはりそのところによって

は６時とか６時半とか、そういうふうになるケースはありますが、そこら辺は別としまして、今日は

超過勤務する日ですと。いついつまで何時間程度しなければ追い付きませんというようなことで担当

課長に申し出てますので、それらについてはしっかりと支払いはされているということで判断をして

いただきたいというふうに思います。また、このような事態というところでは私共非常に、先程来の

答弁のとおりでございますので、２８年度以降については、そのように十分配慮していきたいという
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ふうに思っております。 

 ただ、思うような職員採用が今現在不足、予定より達していないという部分もありますので、その

辺は少し工夫をしなきゃならんというふうに思っておりますが、やはり原則は望ましいのは、ゼロに

限りなく近い、超過勤務ゼロに限りなく近いっていうのが理想だとは思いますが、やはり行事等もご

ざいますし、それによって日常業務が少しできないというケースもございますので、何がしかのもの

は出ていくのは当然だと思いますが、それらについては極力、適正っていうか、適当な時間っていう

のが何時間か分かりませんが極力少なくしていくような、そんなことは配慮をしていきたいというふ

うに思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。また、超過勤務の状況につきましては、

月々集計したものを、個人ごとのもの、あるいは集計したもの、それらについては町長の方まで確認

をしていただいて、決裁という形で確認させていただいておりますことを付け加えたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 議案第２９号のところで質疑をした方がいいのかもしれませんけども、今年の４月 

１日から人事評価制度が導入されます。今回の超勤等々の部分が一例になるのかなというふうに思う

んですが、そういう超勤者という方がどういうような評価をされるのか。また、人事評価の導入につ

いては、評価制度の導入によって任用や給与、また分限、その他の人事関与の基礎となるということ

は、その評価によって賃金といいますか、給与費やなんかにも影響が出てくるのかなというふうに思

うんですが、そういった評価をしながら、また給与との兼ね合い等々、いろいろこれから難しくなっ

てくるのかなというふうに思うんですけども、人事評価の導入に伴う給与費への影響というものが考

えられるのかどうかについてお伺いしたいと思います。 

○佐藤議長 議員に申し上げます。ただ今の発言は、議題外にわたっての質疑を超えていますので注意 

をいたします。答弁があればお願いをいたします。 

  総務課長。 

○菅野総務課長 議員の思いとしては、超勤削減と人事評価という部分と、それと期末勤勉手当とか今 

後の昇給にどういうふうな形になっていくのかっていう質問かなと思っております。そういった部分

で、まず超勤の削減っていう視点で考えた時に、職員の意識付けが一番大事かなと私は思っておりま

す。そういった部分で、正直言って、きつくすればするほど職員は残業を持ち帰ったり、そういった

部分で萎縮してしまう可能性もありますし、無駄な残業だって決めつけちゃうと、職員のモチベーシ

ョンも下がっていくんでないかと、そういった兼ね合いもありますので、そういった中で、４月１日

からは人事評価っていう部分でいったら、課長職がまず職員と期首での話し合い、今年度の仕事に対

してのローテーションとかそのやり方とか、そういった部分で人事評価っていうものが今度形として

やっていくことになっていきます。 

 今までは単に、課の職員集めて今年の、うちの課のあれはこうだとかっていうそういうミーティン

グをしている課もあります、課長も。それが今回、４月１日からはちゃんと人事評価の一つとして一

係と全係ですね、面談を進めて仕事をしていきなさいと。そうした中では、やはり仕事の効率化って

いう部分では、時間の管理っていうかマネージメント意識も持っていただけるように話を進めていく

のかなと。管理職としては、当然それを意識しながら部下に対して仕事を指導していく立場だと思っ
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ています。超勤するんじゃなくて、効率よく部下を指導しながら仕事をしていく、そういった部分で

お互いに仕事の効率化、最後は住民のために、住民サービスのために向かって仕事をしていくという

ことで、先程、期末勤勉っていうのは、いずれにしても４月１日、課長職も職員も初めてやる、ただ

やっていかなければならない。お互いに目的を持っていって、その後から期末とか昇給に影響する部

分は検討していきたいという思いで進めております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２４１ページ、２４２ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

                                   

    ◎延会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

  本日の会議はこれで延会にしたいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって、本日はこれで延会とすることに決定しました。 

                                    

    ◎延会宣言 

○佐藤議長 本日はこれで延会とします。 

延会  １５時４８分 
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平成２８年第２回置戸町議会定例会（第6号） 

 

平成２８年３月１７日（木曜日） 

 

○議事日程 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

  日程第 ３ 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ８ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ９ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 

  日程第１０ 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について 

  日程第１１ 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について 

  日程第１２ 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

  日程第１５ 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

               る条例 

  日程第１７ 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１８ 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  日程第１９ 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例 

  日程第２０ 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第２１ 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２２ 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

  日程第２３ 報告第 １号 専決処分の報告について 

  日程第２４ 報告第 ２号 定期監査の結果報告について 

  日程第２５ 報告第 ３号 例月出納検査の結果報告について 

  日程第２６ 意見書案第１号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める要望意 

                見書 
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 ○会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

        （諸般の報告） 

  日程第 ２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算 

  日程第 ３ 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算 

  日程第 ４ 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算 

  日程第 ５ 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算 

  日程第 ６ 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算 

  日程第 ７ 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算 

  日程第 ８ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算 

  日程第 ９ 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定について 

  日程第１０ 議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定について 

  日程第１１ 議案第２０号 置戸町行政不服審査関係手数料条例の制定について 

  日程第１２ 議案第２１号 置戸町情報公開条例の一部を改正する条例 

  日程第１３ 議案第２２号 置戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例 

  日程第１４ 議案第２３号 置戸町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例 

  日程第１５ 議案第２４号 置戸町税条例の一部を改正する条例 

  日程第１６ 議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す 

               る条例 

  日程第１７ 議案第２６号 置戸町常勤特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第１８ 議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例 

  日程第１９ 議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例 

  日程第２０ 議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する 

               条例 

  日程第２１ 議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例 

  日程第２２ 議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定について 

  日程第２３ 報告第 １号 専決処分の報告について 

  日程第２４ 報告第 ２号 定期監査の結果報告について 

  日程第２５ 報告第 ３号 例月出納検査の結果報告について 

  日程第２６ 意見書案第１号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める要望意 

                見書 

    

○出席議員（１０名） 

１番  前 田   篤 議員     ２番  澁 谷 恒 壹 議員 

３番  髙 谷   勲 議員     ４番  佐 藤 勇 治 議員 

５番  阿 部 光 久 議員     ６番  岩 藤 孝 一 議員 

７番  小 林   満 議員     ８番  石 井 伸 二 議員 
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９番  嘉 藤   均 議員    １０番  佐 藤 純 一 議員 

 

○欠席議員（０名） 

 

○地方自治法第１２１条第１項の規定により説明のため出席した者の職氏名 

 〈町 長 部 局〉 

町    長  井  上  久  男        副  町  長  和  田     薫 

会計管理者  鎌  田     満        町づくり企画課長  栗  生  貞  幸 

総 務 課 長  菅  野  博  敏        総務課参与  東        誠 

  町民生活課長  鈴  木  伸  哉        産業振興課長  坂  口  博  昭 

施設整備課長  大  戸  基  史        地域福祉センター所長  鈴  木  正  美 

施設整備課技監  髙  橋  一  史        総 務 係 長  芳  賀  真 由 美 

町づくり企画課財政係長  小  島  敦  志 

 

 〈教育委員会部局〉 

教  育  長  平  野     毅        学校教育課長  蓑  島  賢  治 

  社会教育課長  今  西  輝 代 教        森林工芸館長  五 十 嵐  勝  昭 

  図 書 館 長  深  川  正  美 

 

 〈農業委員会部局〉 

事 務 局 長  坂  口  博  昭（兼） 

 

 〈選挙管理委員会部局〉 

事 務 局 長  菅  野  博  敏（兼） 

 

 〈監査委員部局〉 

代表監査委員  本  間  靖  洋 

 

○職務のため出席した事務局員の職氏名 

事 務 局 長  田  中  英  規       議 事 係  長  尾  俊  輔 

臨時事務職員  中  田  美  紀 
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開会 ９時３０分 

     ◎開議宣告 

〇佐藤議長 これから会議を開きます。 

                                   

    ◎日程第 １ 会議録署名議員の指名 

○佐藤議長 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、置戸町議会会議規則第１２２条の規定によって、４番 佐藤勇治議員及び５番  

阿部光久議員を指名します。 

                                   

    ◎諸般の報告 

○佐藤議長 これから諸般の報告をします。 

 事務局長から報告させます。 

 事務局長。 

○田中事務局長 本日の説明員は、前日のとおりです。 

  本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。 

  報告を終わります。 

○佐藤議長 これで諸般の報告を終わります。 

                                   

    ◎日程第 ２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算か 

                  ら 

    ◎日程第 ８ 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計 

                  予算まで 

               ７件 一括議題     

○佐藤議長 日程第２ 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算から日程第８ 議案第３８号  

平成２８年度置戸町下水道特別会計予算までの７件を一括議題とします。 

 前日に引き続き、議案の質疑を続けます。 

〈議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、別冊事項別明細書の１３ページ、１４ページ。歳入から進めます。 

 ２．歳入。１款町税、１項町民税、２項固定資産税、３項軽自動車税、４項町たばこ税、５項入湯

税。２款地方譲与税、１項地方揮発油譲与税、２項自動車重量譲与税。３款利子割交付金。 

  質疑はありませんか。 

  ９番。 

○９番 嘉藤議員 たばこ税のところでお伺いをしたいのですが、確か説明では、健康志向とゆぅゆの 

方の今休止にあることから販売がという話がありましたけども、ゆぅゆの方今休止しているというこ

とですが、相当たばこの売り上げ等あったということでよろしいでしょうか、今までについては。 
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○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 現実に、申告納付なのでどこの部分がどう落ち込んだとか増えたとかっていうの 

は、実際数値化はできないですけれども、大きな要因の一つとして、ゆぅゆの部分もあるのかなって

いうことで押さえております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １５ページ、１６ページ。 

 ４款配当割交付金。５款株式等譲渡所得割交付金。６款地方消費税交付金。７款自動車取得税交付

金。８款地方特例交付金。９款地方交付税。１０款交通安全対策特別交付金。１１款分担金及び負担

金、１項負担金。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 ９款交付税についてお聞きしたいと思いますが、普通交付税２０億円の今回の算定 

ということで、国勢調査の人口減ということで相当厳しく絞り込んだ交付税の算定だと思っています。

ただ、２７年度の実績が、２３億８，６００万円ということで、それで比較しますと、１６％強の減

額を想定しているんですが、いずれにしろ年度途中での留保財源だとか、６月に政策的な予算が出る

ということで、それの対応っていうことも考えての留保財源だと思うんですが、それにしても２０億

円っていうのは絞りすぎかなっていう思いもするんですけど、その辺のことをお聞きしたいと思いま

す。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 地方交付税の予算の計上額についてでありますけれども、今お話ありました 

とおり、本年度の確定額というのは、２３億８，６００万円程度になってございます。それから差し

引きますと、３億円以上の差があるということになるわけですけども、今お話ありましたとおり、骨

格予算にしているということが、まず一つ大きな要因であります。本年度の普通交付税の言ってみれ

ば見積額といいましょうか、それの考え方は、今一部お話もございましたとおり、国勢調査の人口が

減るとか、あるいは、地方創生関連での予算がどのように交付税の中で算入されてくるのかっていう

のは、少し不透明なところありまして、そういったことを割り引いて、２２億円台に入ってしまうか

もしれないなっていう予想はしております。ですから、２０億円の差でいうと、２億円から３億円の

間ぐらいの留保をしているのかなという思いではおります。それから、６月の補正予算の話出ました

けれども、当然、骨格予算と言いながらも皆さんと共に一緒に議論してきている大型事業等も実はご

ざいまして、本来、当初予算に計上されますと、それらの財源として本来は計上されるとこでありま

すので、その辺のところでご理解をいただきたいというふうに思います。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 この一般財源の交付税については、これから出てくる繰入金との兼ね合いがあると 

思うんですよね、基金の繰入れ。ちょっと先に走っちゃって注意を受けるかもしれませんが、４億６，

０００万円の基金繰入、両方で相当な金額かなという想いがしてまして、６月の政策的な予算の時に、
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多少の留保財源を見込みながらという話があったんですけど、何て言いますか、基金繰入れとの兼ね

合いの中で、極力基金というのは、それを押さえるっていうのが原則だと思いますが、最終的に２７

年度の３月の今回の予算でも３億円の基金が全てゼロに戻して、１９億６，０００万円ですか、交付

税の一般財源がそこで歳入としてなされ６，０００万円程の、逆に繰越の繰入を逆に繰入したという、

そういういろいろ最終的にはなったわけですけど、ちょっと私が言いたいのは、もう少し普通交付税

に比重を置いて次の繰入金に、貯金ですよね、基金をね。その貯金の仕方をもう少し滑らかにした方

がいいんでないかという、そういう思いで質問させていただきました。それに対する見解があればお

願いしたいと思います。 

○佐藤議長 町づくり企画課長。 

○栗生町づくり企画課長 先程もお答えをさせていただきました。２７年度の当初予算でお話ありまし 

たとおり、３億円の繰入。これは財調と減債を含めてでありますけれども見込んでおりましたが、最

終的には繰入をしないで予算積み立てで減債金にいくらか積むことができたと。これはずっと考え方

としてとってきているんでありますけれども、一つ減債基金や財政調整基金を入れるというお話は、

５次総計の後期計画の実施計画の説明をさせていただいた時にも、やはりどうしても一般財源が足り

なくなりますよというお話をさせていただいたと思います。その際も、５年間でもしかすると１０億

円から１５億円ぐらいの基金は必要になるかもしれませんという、言ってみればこの５年間の中では、

当初予算を組むにあたって、急にお金が足りなくなったということではなくて、計画的に財源が不足

するということの中で計画しながら予算に組み込んでいるという考え方で進めております。先程、６

月との絡みもあるんですけれども、お話しましたとおり、基本的には政策予算という考え方になって

まいりますし、財源としては主には、国や道の補助金や、それから適債事業であれば、起債を見込む、

そして通常一般財源で残りの分を、通常は交付税ということになりますけれども、そんな形で予算計

上を少し頭の中でっていうかトータルして考えた中での当初予算の計上になってございますので、そ

の辺のところはご理解をいただきたいなというふうに思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １７ページ、１８ページ。 

  ２項分担金。２款使用料及び手数料、１項使用料。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  １９ページ、２０ページ。 

  ２項手数料、１３款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２１ページ、２２ページ。 
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  ３項委託金、４項社会資本整備総合交付金。１４款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２３ページ、２４ページ。 

  ３項委託金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２５ページ、２６ページ。 

  １５款財産収入、１項財産運用収入、２項財産売払収入。１６款寄附金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２７ページ、２８ページ。 

 １７款繰入金、１項特別会計繰入金、２項基金繰入金。１８款繰越金。１９款諸収入、１項延滞金

加算金及び過料、２項貸付金元利収入。 

  質疑はありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 基金繰入金の中で、ふるさと銀河線跡地活用振興基金繰入金、５７万２，０００円 

ですが、これについての歳出の対応する歳出ちょっと聞き漏らしたかと思いますので、その説明をお

願いしたいと思います。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 ふるさと銀河線の繰入金の５７万２，０００円の部分につきましてご説明いたします。 

歳出で、６６ページになります。税等過誤納還付金として５７万２，０００円増額させて頂きました。

この金額につきましては、境野親交の新団地の分譲地、３軒を売払い済みですが、その内１軒が３年

以内に建設の見込みができないということで、売払い分を返していただいて増額された部分でありま

す。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２９ページ、３０ページ。 

  ３項受託事業収入、４項雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３１ページ、３２ページ。 
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  ２０款町債。 

  続きまして、３３ページ、３４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻りください。 

  第２条 地方債。 

  第２条 地方債は、議案の７ページ。第２表 地方債をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案の最初にお戻りください。 

  第３条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 歳入の１８ページなんですけども、町営住宅の使用料が１５０万円ほど減っている 

のがあるんですが、その減った理由と。それから、２２ページの、委託金の社会資本総合整備事業が

２，０００万円ほど増えてますよね。その理由をお聞かせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 減額になっている理由なんですけれども、現在、試算した段階では、平成２７年 

１２月１日での基準、入居者の基準で考えておりまして、その額で大体９５％を見込んでおります。

また、平成２７年は空き家が現在８戸ありまして、あと、高額所得者っていうか住宅料を高額に収め

た方が３名退去されたということで、加味しまして予算を計上いたしました。続きまして、社会資本

整備につきましては、まず、除雪費につきましては、例年通りの計上になっております。雪寒しての

部分の１２０万円が交付金になっております。続きまして、橋梁長寿命化修繕に係る社会資本整備交

付金といたしまして、８，４００万円の７割、５，８８０万円が計上になっております。それと、公

営住宅に建設の部分の事業費、補助該当します１億１，０５０万円の２分の１の５，５２５万円がそ

れぞれ社会資本整備交付金に該当になりまして、本年度、町営住宅、公営住宅の建設が増えましたの

でその分で増額になっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ３番。 

○３番 髙谷議員 １４ページ、個人町民税なんですが、その内の農業所得の部分ですが、２％の増額 

というふうに見込んでいるようなんですが、２７年産の置戸町の全体の農業収入は、初めて５０億円

を超えて５３億円ということで、前年対比でも４億２，５００万円くらい増収ということになってお

ります。全体的に借入も、それから年末の組勘の整理においても非常に数字的にいい数字が、過去に

ないようなそういう数字が見られていまして、この２％の増額というのは、どうなんでしょうか。妥

当と言えるのかどうか、その辺をお聞きしたいんですが。 
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○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 農協等の方から状況等、予算編成１２月の時にお聞きをしまして、いろんな各農 

家さんにも話を聞きながら、総じていいよという話は聞いているんですが、気持ちとしては過大に見

込みたいというのはあるんですが、当然、所得イコール上がっているからすぐ税額に反映するってい

う。例えば、免税牛の免税ですとかそういった部分もありますので、一概に気持ちとしては、本当に

１０％、２０％見込みたいところはあるんですが、これは確定をして課税計算をしてみないと何とも

言えないので、例年、調定ベースでは当然上限ありますので、調定ベースでは上がるのかなという見

込みはありますが、それとて課税計算をきちっとしてみないと分からないので、概ねこのくらいかな

ということで見込ませていただきましたのでご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

  ５番。 

○５番 阿部議員 歳出の９８ページ。１９節の認知症対応型共同生活介護運営安定化事業補助金です 

か、新規で１５０万円出ております。これについて説明いただきたいのと、扶助費の利用者の負担軽

減事業助成金という形で、昨年１３５万円で、本年１５９万円ということで増額をされております。

このことで利用者一人当たりどういった軽減をされているのかお伺いをしたいと、それと、２２節の

利子補給の関係でございますが、６８万５，０００円になっておりますけども、借入金の残高、そし

て利率についてお知らせをいただきたいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 まず１点目の、認知症対応型共同生活介護運営安定化事業の補助金の部 

分でございます。これについては、昨年の６月の議会でもご提案し補正をさせていただいた分でござ

いますけども、平成２７年度の介護報酬の改定によりまして、認知症高齢者介護グループホームにつ

いて影響が非常に出てきてございます。従いまして、基本報酬減収分の一部を助成するということで

考えてございまして、助成することによって利用者の負担の軽減、それから当該事業所の安定的な運

営を支援するということで、今考えていますのは、今の介護保険事業計画６期の計画の間、２７年か

ら２９年でございますけども、この間について助成をしていきたいということで予算を計上した分で

ございます。 

 それから、認知症の対応型の共同生活介護事業の利用者の負担軽減の助成補助金でございます。こ

れについては、昨年よりも増額を計上させていただいておりますけれども、介護保険の１号から３号

の段階、低所得者非課税の方を対象にしてございまして、今の見込みを含めまして、平成２８年度に

ついては、１４人の方が見込まれるということで、昨年よりも人数が増えてございますので、それら

を含めて増額になってございます。 

  それから、老人共同生活介護施設の支援利子補給の分でございます。この分についての借入時の

利率ということでよろしいでございましょうか。これについては、私の方で伺っているのは、借入し

た時の利率が２．７５％ということで聞いてございます。考えていますのは、利子補給の対象として

おりますのは、北見信用金庫からの融資で、融資総額が１億円を限度といたしまして、利率が３．５％

以内のものを対象にして利子補給をしているということで、グループホームさんが資金を融資された

のは、２．７５％というふうに聞いてございます。 
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○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 阿部議員 今、利子の話をいただきましたけども、残高についてお知らせいただきたいのと、 

最初にご説明いただきました、１９節と２０節の関係について、これは置戸の町単独でやっているこ

となんだろうというふうに思いますが、他所の町あるいは他所の施設でどういったことになっている

か、分かればお知らせいただきたいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 最初に利息の残高ということで、２８年３月の末でございますけれども、 

返済の残高が末で、５，２３０万円程というふうな数字になってございます。 

 それから、先程の安定化事業の補助金、それから軽減事業の補助金については、今、議員おっしゃ

られましたとおり、置戸独自の助成の事業でございまして、管内的っていいますか、道内的な状況っ

ていうのは、つかまえてございません。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ５番。 

○５番 阿部議員 他でやってないということは、置戸はそれだけ豊かなのかどうか分かりませんけど 

も、求められればそれに応じるということで、こういったことがどんどん増えていくとどういうこと

になるかというのは、容易にご理解いただけることだと思いますが、他所の、例えば、北見辺りでこ

うした施設っていうのは非常に多いわけですよ。そこで、どういった対応をしているかっていうこと

も考えずに、この置戸の事業者だけをどうにかするっていうのはいかがなものかなというふうに思う

し、置戸から例えば北見のそうした事業所に入所されている方もいるというふうに思えば、ちょっと

片手落ちなのかなというふうに思いますが、その辺どうでしょうか。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 ご存知のとおり、このグループホームにつきましては地域密着型の施設 

ということで、置戸町の町民を対象にして利用いただいている施設でございます。株式会社でござい

ますけども、高齢者福祉事業を積極的に展開されていると。加えて、認知症対応型のそういう事業所

として置戸町としても非常に重要な施設であるということを考えて、いわゆる事業所の安定的な経営、

それから入所される方の負担軽減、これをいろいろ検討した中での補助金の事業の展開ということで

ご理解いただきたいなと思ってございます。グループホームにおきまして、置戸町認知症型のグルー

プホームについては一つでございます。北見においては、たくさん施設がありますけれども、介護報

酬が減ればすぐ施設の、例えば、居住費なり、光熱水費が値上がりして利用者の方に跳ね返ってくる

わけでございます。それを十分に検討した中で置戸町の、くどいようですけども、置戸町地域密着型

の置戸町の施設として非常に重要だっていうことの判断でこういう事業を展開しているということで

すのでご理解いただければと思います。 

○佐藤議長 ５番。 

○５番 阿部議員 そのことは分かりました。ただ、そこを町の方から勝手にそういうふうなことを実 

施しますよ、補助しますよということではなくて、求めてきているわけでしょ、いずれも事業者が。

重要な施設だっていうことは分かりますけれども、株式会社っていうのはどういう目的のために組織
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つくっているかというと、あくまでも事業を展開することによって利益を求めていくっていうのが株

式会社ですから、そう考えた時に、そんなもの求められて、そうですかっていってどんどんそういう

ことをやるっていうのはいかがなものかなと思いますし、この事業者は北見にもそういった事業を展

開していると伺ってます。そのことも十分に考えてこうしたものを出しているんだということなのか、

あくまでも町民に、分からないと思うんですよ、言わなかったら。皆がそういうふうなもの見た時に、

どういうふうに思うかっていうことも十分に考えた上で補助を出していただきたいなというふうに思

います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 議員の方からそういうことでのご指摘もあるところでございますけど、 

株式会社っていう位置付けで利益が積み重なって、そういう経営状態であれば、私共心配するとこで

はございませんけれども、非常に今苦しい状況、状態になっていると。株式会社でございますけれど

も、積極的な高齢者福祉を展開をやっている事業所だよと、そういう押さえ方でいろんな事業を、事

業者からの要請もございましたけれども、そういうことで検討してやっているということでご理解い

ただければなというふうに思ってございます。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

  ４番。 

○４番 佐藤議員 歳出でちょっと戻ります、４４ページの番号制度導入に要する経費でお聞きしたい 

と思います。この負担金どうのこうのじゃなくて、金額じゃなくてですね、補正予算の部分で聞けば

よかったんですけど、今、現状としてマイナンバーが各市町村で交付されているんですけど、我が町

の、うちの今の現状として、そういうカードが通知されて、それに基づいて個人番号が登録されてき

ていると思うんですが、その登録の状況をですね、実態どの程度なのか、数字的にですね。あと、特

に高齢者の方が非常に登録についてもいろんな不安っていうかそういったものがあるということ。そ

れに基づいて各地域で説明会等精力的に求められてやっているということを聞いておりますけど、そ

ういった部分で、末端の市町村として現在の事情っていうか状況、一部機械的なトラブルもあるとい

うこと聞いてますので、総体的に今のマイナンバーの状況について、掌握している分について説明お

願いしたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 現在までのマイナンバーの交付状況等についてというご質問だと思いますので、 

お答えをしたいと思います。まず、通知カード、紙製の通知カードでございますが、これは９月末の

人口分で３，０９７人分。世帯にして、１，５４９通分を１０月以降に地方公共団体情報システム機

構の方から各戸に郵送をしております。それで、通知カードにつきましては、３月１５日現在で、秋

田地区１名、境野地区３名、３軒ですね。秋田地区１世帯、境野地区３世帯、置戸地区２世帯の計６

世帯がまだ受領いただいていない状況であります。それ以外は全て受領済みということになっていま

す。マイナンバーカード、個人番号カード、これから通称マイナンバーカードと表現するようになり

ましたので、マイナンバーカードというふうに呼ぶことにいたしますが、３月１５日現在でマイナン

バーカードの申請者、３月９日受付け分まででございますが２８２名、役場にカードが到着した分が

１９６名、案内ハガキを送付しました件数が１７５名、交付を受けた方が１１５名の状況となってお
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ります。それで、マイナンバーの受領ハガキがすごく小さい字で書いてありまして、そのハガキの作

成につきましては、情報システム機構の方で一括して作るものですから、その郵送経費を含めて交付

金の中で交付をしているわけでございますけれども、見づらくて引き換えに持って来る書類について

もですね、非常に見づらいというお叱りを受けまして、３月３日の日からですね、町持ち出し郵送料

になりますけれども、Ａ４で大きくですね、引き換えに必要なものをきちっと記載して、ハガキを封

書に入れてですね、分かりやすい方法で受領いただくようご案内をしているところでございます。 

 あと、マイナンバーの説明会の実施状況について若干お話をしたいと思います。勝山地区におきま

しては、１月２８日に寿クラブの研修会ということで３８名の中、研修会を実施しております。境野

地区につきましては、２月１１日、境野自治連ということで２０名、置戸につきましては、置戸町の

老人クラブ連合会文化交流会研修会の場をお借りしまして１５２名の参加のもと、２月２４日に実施

しております。秋田地区につきましては、２月１６日、住民協議会主催ということで場をお借りしま

して２４名、計２３９名の説明会に参加していただき講習を行ってきたところでございます。 

○佐藤議長 ４番。 

○４番 佐藤議員 これは新聞の報道でですね、どうも機械的にっていうか装置で色々トラブルがあっ 

てうまくいっていないということも新聞の報道で読むんですけど、置戸的には交付されて、そしてカ

ードを順調に遅滞なくというか、故障なく作動しているって、そういうことで特段トラブルはないっ

ていうことでよろしいですか。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 実は、カードエラーというか届いたカードをですね、役場の方で機械を使って確 

認作業をします。その際ですね、やはり１割ぐらいは読み込まないカードがあります。読み込まない

カードをすぐ読み込まないという手続きをしまして、再発行の手続きを取ってますので、到着してか

ら１週間程度、再到着まで１週間くらいかかるんですが、事前処理に結構時間をかかるものですから、

そういった部分を、置戸の部分は１割ぐらいですけれどもないことはないんですが、すぐ対応して交

付に影響のない程度で処理をしていますのでご理解いただきたいと思います。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３３号 平成２８年度置戸町国民健康保険特別会計予算。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の２６４ページ、２６５ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２６６ページ、２６７ページ。 

  ２項町税費、３項運営協議会費。２款保険給付費、１項療養諸費。 
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  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２６８ページ、２６９ページ。 

  ２項高額療養費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２７０ページ、２７１ページ。 

  ３項輸送費、４項出産育児諸費、５項葬祭諸費。３款後期高齢者支援金等。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２７２ページ、２７３ページ。 

  ４款前期高齢者納付金等。５款老人保健拠出金。６款介護納付金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２７４ページ、２７５ページ。 

  ７款共同事業拠出金。８款保険事業費、１項特定健康診査等事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２７６ページ、２７７ページ。 

  ２項保険事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２７８ページ、２７９ページ。 

 ９款基金積立金、１項財政調整基金積立金。１０款交際費。１１款諸支出金、１項償還金及び還付

加算金、２項繰出金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２８０ページ、２８１ページ。 

  １２款予備費。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ２５８ページ、２５９ページ。 

  ２．歳入。１款国民健康保険税。２款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。 

  質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 歳入のところで聞くのがいいのか、ちょっと不安な部分もあるんですが、この国民 

健康保険関連も、北海道の方で一括してというようなことに、移行していくというようなことになっ

てると思いますが、それは、予定年度と、あとどういう形で進められていくのか、その辺り分かって

いればお知らせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 国民健康保険の都道府県化のご質問だと思います。北海道とですね、都道府県化 

につきましては、平成３０年度より財政の部分につきましては、北海道が担当すると。現場で資格で

すとか給付業務ですとか、そういったものは、各市町村で行うという、これからそういうルールにな

ります。財源につきましては、道が一括処理をしますので、給付に必要な財源は交付金ということで

全額補償されます。今、まだ正式には決まってませんが、概ねこういう方向で行くのであろうという

ことでのお話になってしまいますが、道の方で、要は市町村の負担分、税金分ですね、国保税分です

ね、国保税分をこれぐらい必要なので徴収してくださいという、標準保険料みたいなものが提出され

ますので、それを基に町の方で税になるか保険料になるか、ちょっとこれから議論になりますけども、

町の方で徴収をして道の方に納付するというような形になります。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員 平成３０年度ということですので、まだ、全然中身確定していないことだと思うん 

ですけれども、今、各市町村でこの国保税の納入の回数ですとか、全部違っていると思いますけれど

も、その辺りも全部統一、北海道として一律同じになるということで考えてよろしいのでしょうか。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 税になるか国保料になるか、それから納期がどういうふうになるかということは、 

まだ全然示されておりません。ただ、昨年、こういう制度が始まる前に、振興局で説明会があったと

きに、私もどういうような形になるんだと質問してきたんですが、その時は、現状の市町村がそれぞ

れやっているスタイルでいくんでないかと、置戸であれば６期、それから保険料の積算についても４

方式ということで、変わらず進むんでないかという話は、その時ありましたが、色んな新聞等見ます

と、北海道から示される標準保険料が２方式って、所得割と均等割りですかね、そういう方式で、置

戸の場合は所得割と資産割と均等割と平等割という４方式で課税してますが、北海道から出される標

準の保険料の算出が、２方式になるか３方式になるかということもこれから議論されてますので、そ

ういった部分も含めて、恐らく標準的な保険料が示されると、それに従って徴収をしていかなきゃな

らないということになりますと、やはり隣町と積算方法が違うとかなってしまうと色々あるのかなと

思いますので、そういうことも含めて、２９年度中にですね、恐らく２８年度、２９年度、来年、再

来年辺りに色々細かい議論がされてくるのかなと思ってますので、それを見て対応したいと思ってい
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ます。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２６０ページ、２６１ページ。 

 ３款療養給付費交付金。４款前期高齢者交付金。５款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。６

款共同事業交付金。７款繰入金、１項基金繰入金、２項他会計繰入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２６２ページ、２６３ページ。 

  ８款繰越金。９款諸収入、１項延滞金加算金及び過料、２項雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案へお戻りください。 

  第２条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次に進みます。 

  第３条 歳出予算の流用。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

８番。 

○８番 石井議員 ちょっと、どこの項目で質問をしていいのかというのが分かりかねますが、いわゆ 

る町民健診ございますよね。国保に加入されている方の町民健診の受診率というのが分かればお知ら

せ願いたいのと、町民健診の際、国保加入者は、ある程度健診の際、自己負担が発生します。その自

己負担が発生した部分でお支払いした部分というのは、雑入等に入ることなく、例えば、病院側とい

うかそちら側の方にお金がいくのかどうか、その点お知らせを願いたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 国民健康保険で実施しています、平成２７年度の特定健診の受診状況でございま 

すが、直近のもので、平成２７年１２月末で集計したものがございます。３０代と４０代から７４歳

までの健診を実施しておりますが、３０代の健診につきましては、対象者１０５人でですね、受診者

が１２月末現在で３３人、受診率が３１．４％、特定健診４０歳以上７４歳までの方になりますが、

対象者数が８４７人で受診者数が３３８人、１２月末の受診率が３９．９％というふうになっており

ます。もう一点の費用の負担のご質問でございますが、受診費用相対で９，７７１円でございます。

その内、自己負担が１，０００円かかりますので、病院の方は町の方に８，７７１円請求をして、病
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院が１，０００円をご本人から徴収するという形になっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３４号 平成２８年度置戸町後期高齢者医療特別会計予算。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の２９０ページ、２９１ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費、２項徴収費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ２９２ページ、２９３ページ。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金。３款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。４款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

  ２８８ページ、２８９ページ。 

 ２．歳入。１款後期高齢者医療保険料。２款繰入金。３款繰越金。４款諸収入、１項延滞金加算金

及び過料、２項償還金及び還付加算金、３項雑入。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３５号 平成２８年度置戸町介護保険事業特別会計予算。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３０５ページ、３０６ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費、２項徴収費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３０７ページ、３０８ページ。 

  ３項介護認定審査費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 
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  ３０９ページ、３１０ページ。 

  ２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、２項介護予防サービス等諸費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３１１ページ、３１２ページ。 

  ３項その他諸費、４項高額介護サービス等費、５項高額医療合算介護サービス等費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３１３ページ、３１４ページ。 

 ６項特定入所者介護サービス等費。３款基金積立金、１項介護給付費準備基金積立金。４款地域支

援事業費、１項介護予防事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３１５ページ、３１６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３１７ページ、３１８ページ。 

  ２項包括的支援事業任意事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３１９ページ、３２０ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３２１ページ、３２２ページ。 

  ５款交際費。６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金、２項繰出金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３２３ページ、３２４ページ。 

  ７款予備費。 

  質疑はありませんか。 
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               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

 ３０１ページ、３０２ページ。 

 ２．歳入。１款保険料、１項介護保険料。２款国庫支出金、１項国庫負担金、２項国庫補助金。３

款支払基金交付金。４款道支出金、１項道負担金、２項道補助金。５款繰入金、１項一般会計繰入金。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３０３ページ、３０４ページ。 

  ２項基金繰入金。６款諸収入、１項延滞金及び加算金、２項雑入。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻りください。 

  第２条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次へ進みます。 

  第３条 歳出予算の流用。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 しばらく休憩します。１１時から再開します。 

                          

休憩 １０時３８分 

再開 １１時００分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  議案の質疑を続けます。 

 〈議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３６号 平成２８年度置戸町介護サービス事業特別会計予算。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３３３ページ、３３４ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。２款事業費、１項居宅介護支援事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 
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  ３３５ページ、３３６ページ。 

  ３款交際費。４款諸支出金、１項償還金及び還付加算金。５款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

 ３３１ページ、３３２ページ。 

 ２．歳入。１款サービス収入、１項介護給付費収入、２項予防給付費収入。２款繰入金、１項他会

計繰入金。３款繰越金。４款諸収入、１項受託収入、２項雑入。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻りください。 

  第２条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３７号 平成２８年度置戸町簡易水道特別会計予算。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３４９ページ、３５０ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３５１ページ、３５２ページ。 

  ２款水道費、１項水道事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３５３ページ、３５４ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３５５ページ、３５６ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３５７ページ、３５８ページ。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３５９ページ、３６０ページ。 

  ３款公債費。４款予備費。 

  質疑はありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 ３６０ページの工事請負費９億円ですけども、今年度ですべて終わるんですか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 本年度の９億円かけまして、各施設、管路、浄水場及び各配水池を完了させる予 

定ではおります。ただ、これにつきまして国からの補助がまだ不透明な部分がありまして、その補助

によると、もう１年度先に送る可能性もまだ残っていることは残っております。それであとは営農用

水池地区ですか、中里、安住、北光、愛の沢につきましては、それぞれ次年度ずつという予定になっ

ております。 

○佐藤議長 ７番。 

○７番 小林議員 多少補助金の関係で遅れるという話でございますけれども、総体的に９億円も含め 

てどれぐらい事業費はかかったんですか、予定よりは。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 今までの総価格っていうんですかね、実施状況ということでよろしいでしょうか。 

平成２６年度末までいきますと、８億９，９００万円、約９億円。進捗率でいきますと３２％となっ

ております。工事委託の方につきましては、１億９，６００万円、委託につきましては、ほぼ９８％

で終わっておりまして、今年度２７年度実施、まだ最終的になっておりませんけれども、ほぼ今年度

の、新年度ですか、９億円を消化しますと事業費割でいきますと、ほぼ９割は完了する予定になって

おります。当初、どれぐらいっていう増加率っていうんでしょうか。当初予定出した時の状況なんで

すけども、話を遡ります。平成１８年度に簡水統合に向けて、事業を実施していきましょうというこ

とでスタートしております。この時には、置戸地区と勝山地区の統合のみで、秋田については検討し

ていなかったというような状況になっております。この時で概算事業費として、５億７，０００万円。

平成１８年当時ですね。続きまして、平成２１年度、留辺蘂の八方台の池が信用がおけないと、この

時に再度統合計画を調査いたしまして、平成２１年度の時の概算事業費が１６億円というふうになっ

ております。続きまして、平成２３年度ですか、認可変更を行って置戸地区簡易水道ということで統

合しましょうと。この時に概算工事費が、約２０億円というふうになっております。その後、何回か

ご説明したかと思いますけれども、物価の上昇及び消費税の上昇等あります。あと、各地区の営農用

水地区をどのようにカバーしていくか。中里、安住につきましては、本来的には既設の管に繋いで終

わり。北光、愛の沢についても、既設を利用しましょうということで考えてての２０億円でしたので、

それをまた再度見直しというんでしょうか、やはり、やるからにはというところがあります。それを
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すべて管もやり直そうとしたところ、工事費にしましては、今現在２８、２９億円ですか、そのよう

な状況に予定をしております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

 ３４７ページ、３４８ページ。 

 ２．歳入。１款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。２款国庫支出金、１項国庫補助金。

３款繰入金、１項他会計繰入金。４款繰越金。５款諸収入、１項雑入。６款町債。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻りください。 

  第２条 地方債。 

  第２条 地方債は、議案の３ページ。 

  第２表 地方債をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案の最初にお戻りください。 

  第３条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次の議案へ移ります。 

 〈議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算〉 

○佐藤議長 議案第３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算。 

  質疑は条文毎に進めます。 

  第１条 歳入歳出予算は、事項別明細書の３７６ページ、３７７ページ。歳出から進めます。 

  ３．歳出。１款総務費、１項総務管理費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３７８ページ、３７９ページ。 

  ２款下水道費、１項公共下水道事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３８０ページ、３８１ページ。 

  ２項農業集落排水事業費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３８２ページ、３８３ページ。 

  ３款公債費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３８４ページ、３８５ページ。 

  ４款予備費。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、歳入へ進みます。 

 ３７２ページ、３７３ページ。 

 ２．歳入。１款分担金及び負担金、１項分担金。２款使用料及び手数料、１項使用料、２項手数料。

３款国庫支出金、１項国庫補助金。４款繰入金、１項他会計繰入金。５款繰越金。６款諸収入、１項

延滞金加算金及び過料。 

 質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、次のページへ進みます。 

  ３７４ページ、３７５ページ。 

  ７款町債。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案にお戻りください。 

  第２条 地方債。 

  第２条 地方債は、議案の３ページ。 

  第２表 地方債をお開きください。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、議案の最初にお戻りください。 

  第３条 一時借入金。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 なければ、歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

  ７番。 

○７番 小林議員 ３７９ページの１３節委託料で、浄化センターの管理委託料が７００万円ほど増え 

たんですが、増えた理由はなんでしょうか。 

○佐藤議長 施設整備課長。 

○大戸施設整備課長 ご説明申し上げます。ここの簡易水道及び下水道の各施設を、現在はウォーター 

エージェンシーに３ヵ年の複数年契約で管理委託を行っております。前回なんですけども、平成２５

年に契約を行いまして、ちょうど来年度、契約の変更ということなんですけれども、その間、前回、

平成２５年度に契約した時の状況ですね、その時の平成２８年の時の普通作業員の単価が、１万４，

９００円。すいません。平成２４年度が１万１，０００円です。現在なんですけど、１万４，９００

円ということで、人件費が約３５％アップしておりまして、そのことを人件費の高騰及びこの間の電

気料、高熱水費を加味しますと、このような形で跳ね返ってきたということになっております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 しばらく休憩します。そのまま自席でお待ちください。意見調整を行いたいと思いますので、議員

は議案持参の上、議員控室の方へ移動願います。 

                          

休憩 １１時１９分 

再開 １１時２８分 

                          

○佐藤議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  歳入歳出を通して質疑漏れはありませんか。 

  ５番。 

○５番 阿部議員 歳出の１２２ページの１３節委託料についてお伺いをします。地下水の調査委託料 

ということで、５５万９，０００円の予算が計上されておりますが、調査の結果、現在の状況につい

てお知らせいただきたいと思います。 

○佐藤議長 町民生活課長。 

○鈴木町民生活課長 塵芥処理等に要する経費の委託料、地下水調査委託料、５５万９，０００円の実 

績ということのご質問だと思いますけども、現在、調査をしている箇所が、モニタリング調査、勝山

の処分場近くと置戸の処分場の近く２カ所を調査しているんですが、地下水の調査結果につきまして

は、ほとんどの項目において不検出というふうな結果が出ております。 

○佐藤議長 ここで手違いがありましたので、改めて進めさせて頂きます。 

 議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてから議案第３８号 平成

２８年度置戸町下水道特別会計予算までの２１件を通して質疑漏れはありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 一般会計の歳出、１７４ページ。教育委員会事務局に要する経費の賃金、教育相談 
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員について少し詳しくお聞かせを願いたいというふうに思いますが、まず第１点目は、教育相談員た

る方がどれだけの有資格者といいますか、資格者を据えるおつもりなのか。また、その人が当てがあ

るのかという点と、さらにもっと詳しい仕事の内容があればお聞かせを願いたいというふうに思いま

す。副読本の編集もというような、結構多岐にわたるようなお仕事をされる方を２１６万円で雇うと

いうか、ちょっとその辺の仕事量と賃金的な部分での納得がいくかいかないかという部分で説明をお

願いしたいと思います。 

○佐藤議長 学校教育課長。 

○蓑島学校教育課長 教育相談員についてのご質問かと思います。教育相談員につきましては、３年前 

に神田先生をお願いしていたんですけども、教育相談の内容といたしましては、保護者、生徒等から、

また、学校職員等の相談業務を教育委員会の事務局に常設して、そこにいてもらって受けるという形

になります。ただ、今回の教育相談員については、予算説明のところでも申したんですけれども、教

育支援がメインになるかと思います。今のところうちの方で計画しているのは、小学校４年生から６

年生までの数学科を中心に、ティーム・ティーチングといいまして、担任が授業を行っている間、教

室を巡回して担任の理解、言っていることの理解がちょっと貧しいような方に横に寄り添ってアドバ

イスをすると、そういうティーム・ティーチング方式で配置をするという予定をしてございます。一

応、毎日教育委員会に出勤してもらって、その時間時間で小学校の方に移動をしてやってもらうと。

残った時間で社会科の副読本をやっていただくという予定になっています。あと、資格です。資格に

つきましては、教員免許、今のところ小学校の教員免許を持っている方ということで、充てはあるの

かという話だったんですけども、今のところ１名当てがあって今回予算を計上したところでございま

す。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ６番。 

○６番 岩藤議員 議案第３２号の平成２８年度置戸町一般会計予算の中の９８ページ。委託料、社会 

福祉事業支援に要する経費の委託料についてお伺いいたします。社会福祉協議会への委託料というこ

とで、昨年度から見ると約３，０００万円近く増えているというような状況になっておりますけども、

ここであえて福祉センター所長、鈴木所長に退職を前にしてということで一言ですね、この置戸町の

少子高齢化の中でどんどんこれから福祉行政に対してのお金というものが出ていくという、そういう

ような状況を踏まえまして、鈴木所長どのように今後の置戸町のことを考えておられるか、その辺り

お聞かせ願いたいと思います。 

○佐藤議長 地域福祉センター所長。 

○鈴木地域福祉センター所長 全体的に置戸町の高齢者の方の占める率というのは、この後も益々上昇 

していくだろうということで、在宅でお住まいされている高齢者の方の支援、それから各施設に入っ

ておられる方への支援っていうのは、益々重要になってくるわけでございます。中でも、この後の事

業の展開で、やはりお１人で住まわれる方、高齢者夫婦だけの世帯につきましては、どうしてもそれ

に関わるサービス、緊急通報装置であったり、ホームヘルパーの派遣だったり、それから、どうして

もご自宅で生活、一時的にできない方については、そういう多機能的なサービスも必要となっていく

わけでございます。それと合わせて老人の施設についても、都度入所者に合った、安心して生活でき
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る施設、施設の方で安心して生活できる、利用者の方が安心して生活できる、そういう施設に改善し

ていかなければならないということで、非常にこの後も皆さんのご意見をいただきながら、置戸の町

民の皆さん、それから利用される方含めて、いろいろとその内容を検討して進めるべきであろうとい

うふうに考えているところでございます。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員 鈴木所長にあたっては、昭和４９年に入庁されたということでございます。４１年 

間、本当に福祉畑を中心にして置戸のために頑張ってこられたんだというふうに、今の質問に対して

のご意見で理解したところでございます。退職後も、これからもご指導の程お願いしたいというふう

に思います。 

 続きまして、同じく一般会計の予算の中で、１５６ページ。負担金補助及び交付金というところで、

置戸町観光協会補助金２８０万円についてお伺いいたします。２８０万円は、１００周年記念事業が

終わって例年通りの補助金額ということでここに計上されているわけですが、担当課長として、坂口

課長退職されます。産業振興課長として幅広い分野で仕事をされてきたというふうに思っております

が、この観光事業含めて今後の置戸のためにということで、課長の方から一言答弁をお願いしたいと

思います。 

○佐藤議長 産業振興課長。 

○坂口産業振興課長 最後に発言の場を設けていただきありがとうございます。今、岩藤議員から、置 

戸町の観光協会、観光事業の推進ということであります。私も土木屋から事務屋に替わったのが、平

成５７年の４月１日で商工観光係長ということで拝命受けまして、４年間係長として商工観光に携わ

らせていただきました。その間、商工会の観光協会の行政でなくて、事務局長の民間からの導入とい

うことで、紋別の方から坂田さんを連れて来て、その当時、担当課長、佐藤議員さんだったんですが、

坂田さんを紋別の流氷館から来ていただいて、これで観光協会の事務局体制これからということであ

ったんですが、残念なことに２年間で坂田さんが置戸の町を離れるということになってしまったとい

う苦い経験もありますが、昨日の中でも、観光の産業化と。ただ、言葉で言うのは簡単なんですが、

行政と観光協会中心にした民間の会員の皆様方と一体となった努力がなければ、なかなか観光産業化

といってもなかなか厳しい部分があると思いますが、この後、まずはゆぅゆの観光施設としても拠点

施設として、ゆぅゆ、それから、置戸の豊かな自然環境、これを活かした観光推進をしていかなけれ

ばならないんでないかと。特に近年、観光協会で、岩藤議員にも副会長を務めていただいていますが、

おけと湖、常呂川、これは北海道内でも他所の人から見ても魚の量が豊富で豊かな常呂川、それから、

おけと湖。本当に、フライフィッシング、ルアーフィッシング、スポーツフィッシングですね、東京

だとか道外からも置戸に何人も入っているというのが、ここ２年間観光協会でやってきた事業の中で

は、おけと湖、常呂川が通用する人には、宝の湖、川なんだなということが分かってまいりました。

この後、２８年度、観光協会もフィッシングリゾートまではいかなくても、こういうような体験型の

観光も含めてメインに置いてということで、２８年度事業を進めて参るということで、２月に観光協

会の理事会等も開催しております。そういう意味では、この後も観光協会の事務局体制、これもいつ

までも行政、商工観光係が観光協会の事務局を担うと。これは観光協会の事務局長という立場で３年

間いて、本当に何もできなかったという反省も含めてでありますが、それらの改善も含めて、この置



 164 

戸の地、豊かな自然、置戸の財産を、自然だけでなくて、図書館、クラフトセンター、パークゴルフ

場という資源をいっぱい持っています。議員の皆さんからも、本当に総務常任委員会等で、この宝を

有効に活用してという部分では、行政だけではできないという部分痛感しております。議員の皆さん

含めて商工業者だけでなくて、一般町民の皆さんと一体となった形で観光を進めていけるような体制

を作っていかなければならないというふうに感じておりますので、議員の皆さんも今後ともどうぞよ

ろしくお願いいたします。 

○佐藤議長 ６番。 

○６番 岩藤議員 坂口さんにおかれましては、昭和５３年に入庁、３７年間の奉職というふうに聞い 

ております。どうもありがとうございました。以上で終わります。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

  ８番。 

○８番 石井議員 議案第２９号、昨日質問した際、議題外ということで、今回、２６年５月の地方公 

務員法の改正によりまして、人事評価制度の導入が義務付けられたということで、２８年度から人事

評価制度を実施することになりますが、多分、法改正に伴っての雛形があって置戸町人事評価制度の

評価実施マニュアルというものが作られております。ちょっとその中で気になった点なんですけども、

人間性や人格を評価するのではなく、あくまでも公務といいますか、職務における行動や結果につい

て評価すると。これを読んでいますと、まず公務の実効性っていうか実行力等のみをある程度評価を

するのかなと。できるならば、私は公務以外の地域貢献ですとか、そういった部分でも評価を加味し

ていただきたいなというふうに思います。と言いますのは、例えば、前議員さんもおっしゃっており

ましたけども、自治会活動ですとか、例えば、学校のＰＴＡ役員ですとか、公務外の部分で一生懸命

協力をしてくれる方もいっぱいおられます。できるならばそういった部分も評価項目に入れて人事評

価をしていただきたいなという、質問というよりはお願いになってしまいますけども、その辺の点で

何か答弁がありましたらお願いします。 

○佐藤議長 総務課長。 

○菅野総務課長 今回この２９号で、国の方から人事評価とか退職管理、そういった部分で人事評価の 

今後についてのご質問かなと思います。制度の目的につきましては、前回説明した人事管理の徹底っ

ていうか、そういうものを図りながら組織全体の士気高揚、公務能力の向上を図るものと説明させて

いただきました。町といたしましても、職員の能力と業績２つの評価を取り入れて、職員自ら設定し

た目標を達成し、組織目標の実現を図ることにより自己評価を行い、行動を振り返ることによって職

員自身の能力を伸ばすと。上司の面談を通して、指導、助言を受けながら職員が主体的に能力を発揮、

図れるように職員のやる気を尊重して職員を育てることに主眼を置いていますということで説明させ

て頂きました。昨日の質問の中でも、例えば、評価ですね。努力した職員がそうする処遇とか職員の

やる気を高めるということも大事なことだと思っておりますが、私たちの仕事は、当然１人で出来る

ものではないと思っております。町職員として、上司、部下、同僚、また、特に町民と一緒になって

行っていくことが私共の職制だと思っておりますので、その中では当然、町内、自分で住んでいる町

内においてもいろいろなこと。それと、今議員の言われました、学校とかそういった部分で、当然職

員としても一住民として町にいるっていうか職制が来るのは当然だと思っております。そういった部
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分で、マニュアルの部分は大枠ではありますが、最終的な評価とかそういった部分も今後、４月１日

からやっていく中で見直しを図りながら進めていきたいと思っております。 

○佐藤議長 ほかに質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで質疑を終わります。 

 これから、議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてから議案第 

３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算までの２１件について一括討論を行います。 

 討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

 これで、議案第１８号から議案第３８号までの２１件について討論を終わります。 

 これから、議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてから議案第 

３８号 平成２８年度置戸町下水道特別会計予算までの２１件を採決します。 

 採決は、議案の順序で行います。 

 まず、議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定についてを採決します。 

 議案第１８号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１８号 置戸町職員の給与の臨時特例に関する条例の制定については、原案の

とおり可決されました。 

 次に、議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定についてから議案第２４号 置戸町税

条例の一部を改正する条例までの６件を一括して採決します。 

 議案第１９号から議案第２４号までの６件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成

の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第１９号 置戸町行政不服審査会設置条例の制定についてから議案第２４号 置

戸町税条例の一部を改正する条例までの６件については、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例

から議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例までの３件を一括して採

決します。 

 議案第２５号から議案第２７号までの３件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成

の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第２５号 置戸町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例から議案第２７号 置戸町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例までの３件につい
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ては、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例を採決します。 

 議案第２８号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第２８号 置戸町まちづくり基本条例の一部を改正する条例は、原案のとおり可

決されました。 

 次に、議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例か

ら議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例までの２件を一

括して採決します。 

 議案第２９号から議案第３０号までの２件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成

の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第２９号 置戸町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する

条例から議案第３０号 置戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例までの２

件については、いずれも原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定についてを採決します。 

 議案第３１号については、原案のとおり決定することに賛成の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第３１号 置戸町過疎地域自立促進市町村計画の策定については、原案のとおり

可決されました。 

 次に、議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算から議案第３８号 平成２８年度置戸町下

水道特別会計予算までの７件を一括して採決します。 

 議案第３２号から議案第３８号までの７件については、いずれも原案のとおり決定することに賛成

の議員は起立願います。 

               （賛成者起立） 

○佐藤議長 起立多数です。 

 したがって、議案第３２号 平成２８年度置戸町一般会計予算から議案第３８号 平成２８年度置

戸町下水道特別会計予算までの７件については、いずれも原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎日程第２３ 報告第１号 専決処分の報告について 

○佐藤議長 日程第２３ 報告第１号 専決処分の報告についてを議題とします。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○田中議会事務局長 報告第１号について申し上げます。 
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 地方自治法第１８０条の規定に基づく議会の委任による専決処分について、同条第２項の規定によ

りお手元に配付のとおりの処分報告がありました。報告を終わります。 

○佐藤議長 報告に対し質疑を許します。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 なければ、これで報告済とします。 

                                   

    ◎日程第２４ 報告第２号 定期監査の結果報告について 

○佐藤議長 日程第２４ 報告第２号 定期監査の結果報告について。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○田中議会事務局長 報告第２号について申し上げます。 

 監査委員が平成２８年２月２５日に、平成２７年度の物品購入等の契約執行状況外７項目の財務監

査と備品管理状況の現地監査を執行され、お手元に配付のとおりの結果報告がありました。 

 報告を終わります。 

○佐藤議長 これで報告済とします。 

                                   

    ◎日程第２５ 報告第３号 例月出納検査の結果報告について 

○佐藤議長 日程第２５ 報告第３号 例月出納検査の結果報告について。 

  事務局長から報告させます。 

  事務局長。 

○田中議会事務局長 報告第３号について申し上げます。 

 監査委員が、平成２７年１１月３０日、１２月３１日、平成２８年１月３１日現在の出納状況につ

いて検査を執行され、お手元に配付のとおりの結果報告がありました。 

 報告を終わります。 

○佐藤議長 これで報告済とします。 

                                   

    ◎日程第２６ 意見書案第１号 給付型奨学金制度の導入・拡充と 

                   教育費負担の軽減を求める要望意 

                   見書 

○佐藤議長 日程第２６ 意見書案第１号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求め 

る要望意見書を議題とします。 

 お諮りします。 

 意見書案第１号については、置戸町議会会議規則第３８条第２項の規定により趣旨説明を省略した

いと思います。 

 ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 
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○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  よって、意見書案第１号については、趣旨説明を省略することに決定しました。 

  これから、意見書案第１号について質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 質疑なしと認めます。 

  これから、意見書案第１号について討論を行います。 

  討論はありませんか。 

               （「なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 討論なしと認めます。 

 これから、意見書案第１号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める要望意見

書を採決します。 

 お諮りします。 

 意見書案第１号については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第１号 給付型奨学金制度の導入・拡充と教育費負担の軽減を求める要望意

見書については、原案のとおり可決されました。 

                                   

    ◎閉会の議決 

○佐藤議長 お諮りします。 

  本定例会の会議に付された事件はすべて終了しました。 

  したがって置戸町議会会議規則第６条の規定によって本日で閉会したいと思います。 

  ご異議ありませんか。 

               （「異議なし」と発言する者あり） 

○佐藤議長 異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会は本日で閉会することに決定しました。 

                                   

    ◎閉会宣言 

○佐藤議長 これで本日の会議を閉じます。 

  平成２８年第２回置戸町議会定例会を閉会します。 

閉会 １２時０１分 

 


